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定款の一部改正新旧対照表

新 旧

（商号）

第１条 当社は、株式会社東京証券取引所と称し、

英文では、Ｔｏｋｙｏ Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈ

ａｎｇｅ，Ｉｎｃ．と表示する。

（目的）

（商号）

第１条 当取引所は、株式会社東京証券取引所と

称し、英文では、Ｔｏｋｙｏ Ｓｔｏｃｋ Ｅ

ｘｃｈａｎｇｅ，Ｉｎｃ．と表示する。

（目的）

第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

第２条 当取引所は、次の事業を営むことを目的

とする。

（１） 有価証券の売買を行うための市場施設

の提供、相場の公表及び有価証券の売買の公

正の確保その他の取引所金融商品市場の開設

に係る業務

（１） 有価証券の売買又は市場デリバティブ

取引（以下「有価証券の売買等」という。）

を行うための市場施設の提供、相場の公表及

び有価証券の売買等の公正の確保その他の取

引所金融商品市場の開設に係る業務

（２） （略） （２） （略）

２ 当社は、公益及び投資者保護に資するため、

有価証券の売買を公正かつ円滑ならしめること

を旨として業務を営むものとする。

２ 当取引所は、公益及び投資者保護に資するた

め、有価証券の売買等を公正かつ円滑ならしめ

ることを旨として業務を営むものとする。

（本店の所在地）

第３条 当社は、本店を東京都中央区に置く。

（公告方法）

第４条 当社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他のやむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合

は、日本経済新聞に掲載する。

（発行可能株式総数）

第５条 当社の発行可能株式総数は、９２０万株

とする。

（株券の不発行）

（本店の所在地）

第３条 当取引所は、本店を東京都中央区に置く。

（公告方法）

第４条 当取引所の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他のやむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載する。

（発行可能株式総数）

第５条 当取引所の発行可能株式総数は、９，２

００，０００株とする。

（株券の発行）



2

第６条 当社は、株式につき株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）

第７条 当社の株式の譲渡又は取得については、

株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。

（名義書換）

第８条 株式の取得により名義書換を請求するに

は、株主及び株式の取得者が、共同して請求す

るものとし、所定の請求書を提出しなければな

らない。ただし、法令で定める手続きによる場

合は、この限りでない。

（質権の登録及び信託財産の表示）

第９条 当社の株式につき、質権の登録又は信託

財産の表示を請求するには、当社所定の書式に

よる請求書に当事者が記名押印し提出しなけれ

ばならない。その登録又は表示の抹消について

も同様とする。

（株主の住所等の届出）

第１０条 当社の株主及び登録株式質権者又はそ

の法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書

式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を

当社に届け出なければならない。

２ 前項の届出事項に変更があったときは、その

事項につき同様とする。

（株主総会の招集）

第１１条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終

了後３か月以内にこれを招集し、臨時株主総会

は、必要ある場合に随時これを招集する。

第６条 当取引所は、その株式に係る株券を発行

する。

（譲渡制限）

第７条 譲渡による当取引所の株式の取得につい

ては、取締役会の承認を要する。

（相続人等に対する売渡請求）

第８条 当取引所は、相続その他の一般承継によ

り当取引所の株式を取得した者に対し、当該株

式を当取引所に売り渡すことを請求することが

できる。

（株式の割当てを受ける権利等の決定）

第９条 当取引所は、当取引所の株式及び新株予

約権を引き受ける者の募集をする場合におい

て、株主に株式又は新株予約権の割当てを受け

る権利を与えるときには、その募集事項、株主

に当該株式又は当該新株予約権の割当てを受け

る権利を与える旨及びその引受けの申込みの期

日を取締役会の決議によって定める。

（株式取扱規則）

第１０条 当取引所が発行する株券の種類並びに

株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿

への記載又は記録その他株式並びに新株予約権

に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定める株式取扱規則

による。

（株主総会の招集）

第１１条 当取引所の定時株主総会は、毎事業年

度終了後３か月以内にこれを招集し、臨時株主

総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
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（基準日）

第１２条 当社の定時株主総会の議決権の基準日

は、毎年３月３１日とする。

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供）

第１４条 当社は、株主総会の招集の通知に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連

結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところに従いインタ

ーネットを利用する方法で開示することによ

り、株主に対して提供したものとみなすことが

できる。

（議決権の代理行使）

第１６条 株主は、当社の議決権を有する他の出

席株主１名を代理人として、その議決権を行使

することができる。

２ 前項の規定により議決権を行使する場合、株

主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明

する書面を当社に提出しなければならない。

（取締役会の設置）

第１７条 当社は、取締役会を置く。

（取締役の員数）

第１８条 当社の取締役は、１２名以内とする。

（代表取締役等）

第２１条 （略）

２ （略）

３ 当社の常務に従事する取締役は、その在任中、

金融商品取引業と直接関係のある業務に従事す

（基準日）

第１２条 当取引所の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年３月３１日とする。

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供）

第１４条 当取引所は、株主総会の招集の通知に

際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところに従い

インターネットを利用する方法で開示すること

により、株主に対して提供したものとみなすこ

とができる。

（議決権の代理行使）

第１６条 株主は、当取引所の議決権を有する他

の出席株主１名を代理人として、その議決権を

行使することができる。

２ 前項の規定により議決権を行使する場合、株

主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明

する書面を当取引所に提出しなければならな

い。

（取締役会の設置）

第１７条 当取引所は、取締役会を置く。

（取締役の員数）

第１８条 当取引所の取締役は、１２名以内とす

る。

（代表取締役等）

第２１条 （略）

２ （略）

３ 当取引所の常務に従事する取締役は、その在

任中、金融商品取引業と直接関係のある業務に
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ることができない。 従事することができない。

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）

第２２条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会において指名する取締役

がこれを招集し、議長となる。

第２２条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長

となる。

（削る） ２ 取締役会長が在任しないとき又は取締役会長

に事故あるときは、取締役社長が取締役会を招

集し、議長となり、取締役社長に事故があると

きは、取締役会においてあらかじめ定めた順序

により、他の取締役が取締役会を招集し、議長

となる。

（取締役の責任免除等）

第２７条 当社は、会社法第４２６条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる取締役（取

締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によって

免除することができる。

２ 当社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

（監査役及び監査役会の設置）

第２８条 当社は、監査役及び監査役会を置く。

（監査役の員数）

第２９条 当社の監査役は、４名以内とする。

（監査役の責任免除等）

第３７条 当社は、会社法第４２６条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる監査役（監

（取締役の責任免除等）

第２７条 当取引所は、会社法第４２６条第１項

の規定により、任務を怠ったことによる取締役

（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締役会の決議によ

って免除することができる。

２ 当取引所は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。

（監査役及び監査役会の設置）

第２８条 当取引所は監査役及び監査役会を置

く。

（監査役の員数）

第２９条 当取引所の監査役は、４名以内とする。

（監査役の責任免除等）

第３７条 当取引所は、会社法第４２６条第１項

の規定により、任務を怠ったことによる監査役
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査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によって

免除することができる。

２ 当社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、社外監査役との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

（会計監査人の設置）

第３８条 当社は、会計監査人を置く。

（諮問委員会）

第４１条 当社に諮問委員会を設ける。

２ 諮問委員会は、当社の開設する取引所金融商

品市場（以下「当社の市場」という。）の運営

に関する重要事項について、取締役会の諮問に

応じ又は取締役会に意見を述べることができ

る。

３ （略）

（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締役会の決議によ

って免除することができる。

２ 当取引所は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外監査役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。

（会計監査人の設置）

第３８条 当取引所は会計監査人を置く。

（諮問委員会）

第４１条 当取引所に諮問委員会を設ける。

２ 諮問委員会は、当取引所の市場の運営に関す

る重要事項について、取締役会の諮問に応じ又

は取締役会に意見を述べることができる。

３ （略）

（取引所金融商品市場） （取引所金融商品市場）

第４２条 当社の市場においては、有価証券の売

買を行う。

第４２条 当取引所の開設する取引所金融商品市

場（以下「当取引所の市場」という。）におい

ては、次に掲げる取引を行う。

（削る） （１） 有価証券の売買

（削る） （２） 市場デリバティブ取引

（市場デリバティブ取引のための標準物の設

定）

第４３条 削除 第４３条 当取引所は、市場デリバティブ取引の

ため、利率、償還期限その他の条件を標準化し

た標準物を設定することができる。

（業務規程及び受託契約準則等） （業務規程及び受託契約準則等）
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第４４条 当社の市場における有価証券の売買に

関して必要な事項は、業務規程をもって定める。

第４４条 当取引所の市場における有価証券の売

買等に関して必要な事項は、業務規程をもって

定める。

２ 取引参加者の当社の市場における有価証券の

売買（有価証券等清算取次ぎを除く。）の受託

に関する契約は、受託契約準則をもって定める。

２ 取引参加者の当取引所の市場における有価証

券の売買等（有価証券等清算取次ぎを除く。）

の受託に関する契約は、受託契約準則をもって

定める。

３ 当社は、前２項のほか、当社の市場の運営上

の必要に応じて、規則を定めることができる。

３ 当取引所は、前２項のほか、当取引所の市場

の運営上の必要に応じて、規則を定めることが

できる。

（取引参加者による法令諸規則等の遵守）

第４５条 取引参加者は、金融商品取引法及びそ

の関係法令（以下この章において「法令」とい

う。）、法令に基づいてする行政官庁の処分、

当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の

規則（以下この章において「当社の規則」とい

う。）並びに取引の信義則を遵守しなければな

らない。

（取引参加者の調査）

第４６条 当社は、取引参加者の法令、法令に基

づく行政官庁の処分若しくは当社の規則又は取

引の信義則の遵守状況の調査を行う場合その他

の業務規程で定める場合には、その定めるとこ

ろにより、必要な調査を行うことができる。

（取引参加者による法令諸規則等の遵守）

第４５条 取引参加者は、金融商品取引法及びそ

の関係法令（以下この章において「法令」とい

う。）、法令に基づいてする行政官庁の処分、

当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その

他の規則（以下この章において「当取引所の規

則」という。）並びに取引の信義則を遵守しな

ければならない。

（取引参加者の調査）

第４６条 当取引所は、取引参加者の法令、法令

に基づく行政官庁の処分若しくは当取引所の規

則又は取引の信義則の遵守状況の調査を行う場

合その他の業務規程で定める場合には、その定

めるところにより、必要な調査を行うことがで

きる。

（取引参加者の処分） （取引参加者の処分）

第４７条 当社は、取引参加者が法令、法令に基

づいてする行政官庁の処分又は当社の規則に違

反した場合、取引の信義則に背反する行為をし

た場合その他の業務規程で定める処分事由に該

当した場合は、その定めるところにより、過怠

金の賦課、当社の市場における有価証券の売買

若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停

第４７条 当取引所は、取引参加者が法令、法令

に基づいてする行政官庁の処分又は当取引所の

規則に違反した場合、取引の信義則に背反する

行為をした場合その他の業務規程で定める処分

事由に該当した場合は、その定めるところによ

り、過怠金の賦課、当取引所の市場における有

価証券の売買等若しくはその有価証券等清算取
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止又は制限、取引資格の取消しその他の処分を

行うことができる。

次ぎの委託の停止又は制限、取引資格の取消し

その他の処分を行うことができる。

（事業年度）

第４８条 当社の事業年度は、毎年４月１日から

翌年３月３１日までの１年とする。

（期末配当金）

第４９条 当社は、株主総会の決議によって、毎

年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者に対し金銭によ

る剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）

を支払う。

（中間配当金）

第５０条 当社は、取締役会の決議によって、毎

年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者に対し、会社法

第４５４条第５項に定める剰余金の配当（以下

「中間配当金」という。）を支払うことができ

る。

（配当金の除斥期間）

第５１条 期末配当金及び中間配当金が支払開始

の日から満３年を経過してもなお受領されない

ときは、当社はその支払義務を免れる。

２ （略）

（事業年度）

第４８条 当取引所の事業年度は、毎年４月１日

から翌年３月３１日までの１年とする。

（期末配当金）

第４９条 当取引所は、株主総会の決議によって、

毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者に対し金銭に

よる剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）

を支払う。

（中間配当金）

第５０条 当取引所は、取締役会の決議によって、

毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者に対し、会社

法第４５４条第５項に定める剰余金の配当（以

下「中間配当金」という。）を支払うことがで

きる。

（配当金の除斥期間）

第５１条 期末配当金及び中間配当金が支払開始

の日から満３年を経過してもなお受領されない

ときは、当取引所はその支払義務を免れる。

２ （略）

付  則

この改正規定は、当社が別に定める日から施行

する。
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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 この規程は、定款第４４条第１項の規定

に基づき、当取引所の市場における有価証券の

売買に関して必要な事項を定める。

第１条 この規程は、定款第４４条第１項の規定

に基づき、当取引所の市場における有価証券の

売買等に関して必要な事項を定める。

２ （略） ２ （略）

（取引参加者規程等） （取引参加者規程等）

第１条の３ （略） 第１条の３ （略）

２ 当取引所の市場における有価証券の売買に係

る清算及び決済に関する事項は、清算・決済規

程をもって定める。

２ 当取引所の市場における有価証券の売買等に

係る清算及び決済に関する事項は、清算・決済

規程をもって定める。

３・４ （略） ３・４ （略）

（売買立会の区分及び売買立会時） （売買立会の区分及び売買立会時）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項の売買立会時を臨時に変更することができ

る。この場合においては、あらかじめその旨を

取引参加者に通知する。

２ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項の売買立会時を臨時に変更することができ

る。この場合においては、あらかじめその旨を

取引参加者（取引参加者規程第２条第２項に規

定する総合取引参加者及び同条第３項に規定す

る現物取引参加者をいう。以下同じ。）に通知

する。

（公開買付期間中における自己買付け） （公開買付期間中における自己買付け）

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（９） 指数に係る法第２条第２１項第２号に

掲げる取引（外国金融商品市場において行わ

（９） 指数に係る法第２条第２１項第２号に

掲げる取引（外国金融商品市場において行わ
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れる類似の取引を含む。以下この条において

「指数先物取引」という。）に係る約定数値

（当事者があらかじめ指数として約定する数

値をいう。以下同じ。）の水準と指数との水

準の関係を利用して行う次のａからｃまでに

掲げる取引（これに準ずる取引で指数に係る

法第２条第２１項第３号に掲げる取引（外国

金融商品市場において行われる類似の取引を

含む。以下この条において「指数オプション

取引」という。）を利用して行うものを含む。）

に係る買付け（次条において「指数先物取引

に係る約定数値の水準と指数との水準の関係

を利用した買付け」という。）

れる類似の取引を含む。以下この条において

「指数先物取引」という。）に係る約定指数

（当事者があらかじめ指数として約定する数

値をいう。以下同じ。）の水準と指数との水

準の関係を利用して行う次のａからｃまでに

掲げる取引（これに準ずる取引で指数に係る

法第２条第２１項第３号に掲げる取引（外国

金融商品市場において行われる類似の取引を

含む。以下この条において「指数オプション

取引」という。）を利用して行うものを含む。）

に係る買付け（次条において「指数先物取引

に係る約定指数の水準と指数との水準の関係

を利用した買付け」という。）

ａ 売方指数先物取引（指数先物取引のうち

現実数値（将来の一定の時期における現実

の指数の数値をいう。以下同じ。）が約定

数値を下回った場合に金銭を受領すること

となるものをいう。以下この条において同

じ。）を新規に行うとともに、その取引契

約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価

証券（当該有価証券の価額の合計額の変動

が当該指数先物取引に係る指数の変動に近

似するように選定したものに限る。）の買

付けを行う取引

ａ 売方指数先物取引（指数先物取引のうち

現実指数（将来の一定の時期における現実

の指数の数値をいう。以下同じ。）が約定

指数を下回った場合に金銭を受領すること

となるものをいう。以下この条において同

じ。）を新規に行うとともに、その取引契

約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価

証券（当該有価証券の価額の合計額の変動

が当該指数先物取引に係る指数の変動に近

似するように選定したものに限る。）の買

付けを行う取引

ｂ 買方指数先物取引（指数先物取引のうち

現実数値が約定数値を上回った場合に金銭

を受領することとなるものをいう。以下こ

の条において同じ。）の取引契約残高の全

部又は一部を金融商品取引所の定める方法

により決済するとともに、その取引契約金

額等の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証

券（当該有価証券の価額の合計額の変動が

当該指数先物取引に係る指数の変動に近似

するように選定したものに限る。）の買付

けを行う取引

ｂ 買方指数先物取引（指数先物取引のうち

現実指数が約定指数を上回った場合に金銭

を受領することとなるものをいう。以下こ

の条において同じ。）の取引契約残高の全

部又は一部を金融商品取引所の定める方法

により決済するとともに、その取引契約金

額等の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証

券（当該有価証券の価額の合計額の変動が

当該指数先物取引に係る指数の変動に近似

するように選定したものに限る。）の買付

けを行う取引

ｃ （略） ｃ （略）
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（１０）～（１４） （略） （１０）～（１４） （略）

（安定操作期間内における自己買付け等） （安定操作期間内における自己買付け等）

第６７条 金融商品取引業等に関する内閣府令

（平成１９年内閣府令第５２号）第１１７条第

１項第２２号イ及びホに規定する金融商品取引

所の定める規則において有価証券の流通の円滑

化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対す

る投資判断に基づかないものと認められている

買付けは、当取引所の市場における次の各号に

掲げる買付けとする。

第６７条 金融商品取引業等に関する内閣府令

（平成１９年内閣府令第５２号）第１１７条第

１項第２２号イ及びホに規定する金融商品取引

所の定める規則において有価証券の流通の円滑

化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対す

る投資判断に基づかないものと認められている

買付けは、当取引所の市場における次の各号に

掲げる買付けとする。

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略）

（１０） 指数先物取引に係る約定数値の水準

と指数との水準の関係を利用した買付け

（１０） 指数先物取引に係る約定指数の水準

と指数との水準の関係を利用した買付け

（１１）～（１６） （略） （１１）～（１６） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者） （取引参加者）

第２条 取引参加者は、総合取引参加者の１種類

とする。

第２条 取引参加者は、総合取引参加者、現物取

引参加者、国債先物等取引参加者、指数先物等

取引参加者、有価証券オプション取引参加者の

５種類とする。

２ 総合取引参加者とは、当取引所の市場におい

て、有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）を行うための取引資格を有

する者をいう。

２ 総合取引参加者とは、当取引所の市場におい

て、有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎ

によるものを除く。）を行うための取引資格（以

下「総合取引資格」という。）を有する者をい

う。

（削る） ３ 現物取引参加者とは、当取引所の市場におい

て、有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）を行うための取引資格（以

下「現物取引資格」という。）を有する者をい

う。

（削る） ４ 国債先物等取引参加者とは、当取引所の市場

における次の各号に掲げる取引（有価証券等清

算取次ぎによるものを除く。）を行うための取

引資格（以下「国債先物等取引資格」という。）

を有する者をいう。

（１） 国債証券先物取引（国債証券の標準物

に係る金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）第２条第２１項

第１号に掲げる取引又は当該標準物の価格に

係る同項第２号に掲げる取引をいう。以下同

じ。）

（２） 国債証券先物オプション取引（法第２

条第２１項第３号に掲げる取引のうち国債証

券先物取引に係るものをいう。以下同じ。）

（削る） ５ 指数先物等取引参加者とは、当取引所の市場

における次の各号に掲げる取引（有価証券等清

算取次ぎによるものを除く。）を行うための取



12

引資格（以下「指数先物等取引資格」という。）

を有する者をいう。

（１） 指数先物取引（法第２条第２１項第２

号に掲げる取引のうち指数に係るものをい

う。以下同じ。）

（２） 指数オプション取引（法第２条第２１

項第３号に掲げる取引のうち同項第２号に掲

げる取引に準ずる取引として業務規程に定め

る取引（指数に係る取引に限る。）に係るも

のをいう。以下同じ。）

（削る） ６ 有価証券オプション取引参加者とは、当取引

所の市場において、有価証券オプション取引（法

第２条第２１項第３号に掲げる取引のうち有価

証券の売買に係るものをいい、有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）を行うための取引

資格（以下「有価証券オプション取引資格」と

いう。）を有する者をいう。

３ 取引参加者は、取引資格を二以上有すること

ができない。

７ 取引参加者は、同一種類の取引資格を二以上

有することができない。

（削る） ８ 総合取引参加者は、総合取引資格とそれ以外

の取引資格を同時に有することはできない。

（削る） ９ 現物取引参加者は、現物取引資格とそれ以外

の取引資格を同時に有することはできない。

（当取引所の市場における有価証券の売買の態

様）

（当取引所の市場における有価証券の売買等の

態様）

第２条の２ 清算資格（株式会社日本証券クリア

リング機構（以下「クリアリング機構」という。）

の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。

以下同じ。）を有する取引参加者は、当取引所

の市場における有価証券の売買を自らの名にお

いて行うものとする。

第２条の２ 取引参加者は、その有する清算資格

（株式会社日本証券クリアリング機構（以下「ク

リアリング機構」という。）の業務方法書に規

定する清算資格をいう。以下同じ。）に係る当

取引所の市場における有価証券の売買等（当該

取引参加者が有する取引資格の種類に係るもの

に限る。以下この条において同じ。）について

は、自らの名においてこれを行うものとする。

２ 清算資格を有しない取引参加者は、当取引所

の市場における有価証券の売買について、指定

２ 取引参加者は、その有しない清算資格の種類

に係る当取引所の市場における有価証券の売買
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清算参加者（第２４条の４に定める指定清算参

加者をいう。第５条において同じ。）に対する

有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとす

る。

等については、指定清算参加者（第２４条の４

に定める指定清算参加者をいう。第５条におい

て同じ。）に対する有価証券等清算取次ぎの委

託を行うものとする。

（公正な価格形成と円滑な流通の確保等） （公正な価格形成と円滑な流通の確保等）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 取引参加者は、当取引所の市場における有価

証券の売買を重要な業務とする者でなければな

らない。

２ 取引参加者は、当取引所の市場における有価

証券の売買等を重要な業務とする者でなければ

ならない。

（取引資格の取得の申請及び承認） （取引資格の取得の申請及び承認）

第４条 取引資格を取得しようとする者は、当取

引所が定めるところにより、当取引所に取引資

格の取得の申請を行わなければならない。

第４条 取引資格を取得しようとする者は、取得

しようとする取引資格の種類ごとに、当取引所

が定めるところにより、当取引所に取引資格の

取得の申請を行わなければならない。

２ 当取引所は、次の各号に掲げる者であって、

当取引所が定めるところによる審査により適当

であると認める者に対して、取引資格の取得の

承認を行う。

２ 当取引所は、次の各号に掲げる取引資格の区

分に従い、当該各号に定める者であって、当取

引所が定めるところによる審査により適当であ

ると認める者に対して、取引資格の取得の承認

を行う。

（１） 金融商品取引業者（金融商品取引法（昭

和２３年法律第２５号。以下「法」という。）

第２８条第１項第１号に掲げる行為に係る業

務の登録を受けた者に限る。）

（１） 総合取引資格、現物取引資格、指数先

物等取引資格又は有価証券オプション取引資

格 次のａ又はｂに該当する者

ａ 金融商品取引業者（法第２８条第１項第

１号に掲げる行為に係る業務の登録を受け

た者に限る。次号において同じ。）

ｂ 取引所取引許可業者

（２） 取引所取引許可業者 （２） 国債先物等取引資格 次のａからｃま

でのいずれかに該当する者

ａ 金融商品取引業者

ｂ 取引所取引許可業者

ｃ 登録金融機関

３ （略） ３ （略）

４ 当取引所は、第２項の規定に基づき取引資格

の取得を承認した場合は各取引参加者に、その

４ 当取引所は、第２項の規定に基づき総合取引

資格の取得を承認した場合は各取引参加者に、
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旨を通知する。 同項の規定に基づきそれ以外の取引資格の取得

を承認した場合は各総合取引参加者及び当該取

引資格を有する各取引参加者に、その旨を通知

する。

（取引資格の取得手続の履行） （取引資格の取得手続の履行）

第５条 当取引所が前条第２項の規定により取引

資格の取得の承認を行ったときは、当取引所は、

同条第３項の規定により当取引所が指定した期

日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）までに、取引資格の取得申

請者をして、入会金の納入、取引参加者契約の

締結、清算資格を現に有しない場合はその取得

手続（清算資格を新たに取得しない場合にあっ

ては、第２４条の３及び第２４条の４の規定に

より必要となる清算受託契約の締結及び指定清

算参加者の指定）、信認金の預託、取引参加者

保証金の預託その他当取引所が定める取引資格

の取得手続を履行させるものとする。

第５条 当取引所が前条第２項の規定により取引

資格の取得の承認を行ったときは、当取引所は、

同条第３項の規定により当取引所が指定した期

日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）までに、取引資格の取得申

請者をして、入会金の納入、取引参加者契約の

締結、取得しようとする取引資格の種類に係る

清算資格のうち現に有しないものの取得手続

（当該清算資格を新たに取得しない場合にあっ

ては、第２４条の３及び第２４条の４の規定に

より必要となる清算受託契約の締結及び指定清

算参加者の指定）、信認金の預託、取引参加者

保証金の預託その他当取引所が定める取引資格

の取得手続を履行させるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 取引資格の取得申請者（取引所取引許可業者

に限る。）が取引参加者（取引所取引許可業者

に限る。）の取引資格の喪失と同時に取引資格

を取得する場合で、当取引所が定めるところに

より取引資格を喪失する取引参加者と取引資格

の取得申請者の実態に差異がないと認めるとき

は、第１項の規定にかかわらず、入会金の納入

を要しない。

４ 取引資格の取得申請者（取引所取引許可業者

に限る。）が取引参加者（取引所取引許可業者

に限る。）の取引資格の喪失と同時に当該取引

資格と同種の取引資格を取得する場合で、当取

引所が定めるところにより取引資格を喪失する

取引参加者と取引資格の取得申請者の実態に差

異がないと認めるときは、第１項の規定にかか

わらず、入会金の納入を要しない。

（削る） ５ 第１項の場合において、取引参加者が新たに

取引資格を取得する場合は、現に預託している

信認金及び取引参加者保証金をもって新たに取

得する取引資格に係る信認金及び取引参加者保

証金に充当することができる。

５ 第１項の場合において、取引資格の取得申請

者が取引参加者から分割により事業を承継し、

６ 第１項の場合において、取引資格の取得申請

者が取引参加者から分割により事業を承継し、
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又は事業を譲り受け、当該取引参加者の取引資

格の喪失と同時に取引資格を取得する場合で、

当取引所が定めるところにより取引資格を喪失

する取引参加者と取引資格の取得申請者の実態

に差異がないと認めるときは、当該取引資格を

喪失する取引参加者が現に預託している信認金

及び取引参加者保証金をもって取引資格の取得

申請者が預託すべき信認金及び取引参加者保証

金に充当することができる。

又は事業を譲り受け、当該取引参加者の取引資

格の喪失と同時に当該取引資格と同種の取引資

格を取得する場合で、当取引所が定めるところ

により取引資格を喪失する取引参加者と取引資

格の取得申請者の実態に差異がないと認めると

きは、当該取引資格を喪失する取引参加者が現

に預託している信認金及び取引参加者保証金を

もって取引資格の取得申請者が預託すべき信認

金及び取引参加者保証金に充当することができ

る。

６ （略） ７ （略）

（取引資格取得の日） （取引資格取得の日）

第６条 当取引所は、取引資格の取得申請者が前

条第１項の規定による手続を履行したときは、

第４条第３項の規定により当取引所が指定した

期日に取引資格を付与する。

第６条 当取引所は、取引資格の取得申請者が前

条第１項の規定による手続を履行したときは、

第４条第３項の規定により当取引所が指定した

期日に当該申請に係る取引資格を付与する。

２・３ （略） ２・３ （略）

（連絡事務所） （連絡事務所）

第１０条 取引参加者は、本店その他の営業所（取

引参加者が外国法人の場合は、国内における主

たる営業所又は事務所）で、当取引所との連絡

上便利な場所にあるもののうちから、当取引所

からの通知を受ける場所１か所を連絡事務所と

して当取引所に届け出なければならない。ただ

し、国内に事務所を有しないリモート取引参加

者は、これに代えて、法第６０条の２第１項に

規定する国内における代表者の氏名及び住所を

届け出るものとする。

第１０条 取引参加者は、本店その他の営業所又

は主たる事務所（取引参加者が外国法人の場合

は、国内における主たる営業所又は事務所）で、

当取引所との連絡上便利な場所にあるもののう

ちから、当取引所からの通知を受ける場所１か

所を連絡事務所として当取引所に届け出なけれ

ばならない。ただし、国内に事務所を有しない

リモート取引参加者は、これに代えて、法第６

０条の２第１項に規定する国内における代表者

の氏名及び住所を届け出るものとする。

（取消料の納入） （取消料の納入）

第１１条の２ 過誤のある注文により有価証券の

売買が成立した場合において、当該売買の取消

しが行われたときは、当該過誤のある注文を発

注した取引参加者は、当該売買の取消しに係る

第１１条の２ 過誤のある注文により有価証券の

売買等が成立した場合において、当該売買等の

取消しが行われたときは、当該過誤のある注文

を発注した取引参加者は、当該売買等の取消し
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取消料を、当取引所が規則で定めるところによ

り、当取引所に納入しなければならない。

に係る取消料を、当取引所が規則で定めるとこ

ろにより、当取引所に納入しなければならない。

（合併等について承認を受ける義務） （合併等について承認を受ける義務）

第１６条 取引参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、あらかじめ当取引所の承認を

受けなければならない。

第１６条 取引参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、あらかじめ当取引所の承認を

受けなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 分割による事業の一部の他の法人への

承継（次条第９号に掲げるものを除く。）

（２） 分割による事業（登録金融機関にあっ

ては、登録金融機関業務をいう。以下次条ま

でにおいて同じ。）の一部の他の法人への承

継（次条第９号に掲げるものを除く。）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（届出事項） （届出事項）

第１７条 取引参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、当取引所が定めるところによ

り、あらかじめその内容を当取引所に届け出な

ければならない。

第１７条 取引参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、当取引所が定めるところによ

り、あらかじめその内容を当取引所に届け出な

ければならない。

（１） 業務（金融商品取引業者にあっては、

法第２８条第１項第１号に掲げる業務をい

い、取引所取引許可業者にあっては、取引所

取引業務をいう。）の廃止

（１） 業務（金融商品取引業者にあっては、

法第２８条第１項第１号に掲げる業務をい

い、取引所取引許可業者にあっては、取引所

取引業務をいい、登録金融機関にあっては、

登録金融機関業務をいう。）の廃止

（２）～（８） （略） （２）～（８） （略）

（９） 前条第１項各号に掲げる行為で、会社

法（平成１７年法律第８６号）において株主

総会の決議による承認を要しないとされてい

るもののうち、当取引所が別に定めるもの

（９） 前条第１項各号に掲げる行為で、会社

法（平成１７年法律第８６号）において株主

総会の決議による承認を要しないとされてい

るもののうち、当取引所が別に定めるもの（株

式会社以外の者にあっては、これと同程度の

もの）

（１０）・（１１） (略) （１０）・（１１） (略)

（１２） 商号の変更（英文の商号の変更を含

む。）

（１２） 商号又は名称の変更（英文の商号又

は名称の変更を含む。）

（１３） (略) （１３） (略)
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（取引参加者の調査） （取引参加者の調査）

第１９条 当取引所は、次の各号に掲げる場合そ

の他当取引所の市場の運営上必要があると認め

る場合は、取引参加者に対し、当該取引参加者

の業務又は財産に関して参考となるべき報告若

しくは資料の提出を請求し、又は当該取引参加

者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類そ

の他の物件を検査することができる。

第１９条 当取引所は、次の各号に掲げる場合そ

の他当取引所の市場の運営上必要があると認め

る場合は、取引参加者に対し、当該取引参加者

の業務又は財産に関して参考となるべき報告若

しくは資料の提出を請求し、又は当該取引参加

者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類そ

の他の物件を検査することができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 当取引所の市場における有価証券の売

買の公正の確保を図るための調査を行う場合

（３） 当取引所の市場における有価証券の売

買等の公正の確保を図るための調査を行う場

合

（４） （略） （４） （略）

２ （略） ２ （略）

（受託に際しての調査義務） （受託に際しての調査義務）

第２１条 取引参加者は、当取引所の市場におけ

る有価証券の売買の委託（有価証券等清算取次

ぎの委託を除く。）を受けるときは、あらかじ

め顧客の住所、氏名その他当取引所が定める事

項を調査しなければならない。

第２１条 取引参加者は、当取引所の市場におけ

る有価証券の売買等の委託（有価証券等清算取

次ぎの委託を除く。）を受けるときは、あらか

じめ顧客の住所、氏名その他当取引所が定める

事項を調査しなければならない。

（他の取引参加者の役員又は従業員からの受託

の制限）

（他の取引参加者の役員又は従業員からの受託

の制限）

第２２条 取引参加者は、他の取引参加者の役員

（役員が法人であるときは、その職務を行うべ

き社員を含む。以下この条において同じ。）又

は従業員である者から、当該役員又は従業員が

当該他の取引参加者の役員又は従業員であるこ

とを知りながら、有価証券の売買の委託を受け

ることはできない。ただし、当該他の取引参加

者から書面若しくは電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法

による同意を得ている場合又は法第１６３条第

１項に規定する特定有価証券等以外の有価証券

第２２条 取引参加者は、他の取引参加者の役員

（役員が法人であるときは、その職務を行うべ

き社員を含む。以下この条において同じ。）又

は従業員である者から、当該役員又は従業員が

当該他の取引参加者の役員又は従業員であるこ

とを知りながら、当該他の取引参加者が有する

取引資格の種類に係る有価証券の売買等の委託

を受けることはできない。ただし、当該他の取

引参加者から書面若しくは電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法による同意を得ている場合又は法第１６
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の売買の委託を受ける場合は、この限りでない。 ３条第１項に規定する特定有価証券等以外の有

価証券の売買の委託を受ける場合は、この限り

でない。

（有価証券の売買の責任） （有価証券の売買等の責任）

第２３条 取引参加者は、当取引所の市場におけ

る有価証券の売買について、一切の責めに任じ

なければならない。

第２３条 取引参加者は、当取引所の市場におけ

る有価証券の売買等について、一切の責めに任

じなければならない。

（リモート取引参加者の受託の制限） （リモート取引参加者の受託の制限）

第２３条の３ リモート取引参加者は、日本に居

住する者の計算による注文と知りながら、当取

引所の市場における有価証券の売買の委託を受

けることはできない。

第２３条の３ リモート取引参加者は、日本に居

住する者の計算による注文と知りながら、当取

引所の市場における有価証券の売買等の委託を

受けることはできない。

２ リモート取引参加者は、外国に居住する顧客

から当取引所の市場における有価証券の売買の

委託を受ける場合には、あらかじめ当取引所が

定めるところにより申請し、当取引所の承認を

受けなければならない。

２ リモート取引参加者は、外国に居住する顧客

から当取引所の市場における有価証券の売買等

の委託を受ける場合には、あらかじめ当取引所

が定めるところにより申請し、当取引所の承認

を受けなければならない。

３ （略） ３ （略）

（リモート取引参加者の義務等） （リモート取引参加者の義務等）

第２３条の４ リモート取引参加者は、次の各号に

掲げる事項を遵守して、業務を行わなければならな

い。

第２３条の４ リモート取引参加者は、次の各号に

掲げる事項を遵守して、業務を行わなければならな

い。

（１） （略） （１） （略）

（２） 当取引所が適当と認める役職員以外の

者に、当取引所市場における有価証券の売買

に関する当取引所が定める行為を行わせない

こと。

（２） 当取引所が適当と認める役職員以外の

者に、当取引所市場における有価証券の売買

等に関する当取引所が定める行為を行わせな

いこと。

２ （略） ２ （略）

（非清算参加者の定義） （非清算参加者の定義）

第２４条の２ 非清算参加者とは、清算資格を有

しない取引参加者をいう。

第２４条の２ 現物非清算参加者とは、現物清算

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る現物清算資格をいう。以下同じ。）を有しな
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い総合取引参加者及び現物取引参加者をいう。

（削る） ２ 国債先物等非清算参加者とは、国債先物等清

算資格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する国債先物等清算資格をいう。以下同じ。）

を有しない総合取引参加者及び国債先物等取引

参加者をいう。

（削る） ３ 指数先物等非清算参加者とは、指数先物等清

算資格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する指数先物等清算資格をいう。以下同じ。）

を有しない総合取引参加者、指数先物等取引参

加者及び有価証券オプション取引参加者をい

う。

（削る） ４ この規程においては、現物非清算参加者、国

債先物等非清算参加者及び指数先物等非清算参

加者を総称して、非清算参加者という。

（清算受託契約の締結） （清算受託契約の締結）

第２４条の３ 非清算参加者は、当取引所の市場

における有価証券の売買（有価証券先物取引を

除く。）に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

関し、他社清算参加者（清算資格に係る他社清

算資格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する他社清算資格をいう。以下同じ。）を有す

る者をいう。以下同じ。）との間でクリアリン

グ機構の業務方法書に規定する清算受託契約を

締結しなければならない。

第２４条の３ 現物非清算参加者は、当取引所の

市場における有価証券の売買（有価証券先物取

引を除く。）に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に関し、現物他社清算参加者（現物清算資格

に係る他社清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する他社清算資格をいう。以下同

じ。）を有する者をいう。以下同じ。）との間

でクリアリング機構の業務方法書に規定する清

算受託契約を締結しなければならない。

（削る） ２ 国債先物等非清算参加者は、当取引所の市場

における国債証券先物取引及び国債証券先物オ

プション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に関し、国債先物等他社清算参加者（国債先

物等清算資格に係る他社清算資格を有する者を

いう。）との間でクリアリング機構の業務方法

書に規定する清算受託契約を締結しなければな

らない。

（削る） ３ 指数先物等非清算参加者である総合取引参加

者は、当取引所の市場における指数先物取引、
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指数オプション取引及び有価証券オプション取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、

指数先物等他社清算参加者（指数先物等清算資

格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下

同じ。）との間でクリアリング機構の業務方法

書に規定する清算受託契約を締結しなければな

らない。

（削る） ４ 指数先物等非清算参加者である指数先物等取

引参加者は、当取引所の市場における指数先物

取引及び指数オプション取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託に関し、指数先物等他社清算

参加者との間でクリアリング機構の業務方法書

に規定する清算受託契約を締結しなければなら

ない。

（削る） ５ 指数先物等非清算参加者である有価証券オプ

ション取引参加者は、当取引所の市場における

有価証券オプション取引に係る有価証券等清算

取次ぎの委託に関し、次の各号に掲げる場合の

区分に従い、当該各号に定める清算参加者との

間でクリアリング機構の業務方法書に規定する

清算受託契約を締結しなければならない。

（１） 現物清算資格を有しない場合

現物他社清算参加者及び指数先物等他社清

算参加者

（２） 現物清算資格を有する場合

指数先物等他社清算参加者

（削る） ６ 第２項の規定にかかわらず、国債先物等非清

算参加者である総合取引参加者は、当取引所の

承認を受けた場合は、国債証券先物取引及び国

債証券先物オプション取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に関し清算受託契約を締結する

ことを要しない。この場合においては、当該総

合取引参加者は、これらの取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託を行うことができない。

（削る） ７ 前項の規定は、指数先物等非清算参加者であ

る総合取引参加者について準用する。この場合
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において、「国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引」とあるのは「指数先物取引、

指数オプション取引及び有価証券オプション取

引」と読み替えるものとする。

（指定清算参加者の指定） （指定清算参加者の指定）

第２４条の４ 非清算参加者は、常に有価証券等

清算取次ぎの委託先とする一の清算受託契約の

相手方である他社清算参加者（以下「指定清算

参加者」という。）を指定しなければならない。

第２４条の４ 非清算参加者は、清算資格の種類

ごとに、清算受託契約の相手方である他社清算

参加者（現物他社清算参加者、国債先物等他社

清算参加者又は指数先物等他社清算参加者をい

う。以下同じ。）のうちから、当該清算資格の

種類に係る取引につき常に有価証券等清算取次

ぎの委託先とする一の者（以下「指定清算参加

者」という。）を指定しなければならない。

（削る） ２ 前条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の承認を受けて清算受託契約を締

結しない場合の当該清算資格の種類に係る取引

については、前項の規定は適用しない。

２ 非清算参加者は、前項に規定する指定清算参

加者の指定又は変更を行う場合には、あらかじ

め、当取引所が定めるところにより、当取引所

に申請し、承認を得なければならない。

３ 非清算参加者は、第１項に規定する指定清算

参加者の指定又は変更を行う場合には、あらか

じめ、当取引所が定めるところにより、当取引

所に申請し、承認を得なければならない。

（取引資格の喪失申請） （取引資格の喪失申請）

第２５条 取引参加者が取引資格を喪失しようと

するときは、当取引所が定めるところにより、

当取引所に取引資格の喪失の申請を行わなけれ

ばならない。

第２５条 取引参加者が取引資格を喪失しようと

するときは、喪失しようとする取引資格の種類

ごとに、当取引所が定めるところにより、当取

引所に取引資格の喪失の申請を行わなければな

らない。

（喪失申請者の有価証券の売買の停止等の措

置）

（喪失申請者の有価証券の売買等の停止等の措

置）

第２６条 当取引所は、取引参加者から取引資格

の喪失の申請を受理した日の翌日（休業日に当

たるときは、順次繰り下げる。）から、その取

引参加者の当取引所の市場における有価証券の

第２６条 当取引所は、取引参加者から取引資格

の喪失の申請を受理した日の翌日（休業日に当

たるときは、順次繰り下げる。）から、その取

引参加者の当該取引資格の種類に係る当取引所
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売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。

以下この条及び次条において同じ。）又は有価

証券等清算取次ぎの委託を停止する。

の市場における有価証券の売買等（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。以下この条及び

次条において同じ。）又は有価証券等清算取次

ぎの委託を停止する。

２ 前項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪

失申請者は、清算・決済規程第５６条に定める

ところによる整理を行うために必要とする限度

において、当取引所の承認を受けて、当取引所

の市場における有価証券の売買又は有価証券等

清算取次ぎの委託を行うことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪

失申請者は、清算・決済規程第５６条に定める

ところによる整理を行うために必要とする限度

において、当取引所の承認を受けて、当取引所

の市場における有価証券の売買等又は有価証券

等清算取次ぎの委託を行うことができる。

（喪失申請者の合併等の場合における売買等） （喪失申請者の合併等の場合における売買等）

第２７条 当取引所は、取引資格の喪失申請者が、

その喪失と同時に、取引資格を取得する者又は

取引資格を有する者に合併され、分割により事

業を承継させ又は事業を譲渡する等の場合で、

当取引所の市場における有価証券の売買又は有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこ

れらに関する取引で未決済のものを整理させる

必要がないと認めるときは、前条第１項の規定

にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者の当

取引所の市場における有価証券の売買又は有価

証券等清算取次ぎの委託を停止しないことがで

きる。

第２７条 当取引所は、取引資格の喪失申請者が、

その喪失と同時に、当該取引資格と同種の取引

資格を取得する者又は当該取引資格と同種の取

引資格を有する者に合併され、分割により事業

を承継させ又は事業を譲渡する等の場合で、当

取引所の市場における有価証券の売買等又は有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこ

れらに関する取引で未決済のものを整理させる

必要がないと認めるときは、前条第１項の規定

にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者の当

取引所の市場における有価証券の売買等又は有

価証券等清算取次ぎの委託を停止しないことが

できる。

（取引資格の喪失の承認） （取引資格の喪失の承認）

第２８条 （略） 第２８条 （略）

２ 当取引所は、取引資格の喪失の承認をした場

合は各取引参加者に、その旨を通知する。

２ 当取引所は、総合取引資格の喪失の承認をし

た場合は各取引参加者に、それ以外の取引資格

の喪失を承認した場合は各総合取引参加者及び

当該取引資格を有する各取引参加者に、その旨

を通知する。

（取引資格の喪失の際の手続） （取引資格の喪失の際の手続）

第２９条 当取引所は、取引参加者（リモート取 第２９条 当取引所は、取引参加者（リモート取
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引参加者を除く。次項において同じ。）が取引

資格を喪失（取消しによる喪失を含む。以下同

じ。）したときは、直ちに、取引参加者の取引

資格の喪失（取引参加者に信認金を返還する場

合にあっては、取引参加者の取引資格の喪失及

び当該取引参加者の信認金の返還）について公

告を行うものとする。

引参加者を除く。次項において同じ。）が取引

資格を喪失（取消しによる喪失を含む。以下同

じ。）したときは、直ちに、取引参加者の取引

資格の喪失（取引参加者（当該取引資格の種類

に係る有価証券の売買等につき受託業務を行わ

ない者を除く。）に信認金を返還する場合にあ

っては、取引参加者の取引資格の喪失及び当該

取引参加者の信認金の返還）について公告を行

うものとする。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 前３項の規定にかかわらず、取引参加者は、

第５条第５項に規定する信認金及び取引参加者

保証金の充当を行った場合は、取引資格の喪失

による信認金及び取引参加者保証金の返還を請

求することができない。

５ 前３項の規定にかかわらず、取引参加者は、

第５条第４項（取引資格を喪失すると同時に新

たに取引資格を取得する場合に限る。）及び同

条第５項に規定する信認金及び取引参加者保証

金の充当を行った場合は、取引資格の喪失によ

る信認金及び取引参加者保証金の返還を請求す

ることができない。

６ 取引参加者は、取引資格を喪失するときは、

取引参加者証の当取引所への返還その他当取引

所が定める手続を行わなければならない。

６ 取引参加者は、取引資格を喪失するときは、

当該取引資格に係る取引参加者証の当取引所へ

の返還その他当取引所が定める手続を行わなけ

ればならない。

（取引資格を喪失した場合における売買等） （取引資格を喪失した場合における売買等）

第３１条 取引参加者が取引資格を喪失した場合

においては、本人又は一般承継人は、清算・決

済規程第５７条に定めるところによる整理を行

うために必要とする限度において、当取引所の

承認を受けて、当取引所の市場における有価証

券の売買（有価証券等清算取次ぎによるものを

除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委託を行

うことができる。

第３１条 取引参加者が取引資格を喪失した場合

においては、本人又は一般承継人は、清算・決

済規程第５７条に定めるところによる整理を行

うために必要とする限度において、当取引所の

承認を受けて、当取引所の市場における有価証

券の売買等（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委託を

行うことができる。

（取引参加者の処分） （取引参加者の処分）

第３４条 当取引所は、取引参加者が次の各号のい

ずれかに該当することとなったと認める場合には、

当該取引参加者を審問のうえ、当該各号に定める処

第３４条 当取引所は、取引参加者が次の各号のい

ずれかに該当することとなったと認める場合には、

当該取引参加者を審問のうえ、当該各号に定める処
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分を行うことができる。 分を行うことができる。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 当取引所の市場における有価証券の売

買又は有価証券等清算取次ぎの委託に関する

当取引所との契約を履行しないときは、６か

月以内の当取引所の市場における有価証券の

売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。以下この項において同じ。）若しくは有

価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制

限又は取引資格の取消し

（４） 当取引所の市場における有価証券の売

買等又は有価証券等清算取次ぎの委託に関す

る当取引所との契約を履行しないときは、６

か月以内の当取引所の市場における有価証券

の売買等（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。以下この項において同じ。）若しく

は有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しく

は制限又は取引資格の取消し

（５） 当取引所に納入又は預託しなければな

らない金銭又は有価証券を、当取引所が定め

るところにより納入又は預託しないときは、

６か月以内の当取引所の市場における有価証

券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委

託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し

（５） 当取引所に納入又は預託しなければな

らない金銭又は有価証券を、当取引所が定め

るところにより納入又は預託しないときは、

６か月以内の当取引所の市場における有価証

券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの

委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消

し

（６） 第１９条の規定による検査を拒否し、

妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定によ

る報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報

告若しくは資料を提出したとき、又は第４４

条第２項の規定による調査を拒否し、妨げ若

しくは忌避したときは、１億円以下の過怠金、

戒告、６か月以内の当取引所の市場における

有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次

ぎの委託の停止又は取引資格の取消し

（６） 第１９条の規定による検査を拒否し、

妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定によ

る報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報

告若しくは資料を提出したとき、又は第４４

条第２項の規定による調査を拒否し、妨げ若

しくは忌避したときは、１億円以下の過怠金、

戒告、６か月以内の当取引所の市場における

有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取

次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し

（７） 第１７条の規定による届出若しくは第

１８条の規定による報告をせず、又は虚偽の

届出若しくは報告をしたときは、１億円以下

の過怠金、戒告、６か月以内の当取引所の市

場における有価証券の売買若しくは有価証券

等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取

消し

（７） 第１７条の規定による届出若しくは第

１８条の規定による報告をせず、又は虚偽の

届出若しくは報告をしたときは、１億円以下

の過怠金、戒告、６か月以内の当取引所の市

場における有価証券の売買等若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の

取消し

（８） 前各号のほか、取引参加者が法令（取

引参加者が外国法人であって金融商品取引業

者である場合又は取引所取引許可業者である

（８） 前各号のほか、取引参加者が法令（取

引参加者が外国法人であって金融商品取引業

者である場合又は取引所取引許可業者である
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場合には外国金融商品取引法令を含む。以下

この条及び第３９条において同じ。）、法令

に基づいてする行政官庁の処分又は当取引所

の定款、業務規程、受託契約準則その他の規

則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又

は取引の信義則に背反する行為をしたとき

は、１億円以下の過怠金、戒告、６か月以内

の当取引所の市場における有価証券の売買若

しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は取引資格の取消し

場合には外国金融商品取引法令、外国銀行及

び保険会社以外の登録金融機関である場合に

は銀行法（昭和５６年法律第５９号）及びそ

の関係法令（以下「銀行法令」という。）、

外国銀行である場合には銀行法令、外国銀行

法令又は外国金融商品取引法令、保険会社で

ある場合には保険業法（平成７年法律第１０

５号）及びその関係法令（以下「保険業法令」

という。）を含む。以下この条及び第３９条

において同じ。）、法令に基づいてする行政

官庁の処分又は当取引所の定款、業務規程、

受託契約準則その他の規則若しくはこれらに

基づく処分に違反し、又は取引の信義則に背

反する行為をしたときは、１億円以下の過怠

金、戒告、６か月以内の当取引所の市場にお

ける有価証券の売買等若しくは有価証券等清

算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引

資格の取消し

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、取引

参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁

の処分に違反し、よって当取引所の信用を著し

く失墜させたと認める場合には、当該取引参加

者を審問のうえ、５億円以下の過怠金、戒告、

６か月以内の当取引所の市場における有価証券

の売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の

停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処分

を行うことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、取引

参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁

の処分に違反し、よって当取引所の信用を著し

く失墜させたと認める場合には、当該取引参加

者を審問のうえ、５億円以下の過怠金、戒告、

６か月以内の当取引所の市場における有価証券

の売買等（有価証券等清算取次ぎによるものを

除く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委託

の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処

分を行うことができる。

３ 前２項の規定による処分において、過怠金の

賦課と当取引所の市場における有価証券の売買

（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は戒告は、併科することができる。

３ 前各項の規定による処分において、過怠金の

賦課と当取引所の市場における有価証券の売買

等（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は戒告は、併科することができる。

（取引参加者に対する処置） （取引参加者に対する処置）

第３５条 当取引所は、取引参加者が次の各号の 第３５条 当取引所は、取引参加者が次の各号の
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いずれかに該当することとなった場合には、当

該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、当

取引所の市場における有価証券の売買（有価証

券等清算取次ぎによるものを除く。）若しくは

有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限そ

の他当取引所が必要かつ適当と認める処置を行

うことができる。

いずれかに該当することとなった場合には、当

該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、当

取引所の市場における有価証券の売買等（有価

証券等清算取次ぎによるものを除く。）若しく

は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限

その他当取引所が必要かつ適当と認める処置を

行うことができる。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

２ 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなった場合には、当該取引

参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、

当該取引参加者の当取引所の市場における有価

証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委

託の停止又は制限を行うことができる。

２ 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなった場合には、当該取引

参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、

当該取引参加者の当取引所の市場における有価

証券の売買等（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの

委託の停止又は制限を行うことができる。

（１） 資本金の額又は純財産額が３億円を下

回ったとき。

（１） 資本金の額若しくは出資の総額（相互

会社にあっては、基金（基金償却積立金を含

む。）の総額）又は純財産額（登録金融機関

にあっては、純資産額）が３億円を下回った

とき。

（２） （略） （２） （略）

（３） （略） （２）の２ （略）

（削る） （３） 国際統一基準行、農林中央金庫及び株

式会社商工組合中央金庫について、次のａか

らｃまでのいずれかに該当することとなった

とき（外国銀行にあっては、これに準ずる場

合で当取引所が必要と認めるとき）。

ａ 単体又は連結普通株式等Ｔｉｅｒｌ比率

（農林中央金庫にあっては、単体又は連結

普通出資等Ｔｉｅｒｌ比率）が２．２５パ

ーセントを下回ったとき。

ｂ 単体又は連結Ｔｉｅｒｌ比率が３パーセ

ントを下回ったとき。

ｃ 単体又は連結総自己資本比率が４パーセ

ントを下回ったとき。

（削る） （３）の２ 国際統一基準行、農林中央金庫、
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株式会社商工組合中央金庫、外国銀行及び保

険会社以外の登録金融機関について、海外事

業拠点を有する場合は国際統一基準に係る単

体又は連結自己資本比率が４パーセントを、

海外事業拠点を有しない場合は国内基準に係

る単体又は連結自己資本比率が２パーセント

を下回ったとき。

（削る） （４） 保険会社について、単体又は連結ソル

ベンシー・マージン比率が１００パーセント

を下回ったとき。

（４） 取引所取引許可業者について、保有す

る資産等に照らし、自己資本の充実の状況が

第２号に定める水準と同程度まで悪化したと

当取引所が認めたとき。

（５） 取引所取引許可業者について、保有す

る資産等に照らし、自己資本の充実の状況が

第２号及び前３号に定める水準と同程度まで

悪化したと当取引所が認めたとき。

（５） (略) （６） (略)

３ 当取引所は、取引参加者が支払不能となり又

は支払不能となるおそれがあると認めるとき

は、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の

消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市

場における有価証券の売買（有価証券等清算取

次ぎによるものを除く。）若しくは有価証券等

清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。

３ 当取引所は、取引参加者が支払不能となり又

は支払不能となるおそれがあると認めるとき

は、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の

消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市

場における有価証券の売買等（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）若しくは有価証券

等清算取次ぎの委託の停止を行うことができ

る。

４ 当取引所は、取引参加者が第１７条第１号に

掲げる事項について当取引所へ届出を行った場

合又は同条第２号から第５号までのいずれかに

掲げる事項に係る公告を行った場合（リモート

取引参加者にあっては、同条第１号から第５号

までのいずれかに掲げる事項について当取引所

へ届出を行った場合）において、取引資格の喪

失申請を行わないときは、当該取引参加者を審

問のうえ、当該取引参加者の当取引所の市場に

おける有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎ

によるものを除く。）又は有価証券等清算取次

ぎの委託の停止を行うことができる。

４ 当取引所は、取引参加者が第１７条第１号に

掲げる事項について当取引所へ届出を行った場

合又は同条第２号から第５号までのいずれかに

掲げる事項に係る公告を行った場合（リモート

取引参加者にあっては、同条第１号から第５号

までのいずれかに掲げる事項について当取引所

へ届出を行った場合）において、取引資格の喪

失申請を行わないときは、当該取引参加者を審

問のうえ、当該取引参加者の当取引所の市場に

おける有価証券の売買等（有価証券等清算取次

ぎによるものを除く。）若しくは有価証券等清

算取次ぎの委託の停止を行うことができる。

５ 前２項の規定により当取引所の市場における ５ 前２項の規定により当取引所の市場における
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有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによる

ものを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委

託の停止の処置を受けた取引参加者は、清算・

決済規程第５８条に定めるところによる整理を

行うために必要とする限度において、当取引所

の承認を受けて、当取引所の市場における有価

証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委託を

行うことができる。

有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの

委託の停止の処置を受けた取引参加者は、清

算・決済規程第５８条に定めるところによる整

理を行うために必要とする限度において、当取

引所の承認を受けて、当取引所の市場における

有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの

委託を行うことができる。

（取引資格が形骸化した場合の措置）

第３６条 削除 第３６条 当取引所は、取引参加者が次の各号に

該当することとなった場合には、当該取引参加

者の取引資格の取消しを行う。

（１） 最近３事業年度において、当取引所の

市場における有価証券の売買等（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）を行ってい

ない場合（当該取引資格の取得日から３事業

年度が経過していない場合を除く。）

（２） 当取引所の市場における有価証券の売

買等を行うために必要な取引参加者端末装置

等の設置又は人員の確保がなされていない場

合

（有価証券の売買の停止等の処置の解除） （有価証券の売買等の停止等の処置の解除）

第３７条 第３５条の規定により、期間を定めな

いで有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）又は有価証券等清算取次ぎ

の委託の停止の処置を受けた取引参加者は、そ

の処置を受けた事由を除去したときは、それに

ついての説明書を添付して、その処置の解除を

申請することができる。

第３７条 第３５条の規定により、期間を定めな

いで有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎ

によるものを除く。）又は有価証券等清算取次

ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、

その処置を受けた事由を除去したときは、それ

についての説明書を添付して、その処置の解除

を申請することができる。

２ （略） ２ （略）

３ 第３５条の規定により、期間を定めないで有

価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委託

３ 第３５条の規定により、期間を定めないで有

価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎによる

ものを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委
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の停止を受けた取引参加者が、その処置を受け

た日から１年以内に、前項の承認を受けられな

いときは、当取引所は、当該取引参加者の取引

資格を取り消すことができる。

託の停止を受けた取引参加者が、その処置を受

けた日から１年以内に、前項の承認を受けられ

ないときは、当取引所は、当該取引参加者の取

引資格を取り消すことができる。

（法令により処分を受けた取引参加者に対する

措置）

（法令により処分を受けた取引参加者に対する

措置）

第３９条 取引参加者が法令により業務の全部若

しくは一部の停止又は登録若しくは許可の取消

しの処分を受けた場合には、当取引所は、直ち

に当該取引参加者について、その処分の内容に

応じ、当取引所の市場における有価証券の売買

（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は取引資格の取消しを行う。

第３９条 取引参加者が法令により業務の全部若

しくは一部の停止又は登録若しくは許可の取消

しの処分を受けた場合には、当取引所は、直ち

に当該取引参加者について、その処分の内容に

応じ、当取引所の市場における有価証券の売買

等（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は取引資格の取消しを行う。

（清算資格の取消し等を受けた取引参加者の有

価証券の売買の停止又は制限）

（清算資格の取消し等を受けた取引参加者の有

価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの

委託の停止又は制限）

第３９条の２ 当取引所は、取引参加者がクリア

リング機構の業務方法書に基づき清算資格の取

消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の

措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、

当該取引参加者の当取引所の市場における有価

証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。以下この条において同じ。）の停止又

は制限を行う。

第３９条の２ 当取引所は、取引参加者がクリア

リング機構の業務方法書に基づき清算資格の取

消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の

措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、

当該取引参加者の当取引所の市場における有価

証券の売買等（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。以下この条及び次条において同じ。）

又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制

限を行う。

２ 前項の取引参加者は、清算・決済規程第５８

条に定めるところによる整理を行うために必要

とする限度において、当取引所の承認を受けて、

当取引所の市場における有価証券の売買を行う

ことができる。

２ 前項の取引参加者は、清算・決済規程第５８

条に定めるところによる整理を行うために必要

とする限度において、当取引所の承認を受けて、

当取引所の市場における有価証券の売買等又は

有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができ

る。

（指定清算参加者が清算資格の取消し等を受け （指定清算参加者が清算資格の取消し等を受け
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た場合における非清算参加者の有価証券等清

算取次ぎの委託の停止又は制限）

た場合における非清算参加者の有価証券の売

買等又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止

又は制限）

第３９条の３ 当取引所は、非清算参加者の指定

清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に

基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全

部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当

該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の当取

引所の市場における有価証券の売買に係る有価

証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行

う。

第３９条の３ 当取引所は、非清算参加者の指定

清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に

基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全

部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当

該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の当取

引所の市場における有価証券の売買等又は有価

証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行

う。

２ 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第５

９条に定めるところによる整理を行うために必

要とする限度において、当取引所の承認を受け

て、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことが

できる。

２ 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第５

９条に定めるところによる整理を行うために必

要とする限度において、当取引所の承認を受け

て、有価証券の売買等又は有価証券等清算取次

ぎの委託を行うことができる。

（指定清算参加者を指定していない場合の措

置）

（指定清算参加者を指定していない場合の措

置）

第３９条の４ 当取引所は、非清算参加者が指定

清算参加者の指定をしていない場合（指定清算

参加者が非清算参加者との間における清算受託

契約の特例解約により指定清算参加者でなくな

った場合を除く。）においては、当該非清算参

加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止す

る。

第３９条の４ 当取引所は、非清算参加者が指定

清算参加者の指定をしていない場合（第２４条

の４第２項の規定に基づき指定清算参加者の指

定をしていない場合及び指定清算参加者が非清

算参加者との間における清算受託契約の特例解

約により指定清算参加者でなくなった場合を除

く。）においては、当該非清算参加者の当該指

定をしていない清算資格の種類に係る有価証券

等清算取次ぎの委託（当該指定をしていない清

算資格が現物清算資格である場合は、有価証券

オプション取引（有価証券等清算取次ぎによる

ものを除く。以下この条及び次条において同

じ。）又は有価証券オプション取引に係る有価

証券等清算取次ぎの委託を含む。）を停止する。

２ 前項の場合において、指定清算参加者が非清

算参加者との間における清算受託契約の解約に

より指定清算参加者でなくなったときは、同項

２ 前項の場合において、指定清算参加者が非清

算参加者との間における清算受託契約の解約に

より指定清算参加者でなくなったときは、同項
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の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当

該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引及びこれに関する取引で未決済の

ものを解消するために必要とする限度におい

て、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算

取次ぎの委託を行うことができる。

の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当

該非清算参加者の有価証券オプション取引、有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこ

れらに関する取引で未決済のものを解消するた

めに必要とする限度において、当取引所の承認

を受けて、有価証券オプション取引又は有価証

券等清算取次ぎの委託を行うことができる。

３ （略） ３ （略）

（特例解約が行われた場合の措置） （特例解約が行われた場合の措置）

第３９条の５ 当取引所は、非清算参加者が指定

清算参加者の指定をしていない場合（指定清算

参加者が非清算参加者との間における清算受託

契約の特例解約により指定清算参加者でなくな

った場合に限る。）においては、当該非清算参

加者の有価証券等清算取次ぎの委託を停止す

る。

第３９条の５ 当取引所は、非清算参加者が指定

清算参加者の指定をしていない場合（指定清算

参加者が非清算参加者との間における清算受託

契約の特例解約により指定清算参加者でなくな

った場合に限る。）においては、当該非清算参

加者の当該指定をしていない清算資格の種類に

係る有価証券等清算取次ぎの委託（当該指定を

していない清算資格が現物清算資格である場合

は、有価証券オプション取引又は有価証券オプ

ション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託

を含む。）を停止する。

２・３ （略） ２・３ （略）

（処分、処置又は措置の通知等） （処分、処置又は措置の通知等）

第４０条 当取引所は、この章の規定（第３９条

の３を除く。）に基づき、処分、処置又は措置

（有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）若しくは有価証券等清算取次

ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取

消しの措置に限る。）を取引参加者に対して行

ったときは、各取引参加者にその旨を通知する。

第４０条 当取引所は、この章の規定（第３９条

の３を除く。）に基づき、処分、処置又は措置

（有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）若しくは有価証券等清算取

次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の

取消しの措置に限る。）を、総合取引参加者に

対して行ったときは各取引参加者に、総合取引

参加者以外の取引参加者に対して行ったときは

各総合取引参加者及び当該取引参加者と同種の

取引資格を有する各取引参加者に、その旨を通

知する。

２ 当取引所がこの章の規定に基づき取引参加者 ２ 当取引所がこの章の規定に基づき取引参加者
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に対して行った処分、処置又は措置が、当取引

所の市場における有価証券の売買（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合

には、当該取引参加者は、当取引所が定めると

ころにより、その旨をその店頭等に表示しなけ

ればならない。

に対して行った処分、処置又は措置が、当取引

所の市場における有価証券の売買等（有価証券

等清算取次ぎによるものを除く。）又は有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場

合には、当該取引参加者は、当取引所が定める

ところにより、その旨をその店頭等に表示しな

ければならない。

（仲介） （仲介）

第４４条 有価証券の売買及び有価証券の貸借そ

の他の取引に関して取引参加者間に生じた紛争

について、当事者である取引参加者から、当取

引所が定めるところにより、仲介の申出がある

ときは、当取引所は、仲介を行うものとする。

ただし、紛争が性質上仲介を行うのに適当でな

いと認めるとき、当事者が不当な目的でみだり

に仲介の申出をしたと認めるとき又は当事者の

一方が仲介に応じないときは、仲介を行わない

ことができる。

第４４条 有価証券の売買等及び有価証券の貸借

その他の取引に関して取引参加者間に生じた紛

争について、当事者である取引参加者から、当

取引所が定めるところにより、仲介の申出があ

るときは、当取引所は、仲介を行うものとする。

ただし、紛争が性質上仲介を行うのに適当でな

いと認めるとき、当事者が不当な目的でみだり

に仲介の申出をしたと認めるとき又は当事者の

一方が仲介に応じないときは、仲介を行わない

ことができる。

２・３ （略） ２・３ （略）

（自主規制業務の委託） （自主規制業務の委託）

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に

規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げ

る業務について、東京証券取引所自主規制法人

（以下「自主規制法人」という。）に委託する

ことができる。

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に

規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げ

る業務について、東京証券取引所自主規制法人

（以下「自主規制法人」という。）に委託する

ことができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 取引参加者が行う取引所金融商品市場

における有価証券の売買の内容の審査

（３） 取引参加者が行う取引所金融商品市場

における有価証券の売買又は市場デリバティ

ブ取引の内容の審査

（４） （略） （４） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） （有価証券等清算取次ぎに対する適用）

第４６条 有価証券の売買に係る有価証券等清算 第４６条 有価証券の売買等に係る有価証券等清
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取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う

者とみなして第３条、第２３条及び第２３条の

２の規定を適用する。

算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを

委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を

行う者とみなして第３条、第２３条及び第２３

条の２の規定を適用する。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。

３ この改正規定施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日に現物取引参加者である者は、施

行日において、新たに第２条第２項に定める取

引資格を取得するものとする。

４ 前項の規定により、現物取引参加者が取引資

格を取得する場合には、第５条第１項の規定に

かかわらず、入会金の納入を要しないこととす

る。

５ 第３項の規定により、現物取引参加者が取引

資格を取得する場合には、現に預託している信

認金及び取引参加者保証金をもって取得する取

引資格に係る信認金及び取引参加者保証金に充

当することができる。

６ 施行日の前日に国債先物等取引参加者である

者のうち、株式会社大阪証券取引所（以下「大

阪取引所」という。）の取引参加者規程平成２

６年３月２４日改正付則第６項により大阪取引

所の国債先物等取引資格を取得する者（以下「大

阪取引所国債先物等取引参加者」という。）が、

施行日の前日において当取引所に預託している

信認金及び取引参加者保証金は、当取引所が、
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当該者に代わって、次の各号に定めるところに

従い、大阪取引所に預託する。

（１） 信認金

   施行日に預託する。

（２） 取引参加者保証金

   施行日の属する月の翌月の２５日（休業日

に当たるときは、順次繰り下げる。）に預託

する。

７ 前項の規定により、当取引所が大阪取引所国

債先物等取引参加者に代わって信認金及び取引

参加者保証金を大阪取引所に預託した場合は、

当該取引参加者は、取引資格の喪失による信認

金及び取引参加者保証金の返還を当取引所に対

して請求することができないものとする。

８ 第２項から前項までの規定のほか、施行日に

おける取扱いその他必要な事項については、当

取引所がその都度定める。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（自主規制業務の委託） （自主規制業務の委託）

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に

規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げ

る業務について、日本取引所自主規制法人（以

下「自主規制法人」という。）に委託すること

ができる。

第４４条の２ 当取引所は、法第８４条第２項に

規定する自主規制業務のうち、次の各号に掲げ

る業務について、東京証券取引所自主規制法人

（以下「自主規制法人」という。）に委託する

ことができる。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行

する。



36

清算・決済規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 この規程は、業務規程第１条の３第２項

の規定に基づき、当取引所の市場における有価

証券の売買に係る清算及び決済に関して必要な

事項を定める。

第１条 この規程は、業務規程第１条の３第２項

の規定に基づき、当取引所の市場における有価

証券の売買等に係る清算及び決済に関して必要

な事項を定める。

２ （略） ２ （略）

（用語の意義） （用語の意義）

第２条 （略） 第２条 （略）

（削る） ２ この規程において使用する有価証券オプショ

ン取引（金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）第２条第２１項第

３号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係る

ものをいう。以下同じ。）に係る用語（有価証

券の売買について使用する用語を除く。）の意

義は、この規程に別に定める場合を除き、有価

証券オプション取引に関する業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例（以

下「有価証券オプション特例」という。）にお

いて定めるところによるものとする。

（削る） ３ この規程において使用する国債証券先物取引

（国債証券の標準物に係る法第２条第２１項第

１号に掲げる取引又は当該標準物の価格に係る

同項第２号に掲げる取引をいう。以下同じ。）

に係る用語の意義は、この規程に別に定める場

合を除き、国債証券先物取引に関する業務規程

及び受託契約準則の特例（以下「国債証券先物

特例」という。）において定めるところによる

ものとする。

（削る） ４ この規程において使用する国債証券先物オプ

ション取引（法第２条第２１項第３号に掲げる

取引のうち国債証券先物取引に係るものをい
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う。以下同じ。）に係る用語（国債証券先物取

引について使用する用語を除く。）の意義は、

この規程に別に定める場合を除き、国債証券先

物オプション取引に関する業務規程及び受託契

約準則の特例（以下「国債証券先物オプション

特例」という。）において定めるところによる

ものとする。

（削る） ５ この規程において使用する指数先物取引（法

第２条第２１項第２号に掲げる取引のうち指数

に係るものをいう。以下同じ。）に係る用語の

意義は、この規程に別に定める場合を除き、指

数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則

の特例（以下「指数先物特例」という。）にお

いて定めるところによるものとする。

（削る） ６ この規程において使用する指数オプション取

引（法第２条第２１項第３号に掲げる取引のう

ち同項第２号に掲げる取引に準ずる取引として

業務規程に定める取引（指数に係る取引に限

る。）に係るものをいう。以下同じ。）に係る

用語の意義は、この規程に別に定める場合を除

き、指数オプション取引に関する業務規程及び

受託契約準則の特例（以下「指数オプション特

例」という。）において定めるところによるも

のとする。

（金融商品債務引受業を行う者の指定） （金融商品債務引受業を行う者の指定）

第３条 当取引所は、当取引所の市場において成

立した有価証券の売買に関し、金融商品債務引

受業を行わせる金融商品取引清算機関として、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下「ク

リアリング機構」という。）を指定する。

第３条 当取引所は、当取引所の市場において成

立した有価証券の売買等に関し、金融商品債務

引受業を行わせる金融商品取引清算機関とし

て、株式会社日本証券クリアリング機構（以下

「クリアリング機構」という。）を指定する。

（清算参加者の決済） （清算参加者の決済）

第４条 当取引所の市場において成立した有価証

券の売買の決済は、クリアリング機構の業務方

法書の定めるところにより清算参加者（清算資

第４条 当取引所の市場において成立した有価証

券の売買等の決済は、クリアリング機構の業務

方法書の定めるところにより清算参加者（清算
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格（クリアリング機構の業務方法書に規定する

現物清算資格をいう。以下同じ。）を有する者

をいう。以下同じ。）とクリアリング機構との

間で行う。

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る清算資格をいう。以下同じ。）を有する者を

いう。以下同じ。）とクリアリング機構との間

で行う。

第３章 （略） 第３章 （略）

第１節 株券等の売買に係る決済 第１節 有価証券の売買に係る決済

（削る） 第１款 株券等の売買に係る決済

（受渡時限） （受渡時限）

第５条 非清算参加者（取引参加者規程第２４条

の２第１項に規定する非清算参加者をいう。以

下同じ。）は、有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく有価証券（国債証券を除く。以下この款

において同じ。）の売買について、クリアリン

グ機構が定める決済時限までの指定清算参加者

（当該非清算参加者が取引参加者規程第２４条

の４第１項の規定により指定した他社清算参加

者（清算資格に係る他社清算資格（クリアリン

グ機構の業務方法書に規定する他社清算資格を

いう。）を有する者をいう。）をいう。以下同

じ。）が指定する日時までに、引き渡すべき有

価証券又は支払うべき金銭を指定清算参加者に

交付するものとする。

第５条 現物非清算参加者（取引参加者規程第２

４条の２第１項に規定する現物非清算参加者を

いう。以下同じ。）は、有価証券等清算取次ぎ

の委託に基づく有価証券（国債証券を除く。以

下この款において同じ。）の売買について、ク

リアリング機構が定める決済時限までの指定現

物清算参加者（当該現物非清算参加者が取引参

加者規程第２４条の４第１項の規定により指定

した現物他社清算参加者（現物清算資格（クリ

アリング機構の業務方法書に規定する現物清算

資格をいう。以下同じ。）に係る他社清算資格

（クリアリング機構の業務方法書に規定する他

社清算資格をいう。以下同じ。）を有する者を

いう。）をいう。以下同じ。）が指定する日時

までに、引き渡すべき有価証券又は支払うべき

金銭を指定現物清算参加者に交付するものとす

る。

（ＤＶＰ決済を利用する場合の受渡し） （ＤＶＰ決済を利用する場合の受渡し）

第５条の２ 有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く有価証券の売買について、非清算参加者と指

定清算参加者との合意により、株式会社ほふり

クリアリング（以下「ほふりクリアリング」と

いう。）の業務方法書に規定するＤＶＰ決済を

第５条の２ 有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く有価証券の売買について、現物非清算参加者

と指定現物清算参加者との合意により、株式会

社ほふりクリアリング（以下「ほふりクリアリ

ング」という。）の業務方法書に規定するＤＶ
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利用する場合には、非清算参加者は、ほふりク

リアリングが定める決済時限（有価証券の引渡

しについては、合意に際して指定清算参加者が

指定したクリアリング機構が定める決済時限ま

での間の日時）までに、ほふりクリアリングに

有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとす

る。

Ｐ決済を利用する場合には、現物非清算参加者

は、ほふりクリアリングが定める決済時限（有

価証券の引渡しについては、合意に際して指定

現物清算参加者が指定したクリアリング機構が

定める決済時限までの間の日時）までに、ほふ

りクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金

を支払うものとする。

２ 非清算参加者が前項の規定に基づき有価証券

の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該

有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条の

有価証券の交付又は金銭の交付とみなす。

２ 現物非清算参加者が前項の規定に基づき有価

証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、

当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前

条の有価証券の交付又は金銭の交付とみなす。

（決済のために授受する金銭及び有価証券） （決済のために授受する金銭及び有価証券）

第６条 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有

価証券の売買の決済のために非清算参加者と指

定清算参加者との間で授受する金銭の額及び有

価証券の数量は、次の各号に定めるところによ

る。

第６条 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有

価証券の売買の決済のために現物非清算参加者

と指定現物清算参加者との間で授受する金銭の

額及び有価証券の数量は、次の各号に定めると

ころによる。

（１） 普通取引、発行日決済取引、立会外分

売に係る売買及びＴｏＳＴＮｅＴ特例第８条

第２号に規定する日に決済を行うＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引（それぞれの取引に係る過誤訂正等

のための売買を含む。）に係る決済

（１） 普通取引、発行日決済取引、立会外分

売に係る売買及びＴｏＳＴＮｅＴ特例第８条

第２号に規定する日に決済を行うＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引（それぞれの取引に係る過誤訂正等

のための売買を含む。）に係る決済

決済日を同一とする同一非清算参加者の総

売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごと

の有価証券の売付数量と買付数量の差引数量

決済日を同一とする同一現物非清算参加者

の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄

ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引

数量

（２） 当日決済取引及びＴｏＳＴＮｅＴ特例

第８条第１号に規定する日に決済を行うＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引（それぞれの取引に係る過誤

訂正等のための売買を含む。）の決済

（２） 当日決済取引及びＴｏＳＴＮｅＴ特例

第８条第１号に規定する日に決済を行うＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引（それぞれの取引に係る過誤

訂正等のための売買を含む。）の決済

決済日を同一とする同一非清算参加者の総

売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごと

の有価証券の売付数量と買付数量の差引数量

決済日を同一とする同一現物非清算参加者

の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄

ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引

数量
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（引渡有価証券） （引渡有価証券）

第８条 指定清算参加者に出資証券の有価証券等

清算取次ぎの委託をした非清算参加者である取

引参加者が、その決済のために引き渡す出資証

券は、売買単位の券種の出資証券又は他の券種

の出資証券で各出資証券の表示する出資の口数

の合計が売買単位となるように組み合わせたも

のでなければならない。

第８条 指定現物清算参加者に出資証券の有価証

券等清算取次ぎの委託をした現物非清算参加者

である取引参加者が、その決済のために引き渡

す出資証券は、売買単位の券種の出資証券又は

他の券種の出資証券で各出資証券の表示する出

資の口数の合計が売買単位となるように組み合

わせたものでなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、出資証券の売買の

決済において、指定清算参加者が同意した場合

には、非清算参加者である取引参加者は、他の

券種の出資証券を引き渡すことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、出資証券の売買の

決済において、指定現物清算参加者が同意した

場合には、現物非清算参加者である取引参加者

は、他の券種の出資証券を引き渡すことができ

る。

３ 指定清算参加者に機構非取扱転換社債型新株

予約権付社債券の有価証券等清算取次ぎの委託

をした非清算参加者が、その決済のために引き

渡す有価証券は、売買単位の額面金額の券種で

あって、かつ、無記名式のものでなければなら

ない。

３ 指定現物清算参加者に機構非取扱転換社債型

新株予約権付社債券の有価証券等清算取次ぎの

委託をした現物非清算参加者が、その決済のた

めに引き渡す有価証券は、売買単位の額面金額

の券種であって、かつ、無記名式のものでなけ

ればならない。

（有価証券の決済の繰延べ） （有価証券の決済の繰延べ）

第１２条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく有価証券の売買についてやむ

を得ない事由によって第５条に規定する受渡時

限までに有価証券の引渡しを行うことができな

い場合において、指定清算参加者の承諾を受け

たときは、当取引所の定めるところにより、当

該有価証券の引渡しを翌日（休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。以下同じ。）に繰り延

べることができる。

第１２条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく有価証券の売買について

やむを得ない事由によって第５条に規定する受

渡時限までに有価証券の引渡しを行うことがで

きない場合において、指定現物清算参加者の承

諾を受けたときは、当取引所の定めるところに

より、当該有価証券の引渡しを翌日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）

に繰り延べることができる。

（発行日決済取引の約定値段と清算値段との差

額の支払い）

（発行日決済取引の約定値段と清算値段との差

額の支払い）

第１４条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく発行日決済取引について、約

定値段と売買契約締結の日の清算値段とを比較

第１４条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につい

て、約定値段と売買契約締結の日の清算値段と
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して差額を生じたときは、その差額に相当する

金銭を指定清算参加者との間で授受するものと

する。この場合において、金銭を支払う非清算

参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリア

リング機構が定める決済時限までの指定清算参

加者が指定する日時までに、当該指定清算参加

者に交付するものとする。

を比較して差額を生じたときは、その差額に相

当する金銭を指定現物清算参加者との間で授受

するものとする。この場合において、金銭を支

払う現物非清算参加者は、当該差額に相当する

金銭を、クリアリング機構が定める決済時限ま

での指定現物清算参加者が指定する日時まで

に、当該指定現物清算参加者に交付するものと

する。

（発行日決済取引の清算値段間の差額の支払

い）

（発行日決済取引の清算値段間の差額の支払

い）

第１５条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく発行日決済取引について、当

該日の清算値段と前日（休業日に当たるときは、

順次繰り上げる。以下同じ。）の清算値段とを

比較して差額を生じたときは、その差額に相当

する金銭を指定清算参加者との間で授受するも

のとする。この場合において、金銭を支払う非

清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、ク

リアリング機構が定める決済時限までの指定清

算参加者が指定する日時までに、当該指定清算

参加者に交付するものとする。

第１５条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につい

て、当該日の清算値段と前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）の清算

値段とを比較して差額を生じたときは、その差

額に相当する金銭を指定現物清算参加者との間

で授受するものとする。この場合において、金

銭を支払う現物非清算参加者は、当該差額に相

当する金銭を、クリアリング機構が定める決済

時限までの指定現物清算参加者が指定する日時

までに、当該指定現物清算参加者に交付するも

のとする。

（発行日決済取引の売買証拠金） （発行日決済取引の売買証拠金）

第１７条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく発行日決済取引が成立したと

きは、当取引所が定めるところにより算出した

額以上の売買証拠金を売買契約締結の日から起

算して４日目（休業日を除外する。以下日数計

算において同じ。）の日の正午までの指定清算

参加者が指定する日時までに、当該指定清算参

加者に預託するものとする。ただし、当該銘柄

の売付け又は買付けに対当する買付け又は売付

けがある場合においては、その総売付数量と総

買付数量との差引数量につき算出した額の売買

第１７条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく発行日決済取引が成立し

たときは、当取引所が定めるところにより算出

した額以上の売買証拠金を売買契約締結の日か

ら起算して４日目（休業日を除外する。以下日

数計算において同じ。）の日の正午までの指定

現物清算参加者が指定する日時までに、当該指

定現物清算参加者に預託するものとする。ただ

し、当該銘柄の売付け又は買付けに対当する買

付け又は売付けがある場合においては、その総

売付数量と総買付数量との差引数量につき算出
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証拠金の預託があれば足りるものとする。 した額の売買証拠金の預託があれば足りるもの

とする。

２ （略） ２ （略）

第２節 国債証券の売買に係る決済 第２款 国債証券の売買に係る決済

（受渡時限） （受渡時限）

第１８条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく国債証券の売買（国債証券先

物取引を除き、過誤訂正等のための売買を含む。

次条において同じ。）について、クリアリング

機構の定める決済時限までの指定清算参加者が

指定する日時までに、売付国債証券又は買付代

金を指定清算参加者に交付するものとする。

第１８条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく国債証券の売買（国債証

券先物取引を除き、過誤訂正等のための売買を

含む。次条において同じ。）について、クリア

リング機構の定める決済時限までの指定現物清

算参加者が指定する日時までに、売付国債証券

又は買付代金を指定現物清算参加者に交付する

ものとする。

（国債証券の決済の繰延べ） （国債証券の決済の繰延べ）

第１９条 非清算参加者は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく国債証券の売買について前条

に規定する受渡時限までに国債証券の引渡しを

行うことができない場合において、指定清算参

加者の承諾を受けたときは、当取引所の定める

ところにより、当該国債証券の引渡しをその翌

日以降の日に繰り延べることができる。

第１９条 現物非清算参加者は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく国債証券の売買について

前条に規定する受渡時限までに国債証券の引渡

しを行うことができない場合において、指定現

物清算参加者の承諾を受けたときは、当取引所

の定めるところにより、当該国債証券の引渡し

をその翌日以降の日に繰り延べることができ

る。

（削る） 第２節 有価証券オプション取引に係る

決済

（転売又は買戻し）

第２０条から第５３条まで 削除 第２０条 指数先物等非清算参加者（取引参加者

規程第２４条の２第３項に規定する指数先物等

非清算参加者をいう。以下同じ。）は、有価証

券オプション取引の各銘柄について、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく買建玉（以下「清

算取次買建玉」という。）に係る転売又は有価
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証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉（以下

「清算取次売建玉」という。）に係る買戻しが

成立した場合には、銘柄ごとに転売又は買戻し

の別及び数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清算参

加者（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２４条の４第１項の規定により指定し

た指数先物等他社清算参加者（指数先物等清算

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る指数先物等清算資格をいう。以下同じ。）に

係る他社清算資格を有する者をいう。）をいう。

以下同じ。）の指定する時限までに当該指定指

数先物等清算参加者に申告するものとする。た

だし、クリアリング機構が定めるところにより

指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に

対して当該申告を行った場合には、この限りで

はない。

２ 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。

（取引代金の授受）

（削る） 第２１条 指数先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく有価証券オプショ

ン取引（過誤訂正等のための取引を含む。以下

同じ。）が成立したときは、その取引代金を、

指定指数先物等清算参加者との間で授受するも

のとする。この場合において、金銭を支払う指

数先物等非清算参加者は、クリアリング機構が

定める決済時限までの指定指数先物等清算参加

者が指定する日時までに、当該指定指数先物等

清算参加者に金銭を交付しなければならない。

（権利行使の申告）
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（削る） 第２２条 有価証券オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非清算

参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、

顧客の委託に基づくものと自己の計算によるも

のとに区分してクリアリング機構が定める時限

までの指定指数先物等清算参加者が指定する時

限までに指定指数先物等清算参加者に申告する

ことにより行うものとする。ただし、クリアリ

ング機構が定めるところにより指数先物等非清

算参加者がクリアリング機構に対して当該申告

を行った場合には、この限りではない。

２ 権利行使日において次の各号に定める場合に

該当する銘柄については、当該日の前項に規定

する時限までに権利行使の申告が行われないと

きであっても、当該権利行使の申告が行われた

ものとみなす。ただし、当該銘柄について、指

数先物等非清算参加者が当該時限までに権利行

使を行わない旨の申告を行った場合には、この

限りでない。

（１） 有価証券プットオプションについては、

権利行使価格がオプション清算値段（クリア

リング機構の業務方法書に規定するオプショ

ン清算値段をいう。以下この節において同

じ。）を上回っている場合

（２） 有価証券コールオプションについては、

権利行使価格がオプション清算値段を下回っ

ている場合

３ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その

他やむを得ない事由により、前項本文の規定に

より権利行使の申告が行われたものとみなすこ

とが適当でないと当取引所が認めるときは、同

項本文の規定は適用しないものとする。

４ 指数先物等非清算参加者が第１項に規定する

権利行使の申告を行った場合（第２項の規定に

より権利行使の申告が行われたとみなされる場

合を含む。）には、当取引所は、クリアリング
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機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知

を受けるものとする。

５ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定指数先物等清算参加者と異なる者

を指定している指数先物等非清算参加者は、第

１項に規定する権利行使の申告を行った場合

（第２項の規定により権利行使の申告が行われ

たとみなされる場合を含む。）には、遅滞なく

その旨を指定現物清算参加者に通知しなければ

ならない。

（権利行使の割当てに関する通知）

（削る） 第２３条 清算取次売建玉につき、クリアリング

機構が、クリアリング機構が定めるところによ

り権利行使の割当てを行った場合には、当取引

所は、クリアリング機構から当該割当てに係る

内容の通知を受けるものとする。

２ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定指数先物等清算参加者と異なる者

を指定している指数先物等非清算参加者は、清

算取次売建玉につき、クリアリング機構が定め

るところにより権利行使の割当てを受けた場合

には、遅滞なくその旨を指定現物清算参加者に

通知しなければならない。

（権利行使による有価証券の売買の取扱い）

（削る） 第２４条 有価証券オプション取引における権利

行使により成立する対象有価証券の売買が清算

取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものであ

る場合には、当該権利行使により成立する対象

有価証券の売買は、有価証券等清算取次ぎの委

託に基づき成立したものと、指数先物等非清算

参加者を現物非清算参加者とそれぞれみなし

て、この規程を適用する（指数先物等非清算参

加者が現物清算資格を有する場合を除く。）。

２ 有価証券オプション取引における権利行使に
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より成立する対象有価証券の売買が指数先物等

清算資格を有する現物非清算参加者の売建玉又

は買建玉に係るものである場合には、当該権利

行使により成立する対象有価証券の売買は、有

価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したも

のとみなして、この規程を適用する。

３ 前２項の規定における対象有価証券の売買に

係るこの規程の適用については、これを普通取

引とみなす。

（決済のために授受する金銭及び有価証券の特

例）

（削る） 第２５条 第６条の規定にかかわらず、有価証券

オプション特例第４条第２項に規定する有価証

券オプションを対象とする有価証券オプション

取引における清算取次売建玉又は清算取次買建

玉に係る権利行使により成立する対象有価証券

の売買の決済のために指数先物等非清算参加者

が指定現物清算参加者との間で授受する金銭の

額及び有価証券の数量は、次の各号に定める区

分に従い、当該各号に定めるところによる。

（１） 最小単位の権利行使により成立する対

象有価証券の有価証券等清算取次ぎに係る売

買に係る数量が当該対象有価証券の売買単位

を上回る場合において、権利行使により成立

する対象有価証券の売買に係る買付指数先物

等非清算参加者であるときはａに規定する買

付代金を、当該売買に係る売付指数先物等非

清算参加者であるときはｂに規定する金銭及

びｃに規定する有価証券を交付するものとす

る。

ａ 権利行使により成立する対象有価証券の

売買に係る買付代金（最小単位の権利行使

により成立する対象有価証券の売買に係る

数量に権利行使価格を乗じた額（円位未満

の端数を生じた場合は、切り捨てる。）に、
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当該権利行使に係る有価証券オプションの

数量を乗じて算出した額。次号において同

じ。）

ｂ 最小単位の権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る数量から当該対象有

価証券の売買単位の整数倍の数量を差し引

いた数量で当該売買単位に満たない数量

（以下この条において「売買単位未満数量」

という。）にオプション清算値段を乗じた

額（円位未満の端数を生じた場合は、切り

捨てる。次号において同じ。）に、当該権

利行使に係る有価証券オプションの数量を

乗じて算出した額に相当する金銭

ｃ 最小単位の権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る数量から売買単位未

満数量を差し引いた数量に当該権利行使に

係る有価証券オプションの数量を乗じて算

出した数量の有価証券

（２） 最小単位の権利行使により成立する対

象有価証券の売買に係る数量が当該対象有価

証券の売買単位を下回る場合において、権利

行使により成立する対象有価証券の売買に係

る買付指数先物等非清算参加者であるときは

ａに規定する買付代金を、当該売買に係る売

付指数先物等非清算参加者であるときはｂに

規定する金銭を交付するものとする。

ａ 権利行使により成立する対象有価証券の

売買に係る買付代金

ｂ 最小単位の権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る数量にオプション清

算値段を乗じて得た額に、当該権利行使に

係る有価証券オプションの数量を乗じて算

出した額に相当する金銭

２ 前項第１号ｂ及び第２号ｂの規定により授受

する金銭の額は、権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る売方指数先物等非清算参
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加者であるときは、第６条第１号に規定する総

買付代金に、当該売買に係る買方指数先物等非

清算参加者であるときは、同号に規定する総売

付代金に含めるものとする。

３ 前２項の規定は、指数先物等清算資格を有す

る現物非清算参加者が権利行使により成立する

対象有価証券の売買の決済のために指定現物清

算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証

券の数量について準用する。この場合において、

第１項中「清算取次売建玉又は清算取次買建玉」

とあるのは「売建玉又は買建玉」と、前２項中

「指数先物等非清算参加者」とあるのは「現物

非清算参加者」と、それぞれ読み替えるものと

する。

（削る） 第３節 国債証券先物取引に係る決済

（転売又は買戻し）

（削る） 第２６条 国債先物等非清算参加者（取引参加者

規程第２４条の２第２項に規定する国債先物等

非清算参加者をいう。以下同じ。）は、国債証

券先物取引の各限月取引について、清算取次買

建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻

しが成立した場合には、限月取引ごとに転売又

は買戻しの別及び数量を、顧客の委託に基づく

ものと自己の計算によるものとに区分してクリ

アリング機構が定める時限までの指定国債先物

等清算参加者（当該国債先物等非清算参加者が

取引参加者規程第２４条の４第１項の規定によ

り指定した国債先物等他社清算参加者（国債先

物等清算資格（クリアリング機構の業務方法書

に規定する国債先物等清算資格をいう。）に係

る他社清算資格を有する者をいう。）をいう。

以下同じ。）が定める時限までに当該指定国債

先物等清算参加者に申告するものとする。ただ

し、クリアリング機構が定めるところにより国
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債先物等非清算参加者がクリアリング機構に対

して当該申告を行った場合には、この限りでは

ない。

２ 国債先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。

（国債証券先物取引の清算値段）

（削る） 第２７条 国債証券先物取引の清算値段は、クリ

アリング機構が、国債証券先物取引の清算値段

として定める値段とする。

（約定値段と清算値段との差額の授受）

（削る） 第２８条 国債先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物取引

（過誤訂正等のための売買を含む。以下同じ。）

について、約定値段と当該売買契約締結を行っ

た取引日の清算値段とを比較して差額を生じた

ときは、その差額に相当する金銭を、指定国債

先物等清算参加者との間で授受するものとす

る。この場合において、金銭を支払う国債先物

等非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、

クリアリング機構が定める決済時限までの指定

国債先物等清算参加者が指定する日時までに、

当該指定国債先物等清算参加者に交付しなけれ

ばならない。

（清算値段間の差額の授受）

（削る） 第２９条 国債先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物取引

について、当該取引日の清算値段と前取引日の

清算値段とを比較して差額を生じたときは、そ

の差額に相当する金銭を、指定国債先物等清算

参加者との間で授受するものとする。この場合

において、金銭を支払う国債先物等非清算参加
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者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリン

グ機構が定める決済時限までの指定国債先物等

清算参加者が指定する日時までに、当該指定国

債先物等清算参加者に交付しなければならな

い。

（削る） 第３０条 削除

（経過利子の取扱い）

（削る） 第３１条 国債先物等非清算参加者がラージ取引

において受渡決済を行う場合における経過利子

（国債証券先物特例第２３条に規定する経過利

子をいう。以下この節において同じ。）の取扱

いは、当該国債先物等非清算参加者から指定国

債先物等清算参加者への申告に基づき、課税扱

い又は非課税扱いにより取り扱うものとする。

ただし、非課税扱いの申告をした国債先物等非

清算参加者のうち、クリアリング機構が指定し

た国債先物等非清算参加者については、当該国

債先物等非清算参加者の経過利子の全部又は一

部を課税扱いとする。

２ 国債先物等非清算参加者は、当取引所の定め

るところにより、前項に規定する経過利子の取

扱いについて、指定国債先物等清算参加者がラ

ージ取引における受渡決済を行うために必要と

認めて指定する日時までに、当該指定国債先物

等清算参加者に申告するものとする。

（削る） 第３２条 削除

（受渡決済のために授受する国債証券及び金

銭）

（削る） 第３３条 ラージ取引における受渡決済のために

国債先物等非清算参加者が指定国債先物等清算

参加者との間で授受する国債証券の数量及び金

銭の額は、次の各号に定めるところによる。
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（１） 国債証券の数量は、第３１条第１項の

規定による経過利子の課税扱い又は非課税扱

いごとの最終清算取次売建玉と最終清算取次

買建玉の差引数量

（２） 金銭の額は、前号に規定する国債証券

の差引数量に係る受渡適格銘柄の受渡決済代

金の額

（受渡決済の受渡時限）

（削る） 第３４条 国債先物等非清算参加者は、ラージ取

引における受渡決済については、クリアリング

機構が定める決済時限までの指定国債先物等清

算参加者が指定する日時までに、売付国債又は

買付代金を指定国債先物等清算参加者に交付す

るものとする。

（決済物件の組合せ）

（削る） 第３５条 ラージ取引における受渡決済に係る決

済物件は、渡方国債先物等非清算参加者の選択

により、受渡適格銘柄ごとに売買単位の整数倍

で組み合わせることができるものとする。

（決済物件の申告）

（削る） 第３６条 渡方国債先物等非清算参加者は、ラー

ジ取引における受渡決済に供する銘柄及び数量

を、指定国債先物等清算参加者が受渡決済を行

うために必要と認めて指定する日時までに指定

国債先物等清算参加者に申告するものとする。

（受渡決済に係る決済の繰延べ）

（削る） 第３７条 国債先物等非清算参加者は、ラージ取

引における受渡決済について第３４条に規定す

る受渡決済に係る受渡時限までに国債証券の引

渡しを行うことができない場合において、指定

国債先物等清算参加者の承諾を受けたときは、

当取引所の定めるところにより、当該受渡決済
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に係る国債証券の引渡しをその翌日以降の日に

繰り延べることができる。

（最終決済に伴う金銭の授受）

（削る） 第３７条の２ 国債先物等非清算参加者は、ミニ

取引における最終決済において、最終清算値段

と取引最終日の清算値段とを比較して差を生じ

たときは、その差に相当する金銭を最終決済期

日において、国債先物等清算参加者との間で授

受するものとする。この場合において、金銭を

支払う国債先物等非清算参加者は、クリアリン

グ機構が定める決済時限までの指定国債先物等

清算参加者が指定する日時までに、当該指定国

債先物等清算参加者に交付しなければならな

い。

（削る） 第４節 国債証券先物オプション取引に

係る決済

（転売又は買戻し）

（削る） 第３８条 国債先物等非清算参加者は、国債証券

先物オプション取引の各銘柄について、清算取

次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る

買戻しが成立した場合には、銘柄ごとに転売又

は買戻しの別及び数量を、顧客の委託に基づく

ものと自己の計算によるものとに区分してクリ

アリング機構が定める時限までの指定国債先物

等清算参加者が定める時限までに指定国債先物

等清算参加者に申告するものとする。ただし、

クリアリング機構が定めるところにより国債先

物非清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではない。

２ 国債先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。
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（権利行使の申告）

（削る） 第３９条 国債証券先物オプション取引（過誤訂

正等のための取引を含む。以下同じ。）の清算

取次買建玉についての権利行使は、国債先物等

非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数

量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算に

よるものとに区分してクリアリング機構が定め

る時限までの指定国債先物等清算参加者が定め

る時限までに指定国債先物等清算参加者に申告

することにより行うものとする。ただし、クリ

アリング機構が定めるところにより国債先物等

非清算参加者がクリアリング機構に対して当該

申告を行った場合には、この限りではない。

２ 権利行使期間満了の日において次の各号に定

める場合に該当する銘柄については、当該日の

前項の時限までに権利行使の申告が行われない

ときであっても、当該権利行使の申告が行われ

たものとみなす。ただし、当該銘柄について、

国債先物等非清算参加者が当該時限までに権利

行使を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１） 国債証券先物プットオプションについ

ては、権利行使価格が権利行使期間満了の日

に終了する取引日における権利行使対象先物

限月取引の清算値段を上回っている場合

（２） 国債証券先物コールオプションについ

ては、権利行使価格が権利行使期間満了の日

に終了する取引日における権利行使対象先物

限月取引の清算値段を下回っている場合

３ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その

他やむを得ない事由により、前項本文の規定に

より権利行使の申告が行われたものとみなすこ

とが適当でないと当取引所が認めるときは、同

項本文の規定は適用しないものとする。

４ 国債先物等非清算参加者が第１項に定める権
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利行使の申告を行った場合（第２項の規定によ

り権利行使の申告が行われたとみなされる場合

を含む。）には、当取引所は、クリアリング機

構から当該申告に係る権利行使の内容の通知を

受けるものとする。

（権利行使の割当てに関する通知）

（削る） 第４０条 清算取次売建玉につき、クリアリング

機構が、クリアリング機構が定めるところによ

り権利行使の割当てを行った場合には、当取引

所は、クリアリング機構から当該割当てに係る

内容の通知を受けるものとする。

（清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権利行

使による国債証券先物取引の取扱い）

（削る） 第４１条 国債証券先物オプション取引における

権利行使により成立する国債証券先物取引が清

算取次売建玉又は清算取次買建玉に係るもので

ある場合には、当該権利行使により成立する国

債証券先物取引は、有価証券等清算取次ぎの委

託に基づき成立したものとみなして、この規程

を適用する。

（取引代金の授受）

（削る） 第４２条 国債先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物オプ

ション取引が成立したときは、その取引代金を、

指定国債先物等清算参加者との間で授受するも

のとする。この場合において、金銭を支払う国

債先物等非清算参加者は、クリアリング機構が

定める決済時限までの指定国債先物等清算参加

者が指定する日時までに、当該指定国債先物等

清算参加者に金銭を交付しなければならない。

（削る） 第５節 指数先物取引に係る決済
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（転売又は買戻し）

（削る） 第４３条 指数先物等非清算参加者は、指数先物

取引の各限月取引について、清算取次買建玉に

係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成

立した場合には、限月取引ごとに転売又は買戻

しの別及び数量を、顧客の委託に基づくものと

自己の計算によるものとに区分してクリアリン

グ機構が定める時限までの指定指数先物等清算

参加者が定める時限までに指定指数先物等清算

参加者に申告するものとする。ただし、クリア

リング機構が定めるところにより指数先物取引

等非清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではない。

２ 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。

（指数先物取引の清算指数）

（削る） 第４４条 指数先物取引の清算指数は、クリアリ

ング機構が指数先物取引の清算指数として定め

る指数とする。

（約定指数と清算指数との差に相当する金銭の

授受）

（削る） 第４５条 指数先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく指数先物取引（過

誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。）に

ついて、約定指数と当該取引契約締結を行った

取引日の清算指数とを比較して差を生じたとき

は、その差に相当する金銭を、指定指数先物等

清算参加者との間で授受するものとする。この

場合において、金銭を支払う指数先物等非清算

参加者は、当該差に相当する金銭を、クリアリ

ング機構が定める決済時限までの指定指数先物

等清算参加者が指定する日時までに、当該指定
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指数先物等清算参加者に交付しなければならな

い。

（清算指数間の差に相当する金銭の授受）

（削る） 第４６条 指数先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく指数先物取引につ

いて、当該日の清算指数と前取引日の清算指数

とを比較して差を生じたときは、その差に相当

する金銭を、指定指数先物等清算参加者との間

で授受するものとする。この場合において、金

銭を支払う指数先物等非清算参加者は、当該差

に相当する金銭を、クリアリング機構が定める

決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指

定する日時までに、当該指定指数先物等清算参

加者に交付しなければならない。

（最終決済に伴う金銭の授受）

（削る） 第４７条 指数先物等非清算参加者は、指数先物

取引における最終決済において、最終清算指数

と取引最終日の清算指数とを比較して差を生じ

たときは、その差に相当する金銭を最終決済期

日において、指数先物等清算参加者との間で授

受するものとする。この場合において、金銭を

支払う指数先物等非清算参加者は、クリアリン

グ機構が定める決済時限までの指定指数先物等

清算参加者が指定する日時までに、当該指定指

数先物等清算参加者に交付しなければならな

い。

（削る） 第６節 指数オプション取引に係る決済

（転売又は買戻し）

（削る） 第４８条 指数先物等非清算参加者は、指数オプ

ション取引の各銘柄について、清算取次買建玉

に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが

成立した場合には、銘柄ごとに転売又は買戻し
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の別及び数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清算参

加者が定める時限までに指定指数先物等清算参

加者に申告するものとする。ただし、クリアリ

ング機構が定めるところにより指数先物等非清

算参加者がクリアリング機構に対して当該申告

を行った場合には、この限りではない。

２ 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。

（取引代金の授受）

（削る） 第４９条 指数先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく指数オプション取

引（過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。）

が成立したときは、その取引代金を、指定指数

先物等清算参加者との間で授受するものとす

る。この場合において、金銭を支払う指数先物

等非清算参加者は、クリアリング機構が定める

決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指

定する日時までに、当該指定指数先物等清算参

加者に金銭を交付しなければならない。

（権利行使の申告）

（削る） 第５０条 指数オプション取引の清算取次買建玉

についての権利行使は、指数先物等非清算参加

者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、顧客

の委託に基づくものと自己の計算によるものと

に区分してクリアリング機構が定める時限まで

の指定指数先物取引等清算参加者が定める時限

までに指定指数先物取引等清算参加者に申告す

ることにより行うものとする。ただし、クリア

リング機構が定めるところにより指数先物等非

清算参加者がクリアリング機構に対して当該申
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告を行った場合には、この限りではない。

２ 指数先物等非清算参加者は、権利行使日にお

いて次の各号に定める場合に該当する銘柄につ

いては、前項の権利行使の申告を行うことがで

きないものとする。

（１） 指数プットオプションについては、権

利行使価格がオプション清算指数の数値以下

である場合

（２） 指数コールオプションについては、権

利行使価格がオプション清算指数の数値以上

である場合

３ 権利行使日において次の各号に定める場合に

該当する銘柄については、当該日の第１項に規

定する時限までに権利行使の申告が行われない

ときであっても、当該権利行使の申告が行われ

たものとみなす。ただし、当該銘柄について、

指数先物等非清算参加者が当該時限までに権利

行使を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１） 指数プットオプションについては、権

利行使価格がオプション清算指数の数値を上

回っている場合

（２） 指数コールオプションについては、権

利行使価格がオプション清算指数の数値を下

回っている場合

４ 指数先物等非清算参加者が第１項に規定する

権利行使の申告を行った場合（第２項の規定に

より権利行使の申告が行われたとみなされる場

合を含む。）には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知

を受けるものとする。

（権利行使の割当てに関する通知）

（削る） 第５１条 清算取次売建玉につき、クリアリング

機構が、クリアリング機構が定めるところによ

り権利行使の割当てを行った場合には、当取引
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所は、クリアリング機構から当該割当てに係る

内容の通知を受けるものとする。

（清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権利行

使による取引の取扱い）

（削る） 第５１条の２ 指数オプション取引における権利

行使により成立する取引が清算取次売建玉又は

清算取次買建玉に係るものである場合には、当

該権利行使により成立する取引は、有価証券等

清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみな

して、この規程を適用する。

（権利行使に係る決済のための金銭の授受）

（削る） 第５２条 指数先物等非清算参加者は、指数オプ

ション取引において清算取次売建玉又は清算取

次買建玉に係る権利行使が行われたときは、権

利行使価格とその日のオプション清算指数との

差に相当する金銭を、指定指数先物等清算参加

者との間で授受するものとする。この場合にお

いて、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、

当該金銭を、クリアリング機構が定める決済時

限までの指定指数先物等清算参加者が指定する

日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に

交付しなければならない。

第４章 削除 第４章 取引証拠金及び未決済約定の引継

ぎ等

（取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等）

（削る） 第５３条 有価証券オプション取引、国債証券先

物取引、国債証券先物オプション取引、指数先

物取引及び指数オプション取引（以下「先物・

オプション取引」という。）に係る取引証拠金

及び未決済約定の引継ぎ等に関する事項は、先

物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約

定の引継ぎ等に関する規則をもって定める。
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（清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い） （清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い）

第５４条 非清算参加者である取引参加者が新た

に清算資格を取得した場合には、当該取引参加

者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引

で未決済のものは、当該清算資格を取得したと

き以降、当該取引参加者の名における有価証券

の売買とする。

第５４条 非清算参加者（取引参加者規程第２４

条の２第４項に規定する非清算参加者をいう。

以下同じ。）である取引参加者が新たに清算資

格を取得した場合には、当該取引参加者の有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済

のもの（当該清算資格に係るものに限る。）は、

当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参

加者の名における有価証券の売買等とする。

（指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の

引継ぎ）

（指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の

引継ぎ）

第５５条 取引参加者規程第２４条の４第２項の

規定に基づき指定清算参加者を変更した場合に

は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎ

の委託に基づく有価証券の売買で未決済のもの

は、当該変更をしたとき以降、変更後の指定清

算参加者に対する有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく有価証券の売買とする。

第５５条 取引参加者規程第２４条の４第３項の

規定に基づき指定清算参加者（同条第１項に規

定する指定清算参加者をいう。以下同じ。）を

変更した場合には、当該非清算参加者の有価証

券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買

等で未決済のものは、当該変更をしたとき以降、

変更後の指定清算参加者に対する有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買等とす

る。

２ 前項の規定は、清算参加者が非清算参加者と

なる場合において、取引参加者規程第２４条の

４第２項の規定に基づき指定清算参加者の指定

をしたときについて準用する。この場合におい

て、「当該非清算参加者の有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく有価証券の売買で未決済のも

の」とあるのは「当該非清算参加者となる者の

取引で未決済のもの」と、「変更後の指定清算

参加者」とあるのは「新たに指定清算参加者と

して指定された者」と読み替えるものとする。

２ 前項の規定は、清算参加者が非清算参加者と

なる場合において、取引参加者規程第２４条の

４第３項の規定に基づき指定清算参加者の指定

をしたときについて準用する。この場合におい

て、「当該非清算参加者の有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく有価証券の売買等で未決済の

もの」とあるのは「当該非清算参加者となる者

の取引で未決済のもの」と、「変更後の指定清

算参加者」とあるのは「新たに指定清算参加者

として指定された者」と読み替えるものとする。

第２節 有価証券の売買の停止又は有価

証券等清算取次ぎの委託の停止

等の場合の未決済取引の取扱い

第２節 有価証券の売買等の停止又は有

価証券等清算取次ぎの委託の停

止等の場合の未決済取引の取扱
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い

（取引資格の喪失を申請したことにより有価証

券の売買の停止等を受けた取引参加者に対す

る措置）

（取引資格の喪失を申請したことにより有価証

券の売買等の停止等を受けた取引参加者に対

する措置）

第５６条 当取引所は、取引参加者規程第２６条

第１項の規定により、有価証券の売買（有価証

券等清算取次ぎによるものを除く。以下この節

において同じ。）又は有価証券等清算取次ぎの

委託を停止したときは、当該取引資格の喪失申

請者の当取引所の市場における有価証券の売買

又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引

及びこれらに関する取引で未決済のものの他の

取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と

認める整理を行わせることができる。

第５６条 当取引所は、取引参加者規程第２６条

第１項の規定により、有価証券の売買等（有価

証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この

節において同じ。）又は有価証券等清算取次ぎ

の委託を停止したときは、当該取引資格の喪失

申請者の当取引所の市場における有価証券の売

買等又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引及びこれらに関する取引で未決済のものの

他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必

要と認める整理を行わせることができる。

（取引資格を喪失した者の未決済の有価証券の

売買の決済）

（取引資格を喪失した者の未決済の有価証券の

売買等の決済）

第５７条 取引資格を喪失した者の当取引所の市

場における有価証券の売買又は有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引に未決済のものがあ

る場合は、本人又は一般承継人をして、その決

済を行わせるものとする。ただし、本人又はそ

の承継人に決済させることが適当でないと認め

るときは、当取引所は、他の取引参加者をして、

これを行わせることができる。

第５７条 取引資格を喪失した者の当該取引資格

の種類に係る当取引所の市場における有価証券

の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引に未決済のものがある場合は、本人又

は一般承継人をして、その決済を行わせるもの

とする。ただし、本人又はその承継人に決済さ

せることが適当でないと認めるときは、当取引

所は、他の取引参加者をして、これを行わせる

ことができる。

２ 前項の場合において、当取引所が必要と認め

た場合には、当取引所の市場における有価証券

の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引及びこれらに関する取引で未決済のもの

の他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が

必要と認める整理を行わせることができる。

２ 前項の場合において、当取引所が必要と認め

た場合には、当該取引資格の種類に係る当取引

所の市場における有価証券の売買等又は有価証

券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれら

に関する取引で未決済のものの他の取引参加者

への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理

を行わせることができる。

３ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項に定める整理を、他の取引参加者をして行わ

３ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項に定める整理を、他の取引参加者をして行わ
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せることができる。この場合においては、その

取引参加者と同項の有価証券の売買又は有価証

券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取

引参加者との間に委任契約が成立していたもの

とする。

せることができる。この場合においては、その

取引参加者と同項の有価証券の売買等又は有価

証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた

取引参加者との間に委任契約が成立していたも

のとする。

（支払不能による有価証券の売買の停止等を受

けた取引参加者に対する措置）

（支払不能による有価証券の売買等の停止等を

受けた取引参加者に対する措置）

第５８条 当取引所は、取引参加者に対して、取

引参加者規程第３５条第３項又は第４項の規定

により当取引所の市場における有価証券の売買

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の

処置を行った場合又は同第３９条の２の規定に

より有価証券の売買の停止の措置（クリアリン

グ機構の業務方法書第２９条第５項又は第７６

条第５項の規定による債務の引受けの停止が行

われたことによる措置に限る。）を行った場合

には、当該取引参加者の当取引所の市場におけ

る有価証券の売買及びこれに関する取引で未決

済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当

取引所が必要と認める整理を行わせることがで

きる。

第５８条 当取引所は、取引参加者に対して、取

引参加者規程第３５条第３項又は第４項の規定

により当取引所の市場における有価証券の売買

等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止

の処置を行った場合又は同第３９条の２の規定

により有価証券の売買等若しくは有価証券等清

算取次ぎの委託の停止の措置（クリアリング機

構の業務方法書第２９条第５項又は第７６条第

５項の規定による債務の引受けの停止が行われ

たことによる措置に限る。）を行った場合には、

当該取引参加者の当取引所の市場における有価

証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済

のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取

引所が必要と認める整理を行わせることができ

る。

２ （略） ２ （略）

（指定清算参加者が清算資格の取消し等を受け

た場合における非清算参加者に対する措置）

（指定清算参加者が清算資格の取消し等を受け

た場合における非清算参加者に対する措置）

第５９条 当取引所は、非清算参加者である取引

参加者に対し、取引参加者規程第３９条の３の

規定により、有価証券等清算取次ぎの委託の停

止の措置（クリアリング機構の業務方法書第２

９条第５項又は第７６条第５項の規定による債

務の引受けの停止が行われたことによる措置に

限る。）を行った場合には、当該非清算参加者

の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及

第５９条 当取引所は、非清算参加者である取引

参加者に対し、取引参加者規程第３９条の３の

規定により、有価証券の売買等若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止の措置（クリアリ

ング機構の業務方法書第２９条第５項又は第７

６条第５項の規定による債務の引受けの停止が

行われたことによる措置に限る。）を行った場

合には、当該非清算参加者の有価証券の売買等
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びこれに関する取引で未決済のものの他の取引

参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認め

る整理を行わせることができる。

又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引

及びこれらに関する取引で未決済のものの他の

取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と

認める整理を行わせることができる。

２ （略） ２ （略）

（当取引所の市場における有価証券の売買の停

止又は制限を受けた取引参加者に対する措

置）

（当取引所の市場における有価証券の売買等の

停止又は制限を受けた取引参加者に対する措

置）

第６０条 当取引所が取引参加者規程に基づき取

引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、

当取引所の市場における有価証券の売買若しく

は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限

である場合（第５６条、第５８条又は前条の規

定の適用がある場合を除く。）には、当該取引

参加者は、当取引所の承認を受けて、その期間

中、当該取引参加者の当取引所の市場における

有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決

済のものを、他の取引参加者に引き継ぐことが

できる。

第６０条 当取引所が取引参加者規程に基づき取

引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、

当取引所の市場における有価証券の売買等若し

くは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制

限である場合（第５６条、第５８条又は前条の

規定の適用がある場合を除く。）には、当該取

引参加者は、当取引所の承認を受けて、その期

間中、当該取引参加者の当取引所の市場におけ

る有価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎ

の委託に基づく取引及びこれらに関する取引で

未決済のものを、他の取引参加者に引き継ぐこ

とができる。

（削る） 第２節の２ ポジション保有状況の改善

指示が行われた場合等の未決済

約定の引継ぎ

（取引参加者がポジション保有状況の改善指示

を受けた場合等の未決済約定の引継ぎ）

（削る） 第６０条の２ 取引参加者は、クリアリング機構

からクリアリング機構の業務方法書第２９条の

３の規定に基づくポジション保有状況の改善指

示（当該取引参加者が非清算参加者である場合

には、当該取引参加者の指定清算参加者からク

リアリング機構の業務方法書第４５条の２第１

項の規定による要請）を受けた場合には、クリ

アリング機構（当該取引参加者が非清算参加者
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である場合には指定清算参加者）の承認及び他

の取引参加者の承諾を受けて、当該他の取引参

加者に、先物・オプション取引の未決済約定を

引き継ぐことができる。

２ 前項の場合において、引継ぎを行おうとする

未決済約定が顧客の委託に基づくものであると

きは、当該取引参加者は、当該未決済約定の引

継ぎについて当該顧客の同意を得るものとす

る。

（削る） 第３節 会社分割又は事業譲渡の場合の

未決済約定の引継ぎ

（会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定の

引継ぎ）

第６１条 削除 第６１条 取引参加者は、他の取引参加者に分割

により事業を承継させ又は事業を譲渡する場合

であって、当該事業の承継又は譲渡と同時に、

取引資格を喪失しないときは、当取引所の承認

を受けて、当該他の取引参加者に、当該事業の

承継又は譲渡に係る先物・オプション取引の未

決済約定を引き継ぐことができる。

２ 前項の場合において、引継ぎを行おうとする

未決済約定がその顧客の委託に基づくものであ

るときは、当該取引参加者は、当該未決済約定

の引継ぎについて当該顧客の同意を得るものと

する。

（天災地変等の場合における非常措置） （天災地変等の場合における非常措置）

第６２条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく当取引所の市場における有価証券

の売買に係る非清算参加者の決済が、天災地変、

経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理

由に基づいて、不可能又は著しく困難であると

認められるに至ったときは、取締役会の決議に

より、その取引について、決済の条件を改めて

第６２条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく当取引所の市場における有価証券

の売買等に係る非清算参加者の決済が、天災地

変、経済事情の激変、品不足その他やむを得な

い理由に基づいて、不可能又は著しく困難であ

ると認められるに至ったときは、取締役会の決

議により、その取引について、決済の条件を改
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定めることができる。 めて定めることができる。

２・３ （略） ２・３ （略）

（発行日決済取引の売買契約の解消等） （発行日決済取引の売買契約の解消等）

第６３条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく発行日決済取引につき、その対象

株券の発行条件が変更される場合又はその決済

期日までに当該対象株券が発行されない場合若

しくは発行されないと認められる場合には、当

該発行日決済取引に係る非清算参加者の決済に

ついて決済物件若しくは決済期日の変更又は売

買契約の解消に関する措置を行うことができ

る。

第６３条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく発行日決済取引につき、その対象

株券の発行条件が変更される場合又はその決済

期日までに当該対象株券が発行されない場合若

しくは発行されないと認められる場合には、当

該発行日決済取引に係る現物非清算参加者の決

済について決済物件若しくは決済期日の変更又

は売買契約の解消に関する措置を行うことがで

きる。

２ （略） ２ （略）

（国債証券先物取引の決済物件の変更等）

（削る） 第６４条 当取引所は、建玉の状況等から有価証

券等清算取次ぎの委託に基づくラージ取引に係

る国債先物等非清算参加者の受渡決済が困難で

あると認める場合は、当該ラージ取引の決済物

件の変更又は受渡決済期日の変更に関する措置

を行うことができる。

（有価証券の売買の清算及び決済に関する必要

事項の決定）

（有価証券の売買等の清算及び決済に関する必

要事項の決定）

第６４条 当取引所は、この規程に定める事項の

ほか、当取引所の市場における有価証券の売買

の清算及び決済に関して必要がある場合には、

所要の取扱いについて規則により定めることが

できる。

第６５条 当取引所は、この規程に定める事項の

ほか、当取引所の市場における有価証券の売買

等の清算及び決済に関して必要がある場合に

は、所要の取扱いについて規則により定めるこ

とができる。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、
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売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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信用取引・貸借取引規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 この規程は、業務規程第１条の３第３項

の規定に基づき、当取引所の市場における有価

証券の売買に係る信用取引及び取引参加者が当

取引所の市場における有価証券の売買の決済の

ために当取引所が指定する証券金融会社（以下

「指定証券金融会社」という。）から当取引所

の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付

けを受ける取引（以下「貸借取引」という。）

に関して、必要な事項を定める。

第１条 この規程は、業務規程第１条の３第３項

の規定に基づき、当取引所の市場における有価

証券の売買に係る信用取引及び取引参加者（取

引参加者規程第２条第２項に規定する総合取引

参加者及び同条第３項に規定する現物取引参加

者をいう。以下同じ。）が当取引所の市場にお

ける有価証券の売買の決済のために当取引所が

指定する証券金融会社（以下「指定証券金融会

社」という。）から当取引所の決済機構を利用

して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引

（以下「貸借取引」という。）に関して、必要

な事項を定める。

２・３ （略） ２・３ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報に係る照会事項の報告及び開示） （会社情報に係る照会事項の報告及び開示）

第４１５条 （略） 第４１５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

４ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

（１） 当取引所が上場株券等の売買管理上必

要と認めて照会を行った場合（当取引所が、

当取引所の市場における有価証券の売買の公

正の確保を図るための調査のため必要がある

と認めて、会社情報の発生から公表に至る経

緯等について照会を行った場合を含む。）

（１） 当取引所が上場株券等の売買管理上必

要と認めて照会を行った場合（当取引所が、

当取引所の市場における有価証券の売買等の

公正の確保を図るための調査のため必要があ

ると認めて、会社情報の発生から公表に至る

経緯等について照会を行った場合を含む。）

（２） （略） （２） （略）

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（自主規制業務の委託） （自主規制業務の委託）

第３条 当取引所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務

について、日本取引所自主規制法人（以下「自

主規制法人」という。）に委託することができ

る。

第３条 当取引所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務

について、東京証券取引所自主規制法人（以下

「自主規制法人」という。）に委託することが

できる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

付 則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行

する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）の開設する取引所金融商品市場にお

ける有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎを

除く。）の受託に関する契約については、この

準則の定めるところによる。

第１条 株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）の開設する取引所金融商品市場にお

ける有価証券の売買等（有価証券等清算取次ぎ

を除く。）の受託に関する契約については、こ

の準則の定めるところによる。

２ （略） ２ （略）

（遵守義務） （遵守義務）

第２条 顧客及び取引参加者は、この準則を熟読

し、これを遵守すべきことに同意してすべての

取引を処理するものとする。

第２条 顧客及び取引参加者（取引所の総合取引

参加者及び現物取引参加者をいう。以下同じ。）

は、この準則を熟読し、これを遵守すべきこと

に同意してすべての取引を処理するものとす

る。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する 。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 この特例は、ＴｏＳＴＮｅＴ市場（当取

引所の市場のうち、立会市場（当取引所の市場

のうち、売買立会による有価証券の売買を行う

市場をいう。）以外の市場をいう。以下同じ。）

における有価証券の売買及び有価証券の売買

（有価証券清算取次ぎを除く。）の受託等につ

いて、業務規程及び受託契約準則の特例を規定

する。

第１条 この特例は、ＴｏＳＴＮｅＴ市場（当取

引所の市場のうち、立会市場（当取引所の市場

のうち、売買立会による有価証券の売買及び立

会による市場デリバティブ取引を行う市場をい

う。）以外の市場をいう。以下同じ。）におけ

る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引並

びに有価証券の売買（有価証券清算取次ぎを除

く。）及び市場デリバティブ取引（有価証券清

算取次ぎを除く。）の受託等について、業務規

程及び受託契約準則の特例を規定する。

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引の定義） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引の定義）

第２条 この特例においてＴｏＳＴＮｅＴ取引と

は、次章に定めるところに従って行うＴｏＳＴ

ＮｅＴ市場における有価証券の売買をいう。

第２条 この特例においてＴｏＳＴＮｅＴ取引と

は、次章以下に定めるところに従って行うＴｏ

ＳＴＮｅＴ市場における有価証券の売買及び市

場デリバティブ取引をいう。

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者が売買システムによる売買を

行うことができない場合において、当取引所が

必要と認めるときは、売買システムによる売買

以外の売買により行うことができる。この場合

において、当該売買に関し必要な事項は当取引

所がその都度定める。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者及び同条第３項に

規定する現物取引参加者をいう。以下この章に

おいて同じ。）が売買システムによる売買を行

うことができない場合において、当取引所が必

要と認めるときは、売買システムによる売買以

外の売買により行うことができる。この場合に

おいて、当該売買に関し必要な事項は当取引所

がその都度定める。
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（削る） 第３章 国債証券先物取引に関する業務規

程及び受託契約準則の特例

（削る） 第１節 総則

（この章の目的）

（削る） 第３３条 国債証券先物取引に係るＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引（以下「国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引」という。）については、この章の定めると

ころによる。

２ この章に定めのないものについては、国債証

券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則

の特例（以下「国債証券先物特例」という。）

の定めるところによる。

（用語の意義）

（削る） 第３４条 この章において使用する用語の意義に

ついては、有価証券の売買契約締結の方法に係

る用語の意義に従うほか、各条項中に定めると

ころによるものとする。

（削る） 第２節 業務規程の特例

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法）

（削る） 第３５条 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引につ

いては、売買システムによる取引を行う。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者又は同条第３項に

規定する国債先物等取引参加者をいう。以下こ

の章及び第６章において同じ。）が売買システ

ムによる取引を行うことができない場合におい

て、当取引所が必要と認めるときは、売買シス

テムによる取引以外の取引により行うことがで

きる。この場合において、当該取引に関し必要
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な事項は当取引所がその都度定める。

（呼値）

（削る） 第３６条 取引参加者は、国債証券先物ＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引を行おうとするときは、呼値（国債

証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の当事者となるた

めになす値段の意思表示をいう。以下この章に

おいて同じ。）を行わなければならない。この

場合において、取引参加者は、当該呼値が顧客

の委託に基づくものか自己の計算によるものか

の別を、当取引所に対し明らかにしなければな

らない。

２ 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値は、

当該取引参加者の取引参加者端末装置から入力

する方法による呼値によるものとする。

３ 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値は、

当取引所が定める値段により行うものとする。

４ 第１項に規定する呼値の効力は、当取引所が

定めるところによる。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取引時

間）

（削る） 第３７条 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取

引時間は、次の各号に定める時間とする。

（１） 午前８時２０分から午後３時１５分ま

で

（２） 午後３時２５分から１１時３０分まで

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、必要

があると認めるときは、前項の取引時間を臨時

に変更することができる。この場合においては、

あらかじめその旨を取引参加者に通知する。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る取引

契約の締結）

（削る） 第３８条 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引にお

いては、売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼
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値と当該呼値と対当させるために行われた呼値

とが合致したときに、当該呼値の間に取引を成

立させる。

（約定値段の公表）

（削る） 第３９条 当取引所は、国債証券先物ＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引が成立したときは、当取引所が定める

ところにより、その約定値段を公表する。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の一時中

断）

（削る） 第４０条 当取引所は、国債証券先物特例第１１

条各項の規定により立会による国債証券先物取

引を一時中断した場合には、当該国債証券先物

取引について立会による取引を一時中断してい

る間、当該国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を

一時中断する。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第４１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、国債証券

先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を停止することができ

る。

（１） 国債証券先物特例第１２条の規定によ

り、立会による国債証券先物取引の停止が行

われた場合

（２） 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の状

況に異常があると認める場合又はそのおそれ

があると認める場合その他取引管理上国債証

券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を継続して行わせ

ることが適当でないと認める場合

（３） 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る当取引所の施設に支障が生じた場合等にお

いて取引を継続して行わせることが困難であ

ると認める場合
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（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る過誤

訂正等のための取引）

（削る） 第４２条 取引参加者は、顧客の注文を真にやむ

を得ない事由による過誤等により、委託の本旨

に従って国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を執

行することができなかったときは、当取引所が

定めるところにより、あらかじめ当取引所の承

認を受け、当該承認に係る売付け又は買付けを、

当取引所が適当と認める値段により、自己がそ

の相手方となって執行することができる。

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該

顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託

の本旨に従って執行することができた場合にお

ける決済日に行うものとする。

（準用規定）

（削る） 第４３条 国債証券先物特例第４条の２、第４条

の３、第６条の３及び第８条の規定は、国債証

券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引について準用する。

２ ＴｏＳＴＮｅＴ市場においては、国債証券先

物特例第３条の２及び第７条の２の規定は適用

しない。

（削る） 第３節 受託契約準則の特例

（委託の際の指示事項等）

（削る） 第４４条 顧客が国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引の委託をする場合には、その都度、次の各号

に掲げる事項を取引参加者に指示又は通知する

ものとする。

（１） 銘柄及び限月取引

（２） 新規の売付け若しくは新規の買付け又

は転売若しくは買戻しの区別

（３） ＴｏＳＴＮｅＴ取引により行おうとす

る旨

（４） 数量
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（５） 値段

（６） 取引時間

（７） 委託注文の有効期間

２ 前項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げ

る事項の指示について、あらかじめ顧客が指定

した方法に従い取り扱うことに取引参加者が同

意している場合には、顧客は、その都度、当該

事項の指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、取引参加者は、当該事項について、当

該顧客が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、取引参

加者とあらかじめ合意することにより、同項第

２号に掲げる事項の指示を取引が成立した取引

日の終了する日の午後４時３０分までの取引参

加者の指定する時限までに行うことができる。

この場合において、顧客が取引参加者に当該取

引参加者の指定する時限までに当該事項の指示

を行わないときは、新規の売付け又は新規の買

付けの指示を行ったものとみなす。

（ギブアップに係る委託の際の指示事項等）

（削る） 第４５条 前条の規定にかかわらず、顧客がギブ

アップに係る国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引

を委託する場合には、その都度、注文執行取引

参加者に対し、同条第１項各号（第２号を除く。）

に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を

指示するものとする。

（１） ギブアップに係る国債証券先物ＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引である旨

（２） 当該ギブアップに係る清算執行取引参

加者の名称

（３） 当該清算執行取引参加者において、当

該ギブアップの成立により新たに発生する国

債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の売付け又は

買付けがいずれの顧客によるものかを確認す
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るために必要な事項

２ 前項の規定にかかわらず、顧客は注文執行取

引参加者とあらかじめ合意することにより、同

項各号に掲げる事項の指示を、ギブアップに係

る取引が成立した取引日の終了する日の午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時限ま

でに行うことができる。

（取引再開時における委託注文の効力）

（削る） 第４６条 委託注文は、第４４条又は前条に規定

する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては、当取引所が国債証券先物ＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引の停止を行った場合においても、そ

の効力を有する。ただし、顧客が当該場合に委

託注文を失効させる旨の指示を行っているとき

は、この限りでない。

（ギブアップに係る取引が成立した場合の転

売・買戻しの指示）

（削る） 第４７条 第４４条の規定にかかわらず、ギブア

ップに係る国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に

ついてギブアップが成立したときは、当該ギブ

アップに係る清算執行取引参加者の顧客は、当

該清算執行取引参加者に対し、当該ギブアップ

に係る国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引が成立

した取引日の終了する日の午後４時３０分まで

の当該清算執行取引参加者の指定する時限まで

に、新たに発生した国債証券先物ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の売付け又は買付けに係る同条第１項第

２号に掲げる事項を指示するものとする。この

場合において、顧客が当該時限までに当該事項

の指示を行わないときは、新規の売付け又は新

規の買付けの指示を行ったものとみなす。

２ 第４４条第２項の規定は、ギブアップの成立

により新たに発生する国債証券先物ＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引に係る同条第１項第２号に掲げる事項
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の指示について準用する。

（削る） 第４節 雑則

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）

（削る） 第４８条 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券

等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該国債

証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を行う者とみなし

て第２節の規定を適用する。

（削る） 第４章 指数先物取引に関する業務規程及

び受託契約準則の特例

（削る） 第１節 総則

（この章の目的）

（削る） 第４９条 指数先物取引に係るＴｏＳＴＮｅＴ取

引（以下「指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引」とい

う。）については、この章の定めるところによ

る。

２ この章に定めのないものについては、指数先

物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特

例（以下「指数先物特例」という。）の定める

ところによる。

（用語の意義）

（削る） 第５０条 この章において使用する用語の意義に

ついては、有価証券の売買契約締結の方法に係

る用語の意義に従うほか、各条項中に定めると

ころによるものとする。

（削る） 第２節 業務規程の特例

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法）

（削る） 第５１条 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引について
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は、売買システムによる取引を行う。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者又は同条第４項に

規定する指数先物等取引参加者をいう。以下こ

の章及び第７章において同じ。）が売買システ

ムによる取引を行うことができない場合におい

て、当取引所が必要と認めるときは、売買シス

テムによる取引以外の取引により行うことがで

きる。この場合において、当該取引に関し必要

な事項は当取引所がその都度定める。

（呼値）

（削る） 第５２条 取引参加者は、指数先物ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引を行おうとするときは、呼値（指数先物

ＴｏＳＴＮｅＴ取引の当事者となるためになす

値段の意思表示をいう。以下この章において同

じ。）を行わなければならない。この場合にお

いて、取引参加者は、当該呼値が顧客の委託に

基づくものか自己の計算によるものかの別を、

当取引所に対し明らかにしなければならない。

２ 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値は、当該

取引参加者の取引参加者端末装置から入力する

方法による呼値によるものとする。

３ 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値は、当取

引所が定める値段により行うものとする。

４ 第１項に規定する呼値の効力は、当取引所が

定めるところによる。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取引時間）

（削る） 第５３条 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取引時

間は、次の各号に定める時間とする。

（１） 午前８時２０分から午後４時まで

（２） 午後４時２０分から１１時３０分まで

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、必要
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があると認めるときは、前項の取引時間を臨時

に変更することができる。この場合においては、

あらかじめその旨を取引参加者に通知する。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る取引契約

の締結）

（削る） 第５４条 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引において

は、売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と

当該呼値と対当させるために行われた呼値とが

合致したときに、当該呼値の間に取引を成立さ

せる。

（約定指数の公表）

（削る） 第５５条 当取引所は、指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ

取引が成立したときは、当取引所が定めるとこ

ろにより、その約定指数を公表する。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の一時中断）

（削る） 第５６条 当取引所は、指数先物特例第１４条の

２の規定により立会による指数先物取引を一時

中断した場合には、当該指数先物取引について

立会による取引を一時中断している間、当該指

数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を一時中断する。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第５７条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、指数先物

ＴｏＳＴＮｅＴ取引を停止することができる。

（１） 指数先物特例第１５条の規定により、

立会による指数先物取引の停止が行われた場

合

（２） 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の状況に

異常があると認める場合又はそのおそれがあ

ると認める場合その他取引管理上指数先物Ｔ

ｏＳＴＮｅＴ取引を継続して行わせることが

適当でないと認める場合
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（３） 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る当

取引所の施設に支障が生じた場合等において

取引を継続して行わせることが困難であると

認める場合

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る過誤訂正

等のための取引）

（削る） 第５８条 取引参加者は、顧客の注文を真にやむ

を得ない事由による過誤等により、委託の本旨

に従って指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を執行す

ることができなかったときは、当取引所が定め

るところにより、あらかじめ当取引所の承認を

受け、当該承認に係る売付け又は買付けを、当

取引所が適正と認める値段により、自己がその

相手方となって執行することができる。

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該

顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託

の本旨に従って執行することができた場合にお

ける決済日に行うものとする。

（準用規定）

（削る） 第５９条 指数先物特例第６条、第７条、第１０

条の３及び第１２条の規定は、指数先物ＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引について準用する。

２ ＴｏＳＴＮｅＴ市場においては、指数先物特

例第４条の２及び第１１条の２の規定は適用し

ない。

（削る） 第３節 受託契約準則の特例

（委託の際の指示事項等）

（削る） 第６０条 顧客が指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の

委託をする場合には、その都度、次の各号に掲

げる事項を取引参加者に指示又は通知するもの

とする。

（１） 取引対象指数及び限月取引
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（２） 東証株価指数先物取引にあっては、ラ

ージ取引又はミニ取引の別

（３） 新規の売付け若しくは新規の買付け又

は転売若しくは買戻しの区別

（４） ＴｏＳＴＮｅＴ取引により行おうとす

る旨

（５） 数量

（６） 値段

（７） 取引時間

（８） 委託注文の有効期間

２ 前項の規定にかかわらず、同項第３号に掲げ

る事項の指示について、あらかじめ顧客が指定

した方法に従い取り扱うことに取引参加者が同

意している場合には、顧客は、その都度、当該

事項の指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、取引参加者は、当該事項について、当

該顧客が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、取引参

加者とあらかじめ合意することにより、同項第

３号に掲げる事項の指示を取引が成立した取引

日の終了する日の午後４時３０分までの取引参

加者の指定する時限までに行うことができる。

この場合において、顧客が取引参加者に当該取

引参加者の指定する時限までに当該事項の指示

を行わないときは、新規の売付け又は新規の買

付けの指示を行ったものとみなす。

（ギブアップに係る委託の際の指示事項等）

（削る） 第６１条 前条の規定にかかわらず、顧客がギブ

アップに係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を委

託する場合には、その都度、注文執行取引参加

者に対し、同条第１項各号（第３号を除く。）

に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を

指示するものとする。

（１） ギブアップに係る指数先物ＴｏＳＴＮ
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ｅＴ取引である旨

（２） 当該ギブアップに係る清算執行取引参

加者の名称

（３） 当該清算執行取引参加者において、当

該ギブアップの成立により新たに発生する指

数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の売付け又は買付

けがいずれの顧客によるものかを確認するた

めに必要な事項

２ 前項の規定にかかわらず、顧客は注文執行取

引参加者とあらかじめ合意することにより、同

項各号に掲げる事項の指示を、ギブアップに係

る取引が成立した取引日の終了する日の午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時限ま

でに行うことができる。

（取引再開時における委託注文の効力）

（削る） 第６２条 委託注文は、第６０条又は前条に規定

する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては、当取引所が指数先物ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の停止を行った場合においても、その効

力を有する。ただし、顧客が当該場合に委託注

文を失効させる旨の指示を行っているときは、

この限りでない。

（ギブアップに係る取引が成立した場合の転

売・買戻しの指示）

（削る） 第６３条 第６０条の規定にかかわらず、ギブア

ップに係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引につい

てギブアップが成立したときは、当該ギブアッ

プに係る清算執行取引参加者の顧客は、当該清

算執行取引参加者に対し、当該ギブアップに係

る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引が成立した取引

日の終了する日の午後４時３０分までの当該清

算執行取引参加者の指定する時限までに、新た

に発生した指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の売付

け又は買付けに係る同条第１項第３号に掲げる
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事項を指示するものとする。この場合において、

顧客が当該時限までに当該事項の指示を行わな

いときは、新規の売付け又は新規の買付けの指

示を行ったものとみなす。

２ 第６０条第２項の規定は、ギブアップの成立

により新たに発生する指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ

取引に係る同条第１項第３号に掲げる事項の指

示について準用する。

（削る） 第４節 雑則

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）

（削る） 第６４条 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る有

価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清

算取次ぎを委託する取引参加者を当該指数先物

ＴｏＳＴＮｅＴ取引を行う者とみなして第２節

の規定を適用する。

（削る） 第５章 有価証券オプション取引に関する

業務規程及び受託契約準則の特例

（削る） 第１節 総則

（この章の目的）

（削る） 第６５条 有価証券オプション取引に係るＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引（以下「有価証券オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引」という。）については、この

章の定めるところによる。

２ この章に定めのないものについては、有価証

券オプション取引に関する業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例（以

下「有価証券オプション特例」という。）の定

めるところによる。

（用語の意義）

（削る） 第６６条 この章において使用する用語の意義に
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ついては、有価証券の売買契約締結の方法に係

る用語の意義に従うほか、各条項中に定めると

ころによるものとする。

（削る） 第２節 業務規程の特例

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の方

法）

（削る） 第６７条 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引については、売買システムによる取引を行う。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者又は同条第５項に

規定する有価証券オプション取引参加者をい

う。以下この章において同じ。）が売買システ

ムによる取引を行うことができない場合におい

て、当取引所が必要と認めるときは、売買シス

テムによる取引以外の取引により行うことがで

きる。この場合において、当該取引に関し必要

な事項は当取引所がその都度定める。

（呼値）

（削る） 第６８条 取引参加者は、有価証券オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引を行おうとするときは、呼値

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の当

事者となるためになす値段の意思表示をいう。

以下この章において同じ。）を行わなければな

らない。この場合において、取引参加者は、当

該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算

によるものかの別を、当取引所に対し明らかに

しなければならない。

２ 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼

値は、当該取引参加者の取引参加者端末装置か

ら入力する方法による呼値によるものとする。

３ 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼



86

値は、当取引所が定める値段により行うものと

する。

４ 第１項に規定する呼値の効力は、当取引所が

定めるところによる。

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取

引時間）

（削る） 第６９条 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引の取引時間は、午前８時２０分から午後４時

までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、必要

があると認めるときは、前項の取引時間を臨時

に変更することができる。この場合においては、

あらかじめその旨を取引参加者に通知する。

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る取引契約の締結）

（削る） 第７０条 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引においては、売呼値又は買呼値のいずれか一

方の呼値と当該呼値と対当させるために行われ

た呼値とが合致したときに、当該呼値の間に取

引を成立させる。

（約定値段の公表）

（削る） 第７１条 当取引所は、有価証券オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引が成立したときは、当取引所が

定めるところにより、その約定値段を公表する。

（削る） 第７２条 削除

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の停

止）

（削る） 第７３条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、有価証券

オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を停止すること

ができる。
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（１） 対象有価証券について、第１９条の規

定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買の停

止が行われた場合又は国内の他の金融商品取

引所が開設する取引所金融商品市場における

これに相当する措置が行われた場合

（２） 有価証券オプション特例第１９条の規

定により、立会による有価証券オプション取

引の停止が行われた場合

（３） 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引の状況に異常があると認める場合又はその

おそれがあると認める場合その他取引管理上

有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を継

続して行わせることが適当でないと認める場

合

（４） 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引に係る当取引所の施設に支障が生じた場合

等において取引を継続して行わせることが困

難であると認める場合

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る過誤訂正等のための取引）

（削る） 第７４条 取引参加者は、顧客の注文を真にやむ

を得ない事由による過誤等により、委託の本旨

に従って有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引を執行することができなかったときは、当取

引所が定めるところにより、あらかじめ当取引

所の承認を受け、当該承認に係る売付け又は買

付けを、当取引所が適正と認める値段により、

自己がその相手方となって執行することができ

る。

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該

顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託

の本旨に従って執行することができた場合にお

ける決済日に行うものとする。

（準用規定）
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（削る） 第７５条 有価証券オプション特例第１０条、第

１１条、第１４条の２及び第１６条の規定は、

有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引につい

て準用する。

２ ＴｏＳＴＮｅＴ市場においては、有価証券オ

プション特例第８条及び第１５条の４の規定は

適用しない。

（削る） 第３節 受託契約準則の特例

（委託の際の指示事項等）

（削る） 第７６条 顧客が有価証券オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の委託をする場合には、その都度、次

の各号に掲げる事項を取引参加者に指示又は通

知するものとする。

（１） 対象有価証券

（２） 有価証券プットオプション又は有価証

券コールオプションの別

（３） 限月取引

（４） 権利行使価格

（５） 前４号に掲げる事項を同一とする銘柄

が複数ある場合には、最小単位の権利行使に

より成立する対象株券の売買に係る数量（次

条において「対象株券の売買単位等」という。）

（６） 新規の売付け若しくは新規の買付け又

は転売若しくは買戻しの区別

（７） ＴｏＳＴＮｅＴ取引により行おうとす

る旨

（８） 数量

（９） 値段

（１０） 取引時間

（１１） 委託注文の有効期間

２ 前項の規定にかかわらず、同項第６号に掲げ

る事項の指示について、あらかじめ顧客が指定

した方法に従い取り扱うことに取引参加者が同

意している場合には、顧客は、その都度、当該
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事項の指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、取引参加者は、当該事項について、当

該顧客が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、取引参

加者とあらかじめ合意することにより、同項第

６号に掲げる事項の指示を取引が成立した日の

午後４時３０分までの取引参加者の指定する時

限までに行うことができる。この場合において、

顧客が取引参加者に当該取引参加者の指定する

時限までに当該事項の指示を行わないときは、

新規の売付け又は新規の買付けの指示を行った

ものとみなす。

（ギブアップに係る委託の際の指示事項等）

（削る） 第７７条 前条の規定にかかわらず、顧客がギブ

アップに係る有価証券オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引を委託する場合には、その都度、注文執

行取引参加者に対し、同条第１項各号（第６号

を除く。）に掲げる事項のほか、次の各号に掲

げる事項を指示するものとする。

（１） ギブアップに係る有価証券オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引である旨

（２） 当該ギブアップに係る清算執行取引参

加者の名称

（３） 当該清算執行取引参加者において、当

該ギブアップの成立により新たに発生する有

価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の売付

け又は買付けがいずれの顧客によるものかを

確認するために必要な事項

２ 前項の規定にかかわらず、顧客は注文執行取

引参加者とあらかじめ合意することにより、同

項各号に掲げる事項の指示を、ギブアップに係

る取引が成立した日の午後４時までの注文執行

取引参加者の指定する時限までに行うことがで

きる。



90

（取引再開時における委託注文の効力）

（削る） 第７８条 委託注文は、第７６条又は前条に規定

する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては、当取引所が有価証券オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引の停止を行った場合において

も、その効力を有する。ただし、顧客が当該場

合に委託注文を失効させる旨の指示を行ってい

るときは、この限りでない。

（ギブアップに係る取引が成立した場合の転

売・買戻しの指示）

（削る） 第７９条 第７６条の規定にかかわらず、ギブア

ップに係る有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引についてギブアップが成立したときは、当

該ギブアップに係る清算執行取引参加者の顧客

は、当該清算執行取引参加者に対し、当該ギブ

アップに係る有価証券オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引が成立した日の午後４時３０分までの当

該清算執行取引参加者の指定する時限までに、

新たに発生した有価証券オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の売付け又は買付けに係る同条第１項

第６号に掲げる事項を指示するものとする。こ

の場合において、顧客が当該時限までに当該事

項の指示を行わないときは、新規の売付け又は

新規の買付けの指示を行ったものとみなす。

２ 第７６条第２項の規定は、ギブアップの成立

により新たに発生する有価証券オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引に係る同条第１項第６号に掲げ

る事項の指示について準用する。

（削る） 第４節 雑則

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）

（削る） 第８０条 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有
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価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当

該有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を行

う者とみなして第２節の規定を適用する。

（削る） 第６章 国債証券先物オプション取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例

（削る） 第１節 総則

（この章の目的）

（削る） 第８１条 国債証券先物オプション取引に係るＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引（以下「国債証券先物オプシ

ョンＴｏＳＴＮｅＴ取引」という。）について

は、この章の定めるところによる。

２ この章に定めのないものについては、国債証

券先物オプション取引に関する業務規程及び受

託契約準則の特例（以下「国債証券先物オプシ

ョン特例」という。）の定めるところによる。

（用語の意義）

（削る） 第８２条 この章において使用する用語の意義に

ついては、有価証券の売買契約締結の方法に係

る用語の意義に従うほか、各条項中に定めると

ころによるものとする。

（削る） 第２節 業務規程の特例

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の方法）

（削る） 第８３条 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引については、売買システムによる取引を

行う。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者が売買システムによる取引を

行うことができない場合において、当取引所が



92

必要と認めるときは、売買システムによる取引

以外の取引により行うことができる。この場合

において、当該取引に関し必要な事項は当取引

所がその都度定める。

（呼値）

（削る） 第８４条 取引参加者は、国債証券先物オプショ

ンＴｏＳＴＮｅＴ取引を行おうとするときは、

呼値（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引の当事者となるためになす値段の意思表示

をいう。以下この章において同じ。）を行わな

ければならない。この場合において、取引参加

者は、当該呼値が顧客の委託に基づくものか自

己の計算によるものかの別を、当取引所に対し

明らかにしなければならない。

２ 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の呼値は、当該取引参加者の取引参加者端末装

置から入力する方法による呼値によるものとす

る。

３ 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の呼値は、当取引所が定める値段により行うも

のとする。

４ 第１項に規定する呼値の効力は、当取引所が

定めるところによる。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の取引時間）

（削る） 第８５条 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の取引時間は、次の各号に定める時間と

する。

（１） 午前８時２０分から午後３時１５分ま

で

（２） 午後３時２５分から１１時３０分まで

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、必要

があると認めるときは、前項の取引時間を臨時

に変更することができる。この場合においては、
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あらかじめその旨を取引参加者に通知する。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴに係

る取引契約の締結）

（削る） 第８６条 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引においては、売呼値又は買呼値のいずれ

か一方の呼値と当該呼値と対当させるために行

われた呼値とが合致したときに、当該呼値の間

に取引を成立させる。

（約定値段の公表）

（削る） 第８７条 当取引所は、国債証券先物オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引が成立したときは、当取引

所が定めるところにより、その約定値段を公表

する。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の一時中断）

（削る） 第８８条 当取引所は、国債証券先物オプション

特例第１７条の２の規定により立会による国債

証券先物オプション取引を一時中断した場合に

は、当該国債証券先物オプション取引について

立会による取引を一時中断している間、当該国

債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を一

時中断する。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の停止）

（削る） 第８９条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、国債証券

先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を停止する

ことができる。

（１） 国債証券先物オプション特例第１８条

の規定により、立会による国債証券先物オプ

ション取引の停止が行われた場合

（２） 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ
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Ｔ取引の状況に異常があると認める場合又は

そのおそれがあると認める場合その他取引管

理上国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引を継続して行わせることが適当でないと

認める場合

（３） 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引に係る当取引所の施設に支障が生じた

場合等において取引を継続して行わせること

が困難であると認める場合

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

に係る過誤訂正等のための取引）

（削る） 第９０条 取引参加者は、顧客の注文を真にやむ

を得ない事由による過誤等により、委託の本旨

に従って国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引を執行することができなかったときは、

当取引所が定めるところにより、あらかじめ当

取引所の承認を受け、当該承認に係る売付け又

は買付けを、当取引所が適正と認める値段によ

り、自己がその相手方となって執行することが

できる。

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該

顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託

の本旨に従って執行することができた場合にお

ける決済日に行うものとする。

（準用規定）

（削る） 第９１条 国債証券先物オプション特例第９条、

第１０条、第１３条の２及び第１５条の規定は、

国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に

ついて準用する。

２ ＴｏＳＴＮｅＴ市場においては、国債証券先

物オプション特例第７条の２及び第１４条の４

の規定は適用しない。

（削る） 第３節 受託契約準則の特例
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（委託の際の指示事項等）

（削る） 第９２条 顧客が国債証券先物オプションＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引の委託をする場合には、その都度、

次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示又は

通知するものとする。

（１） 権利行使により成立する国債証券先物

取引の対象銘柄

（２） 国債証券先物プットオプション又は国

債証券先物コールオプションの別

（３） 限月取引

（４） 権利行使価格

（５） 新規の売付け若しくは新規の買付け又

は転売若しくは買戻しの区別

（６） ＴｏＳＴＮｅＴ取引により行おうとす

る旨

（７） 数量

（８） 値段

（９） 取引時間

（１０） 委託注文の有効期間

２ 前項の規定にかかわらず、同項第５号に掲げ

る事項の指示について、あらかじめ顧客が指定

した方法に従い取り扱うことに取引参加者が同

意している場合には、顧客は、その都度、当該

事項の指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、取引参加者は、当該事項について、当

該顧客が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、取引参

加者とあらかじめ合意することにより、同項第

５号に掲げる事項の指示を取引が成立した取引

日の終了する日の午後４時３０分までの取引参

加者の指定する時限までに行うことができる。

この場合において、顧客が取引参加者に当該取

引参加者の指定する時限までに当該事項の指示

を行わないときは、新規の売付け又は新規の買
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付けの指示を行ったものとみなす。

（ギブアップに係る委託の際の指示事項等）

（削る） 第９３条 前条の規定にかかわらず、顧客がギブ

アップに係る国債証券先物オプションＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引を委託する場合には、その都度、注

文執行取引参加者に対し、同条第１項各号（第

５号を除く。）に掲げる事項のほか、次の各号

に掲げる事項を指示するものとする。

（１） ギブアップに係る国債証券先物オプシ

ョンＴｏＳＴＮｅＴ取引である旨

（２） 当該ギブアップに係る清算執行取引参

加者の名称

（３） 当該清算執行取引参加者において、当

該ギブアップの成立により新たに発生する国

債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の

売付け又は買付けがいずれの顧客によるもの

かを確認するために必要な事項

２ 前項の規定にかかわらず、顧客は注文執行取

引参加者とあらかじめ合意することにより、同

項各号に掲げる事項の指示を、ギブアップに係

る取引が成立した取引日の終了する日の午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時限ま

でに行うことができる。

（取引再開時における委託注文の効力）

（削る） 第９４条 委託注文は、第９２条又は前条に規定

する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては、当取引所が国債証券先物オプショ

ンＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止を行った場合にお

いても、その効力を有する。ただし、顧客が当

該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行っ

ているときは、この限りでない。

（ギブアップに係る取引が成立した場合の転

売・買戻しの指示）
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（削る） 第９５条 第９２条の規定にかかわらず、ギブア

ップに係る国債証券先物オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引についてギブアップが成立したとき

は、当該ギブアップに係る清算執行取引参加者

の顧客は、当該清算執行取引参加者に対し、当

該ギブアップに係る国債証券先物オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引が成立した取引日の終了する

日の午後４時３０分までの当該清算執行取引参

加者の指定する時限までに、新たに発生した国

債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の売

付け又は買付けに係る同条第１項第５号に掲げ

る事項を指示するものとする。この場合におい

て、顧客が当該時限までに当該事項の指示を行

わないときは、新規の売付け又は新規の買付け

の指示を行ったものとみなす。

２ 第９２条第２項の規定は、ギブアップの成立

により新たに発生する国債証券先物オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る同条第１項第５号に

掲げる事項の指示について準用する。

（削る） 第４節 雑則

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）

（削る） 第９６条 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引に係る有価証券等清算取次ぎについて

は、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加

者を当該国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引を行う者とみなして第２節の規定を適用

する。

（削る） 第７章 指数オプション取引に関する業務

規程及び受託契約準則の特例

（削る） 第１節 総則

（この章の目的）
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（削る） 第９７条 指数オプション取引に係るＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引（以下「指数オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引」という。）については、この章の定め

るところによる。

２ この章に定めのないものについては、指数オ

プション取引に関する業務規程及び受託契約準

則の特例（以下「指数オプション特例」という。）

の定めるところによる。

（用語の意義）

（削る） 第９８条 この章において使用する用語の意義に

ついては、有価証券の売買契約締結の方法に係

る用語の意義に従うほか、各条項中に定めると

ころによるものとする。

（削る） 第２節 業務規程の特例

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法）

（削る） 第９９条 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に

ついては、売買システムによる取引を行う。

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼

働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により取引参加者が売買システムによる取引を

行うことができない場合において、当取引所が

必要と認めるときは、売買システムによる取引

以外の取引により行うことができる。この場合

において、当該取引に関し必要な事項は当取引

所がその都度定める。

（呼値）

（削る） 第１００条 取引参加者は、指数オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引を行おうとするときは、呼値（指

数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の当事者とな

るためになす値段の意思表示をいう。以下この

章において同じ。）を行わなければならない。

この場合において、取引参加者は、当該呼値が



99

顧客の委託に基づくものか自己の計算によるも

のかの別を、当取引所に対し明らかにしなけれ

ばならない。

２ 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値

は、当該取引参加者の取引参加者端末装置から

入力する方法による呼値によるものとする。

３ 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値

は、当取引所が定める値段により行うものとす

る。

４ 第１項に規定する呼値の効力は、当取引所が

定めるところによる。

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取引時

間）

（削る） 第１０１条 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の取引時間は、次の各号に定める時間とする。

（１） 午前８時２０分から午後４時まで

（２） 午後４時２０分から１１時３０分まで

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、必要

があると認めるときは、前項の取引時間を臨時

に変更することができる。この場合においては、

あらかじめその旨を取引参加者に通知する。

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る取

引契約の締結）

（削る） 第１０２条 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

においては、売呼値又は買呼値のいずれか一方

の呼値と当該呼値と対当させるために行われた

呼値とが合致したときに、当該呼値の間に取引

を成立させる。

（約定値段の公表）

（削る） 第１０３条 当取引所は、指数オプションＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引が成立したときは、当取引所が定

めるところにより、その約定値段を公表する。
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（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の一時中

断）

（削る） 第１０４条 当取引所は、指数オプション特例第

１７条の２の規定により立会による指数オプシ

ョン取引を一時中断した場合には、当該指数オ

プション取引について立会による取引を一時中

断している間、当該指数オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引を一時中断する。

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第１０５条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

には、当取引所が定めるところにより、指数オ

プションＴｏＳＴＮｅＴ取引を停止することが

できる。

（１） 指数オプション特例第１８条の規定に

より、立会による指数オプション取引の停止

が行われた場合

（２） 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の

状況に異常があると認める場合又はそのおそ

れがあると認める場合その他取引管理上指数

オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を継続して行

わせることが適当でないと認める場合

（３） 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に

係る当取引所の施設に支障が生じた場合等に

おいて指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を

継続して行わせることが困難であると認める

場合

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る過

誤訂正等のための取引）

（削る） 第１０６条 取引参加者は、顧客の注文を真にや

むを得ない事由による過誤等により、委託の本

旨に従って指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

を執行することができなかったときは、当取引

所が定めるところにより、あらかじめ当取引所

の承認を受け、当該承認に係る売付け又は買付
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けを、当取引所が適当と認める値段により、自

己がその相手方となって執行することができ

る。

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は、当該

顧客の委託に基づく売付け又は買付けを、委託

の本旨に従って執行することができた場合にお

ける決済日に行うものとする。

（準用規定）

（削る） 第１０７条 指数オプション特例第８条、第９条、

第１３条の２及び第１５条の規定は、指数オプ

ションＴｏＳＴＮｅＴ取引について準用する。

２ ＴｏＳＴＮｅＴ市場においては、指数オプシ

ョン特例第６条の２及び第１４条の４の規定は

適用しない。

（削る） 第３節 受託契約準則の特例

（委託の際の指示事項等）

（削る） 第１０８条 顧客が指数オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の委託をする場合には、その都度、次の

各号に掲げる事項を取引参加者に指示又は通知

するものとする。

（１） 取引対象指数

（２） 指数プットオプション又は指数コール

オプションの別

（３） 限月取引

（４） 権利行使価格

（５） 新規の売付け若しくは新規の買付け又

は転売若しくは買戻しの区別

（６） ＴｏＳＴＮｅＴ取引により行おうとす

る旨

（７） 数量

（８） 値段

（９） 取引時間

（１０） 委託注文の有効期間
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２ 前項の規定にかかわらず、同項第５号に掲げ

る事項の指示について、あらかじめ顧客が指定

した方法に従い取り扱うことに取引参加者が同

意している場合には、顧客は、その都度、当該

事項の指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、取引参加者は、当該事項について、当

該顧客が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、取引参

加者とあらかじめ合意することにより、同項第

５号に掲げる事項の指示を取引が成立した取引

日の終了する日の午後４時３０分までの取引参

加者の指定する時限までに行うことができる。

この場合において、顧客が取引参加者に当該取

引参加者の指定する時限までに当該事項の指示

を行わないときは、新規の売付け又は新規の買

付けの指示を行ったものとみなす。

（ギブアップに係る委託の際の指示事項等）

（削る） 第１０９条 前条の規定にかかわらず、顧客がギ

ブアップに係る指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引を委託する場合には、その都度、注文執行

取引参加者に対し、同条第１項各号（第５号を

除く。）に掲げる事項のほか、次の各号に掲げ

る事項を指示するものとする。

（１） ギブアップに係る指数オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引である旨

（２） 当該ギブアップに係る清算執行取引参

加者の名称

（３） 当該清算執行取引参加者において、当

該ギブアップの成立により新たに発生する指

数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の売付け又

は買付けがいずれの顧客によるものかを確認

するために必要な事項

２ 前項の規定にかかわらず、顧客は注文執行取

引参加者とあらかじめ合意することにより、同
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項各号に掲げる事項の指示を、ギブアップに係

る取引が成立した取引日の終了する日の午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時限ま

でに行うことができる。

（取引再開時における委託注文の効力）

（削る） 第１１０条 委託注文は、第１０８条又は前条に

規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期

間内においては、当取引所が指数オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引の停止を行った場合において

も、その効力を有する。ただし、顧客が当該場

合に委託注文を失効させる旨の指示を行ってい

るときは、この限りでない。

（ギブアップに係る取引が成立した場合の転

売・買戻しの指示）

（削る） 第１１１条 第１０８条の規定にかかわらず、ギ

ブアップに係る指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引についてギブアップが成立したときは、当

該ギブアップに係る清算執行取引参加者の顧客

は、当該清算執行取引参加者に対し、当該ギブ

アップに係る指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引が成立した取引日の終了する日の午後４時３

０分までの当該清算執行取引参加者の指定する

時限までに、新たに発生した指数オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引の売付け又は買付けに係る同

条第１項第５号に掲げる事項を指示するものと

する。この場合において、顧客が当該時限まで

に当該事項の指示を行わないときは、新規の売

付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみ

なす。

２ 第１０８条第２項の規定は、ギブアップの成

立により新たに発生する指数オプションＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引に係る同条第１項第５号に掲げる

事項の指示について準用する。
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（削る） 第４節 雑則

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）

（削る） 第１１２条 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価

証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該

指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引を行う者と

みなして第２節の規定を適用する。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（当取引所の市場における機構非取扱有価証券

の売買の態様）

（当取引所の市場における機構非取扱有価証券

の売買等の態様）

第３条 （略） 第３条 （略）

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報に係る照会事項の報告及び開示） （会社情報に係る照会事項の報告及び開示）

第１２９条 （略） 第１２９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

３ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

（１） 当取引所が上場株券等の売買管理上必

要と認めて照会を行った場合（当取引所が、

当取引所の市場における有価証券の売買の公

正の確保を図るための調査のため必要がある

と認めて、会社情報の発生から公表に至る経

緯等について照会を行った場合を含む。）

（１） 当取引所が上場株券等の売買管理上必

要と認めて照会を行った場合（当取引所が、

当取引所の市場における有価証券の売買等の

公正の確保を図るための調査のため必要があ

ると認めて、会社情報の発生から公表に至る

経緯等について照会を行った場合を含む。）

（２） （略） （２） （略）

（発行者等の情報に係る照会事項の報告及び開

示）

（発行者等の情報に係る照会事項の報告及び開

示）

第２１８条 （略） 第２１８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

３ 第１項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いて準用する。

（１） 当取引所が上場債券の売買管理上必要

と認めて照会を行った場合（当取引所が、当

取引所の市場における有価証券の売買の公正

の確保を図るための調査のため必要があると

認めて、上場債券の発行者等の情報の発生か

ら公表に至る経緯等について照会を行った場

合を含む。）

（１） 当取引所が上場債券の売買管理上必要

と認めて照会を行った場合（当取引所が、当

取引所の市場における有価証券の売買等の公

正の確保を図るための調査のため必要がある

と認めて、上場債券の発行者等の情報の発生

から公表に至る経緯等について照会を行った

場合を含む。）

（２） （略） （２） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。
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２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（自主規制業務の委託） （自主規制業務の委託）

第４条 当取引所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務

について、日本取引所自主規制法人（以下「自

主規制法人」という。）に委託することができ

る。

第４条 当取引所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務

について、東京証券取引所自主規制法人（以下

「自主規制法人」という。）に委託することが

できる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行

する。
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国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例等を廃止する規則

次の規則を廃止する。

（１）国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

（２）先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則

（３）先物・オプション取引口座設定約諾書

（４）指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

（５）有価証券オプション取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例

（６）国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

（７）指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

付 則

１ この規則は、平成２６年３月２４日から施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この規則は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない

事由により、平成２６年３月２４日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当

該日以後の当取引所が定める日から施行する。

３ 次の各号に掲げる規定は、この規則施行の日（以下「施行日」という。）の前日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。）に取引最終日を迎える限月取引については、適用しない。

（１）国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第２４条

（２）指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第２７条

（３）有価証券オプション取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例

第３１条

（４）国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第６条

（５）指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第３０条

４ 前２項の規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、当取引所がその都度定め

る。
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諮問委員会規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（諮問事項等） （諮問事項等）

第３条 市場運営委員会は、次に掲げる事項のう

ちの重要事項について、取締役会の諮問に応じ

又は取締役会に意見を述べることができる。

第３条 市場運営委員会は、次に掲げる事項のう

ちの重要事項について、取締役会の諮問に応じ

又は取締役会に意見を述べることができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 有価証券の売買並びにその清算、決済

及び受託に関する制度の改正に関する事項

（３） 有価証券の売買等並びにその清算、決

済及び受託に関する制度の改正に関する事項

（４） （略） （４） （略）

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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有価証券の売買等又はその受託に関する規制措置に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

有価証券の売買又はその受託に関する規制措置

に関する規則

有価証券の売買等又はその受託に関する規制措

置に関する規則

（有価証券の売買又はその受託に関する規制措

置）

（有価証券の売買等又はその受託に関する規制

措置）

第１条 業務規程第６５条の規定に基づき、当取

引所が有価証券の売買又はその受託に関し行う

ことができる規制措置は、次の各号に掲げるも

のとする。

第１条 業務規程第６５条、国債証券に係る有価

証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準

則の特例第４３条、指数先物取引に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第３８条、有価証

券オプション取引に関する業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第４

８条、国債証券先物オプション取引に関する業

務規程及び受託契約準則の特例第４３条並びに

指数オプション取引に関する業務規程及び受託

契約準則の特例第４７条の規定に基づき、当取

引所が有価証券の売買等又はその受託に関し行

うことができる規制措置は、次の各号に掲げる

ものとする。

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（削る） （７） 国債証券先物取引、指数先物取引、有

価証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び指数オプション取引（以下「先

物・オプション取引」という。）の証拠金又

は取引証拠金について、次に掲げる事項

ａ 証拠金又は取引証拠金の差入日時又は預

託日時の繰上げ

ｂ 証拠金若しくは取引証拠金の額の引上げ

又は当該証拠金若しくは当該取引証拠金の

有価証券をもってする代用の制限

ｃ 証拠金又は取引証拠金を有価証券をもっ

て代用する場合の代用価格の計算におい

て、時価に乗ずべき率の引下げ
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（削る） （８） 先物・オプション取引の売付け又は買

付けの制限又は禁止

（削る） （９） 先物・オプション取引の総売建玉又は

総買建玉の制限

（７） 顧客の委託に基づく売付有価証券又は

買付代金の決済日前における預託の受入れ

（１０） 顧客の委託に基づく売付有価証券若

しくは買付代金又はオプション取引の買付け

に係る取引代金の決済日前における預託の受

入れ

（８） （略） （１１） （略）

（９） （略） （１２） （略）

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） （有価証券等清算取次ぎに対する適用）

第３条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取

次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託

する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者

とみなしてこの規則を適用する。

第３条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行

う者とみなしてこの規則を適用する。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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取引参加者契約書（内国法人用）の一部改正新旧対照表

新 旧

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の取引参加者として、次の

事項を承諾します。

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の（取引参加者の種類名）

として、次の事項を承諾します。

１． （略） １． （略）

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過怠

金の賦課その他の処分、処置及び措置に従う

こと。

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買等（有価証券等清

算取次ぎによるものを除く。）若しくは有価

証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過

怠金の賦課その他の処分、処置及び措置に従

うこと。

３．～５． （略） ３．～５． （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から施行

する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買

システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを

得ない事由により、平成２６年３月２４日に施行す

ることが適当でないと当取引所が認める場合には、

当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
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取引参加者契約書（取引所取引許可業者以外の外国法人用）の一部改正新旧対照表

新 旧

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の取引参加者として、次の

事項を承諾します。

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の（取引参加者の種類名）

として、次の事項を承諾します。

１． （略） １． （略）

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過怠

金の賦課その他の処分、処置及び措置に従う

こと。

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買等（有価証券等清

算取次ぎによるものを除く。）若しくは有価

証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過

怠金の賦課その他の処分、処置及び措置に従

うこと。

３．～６． （略） ３．～６． （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から施行

する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買

システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを

得ない事由により、平成２６年３月２４日に施行す

ることが適当でないと当取引所が認める場合には、

当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
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取引参加者契約書（リモート取引参加者用）の一部改正新旧対照表

新 旧

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の取引参加者として、次の

事項を承諾します。

当 は、株式会社東京証券取引所（以下「貴

取引所」という。）の（取引参加者の種類名）

として、次の事項を承諾します。

１． （略） １． （略）

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過怠

金の賦課その他の処分、処置及び措置に従う

こと。

２．規則に基づいて貴取引所が行う、取引資格

の取消し、有価証券の売買等（有価証券等清

算取次ぎによるものを除く。）若しくは有価

証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限、過

怠金の賦課その他の処分、処置及び措置に従

うこと。

３．～７． （略） ３．～７． （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から施行

する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買

システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを

得ない事由により、平成２６年３月２４日に施行す

ることが適当でないと当取引所が認める場合には、

当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引資格の取得申請） （取引資格の取得申請）

第２条 規程第４条第１項の取引資格の取得申請

は、取引資格の取得申請者が、次の各号に掲げ

る事項を記載した所定の取引資格取得申請書を

当取引所に提出して行うものとする。

第２条 規程第４条第１項の取引資格の取得申請

は、取引資格の取得申請者が、次の各号に掲げ

る事項を記載した所定の取引資格取得申請書を

当取引所に提出して行うものとする。

（削る） （１） 取得しようとする取引資格の種類

（１） 商号（英文の商号を含む。） （２） 商号又は名称（英文の商号又は名称を

含む。）

（２） 本店その他の営業所の所在地 （３） 本店その他の営業所又は主たる事務所

その他の事務所の所在地

（３） （略） （４） （略）

（４） （略） （５） （略）

（５） （略） （６） （略）

２ 前項の取引資格取得申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

２ 前項の取引資格取得申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 取引資格の取得申請に係る取締役会議事

録の写し（委員会設置会社にあっては、執行役の

決定があったことを証する書面を含む。）

（２） 取引資格の取得申請に係る取締役会議事

録の写し（委員会設置会社にあっては、執行役の

決定があったことを証する書面を含み、株式会社

以外の者にあっては、これらに準ずるもの）

（３） 取引資格の取得申請者が清算資格（規

程第２条の２第１項に規定する清算資格をい

う。）を取得しない場合にあっては、清算受

託契約を締結することについて承諾している

他社清算参加者の当該承諾を証する書面

（３） 取引資格の取得申請者が取得しようと

する取引資格の種類に係る清算資格のうち現

に有しないものを取得しない場合（総合取引

資格の取得申請者にあっては、すべての清算

資格を取得する場合以外の場合）にあっては、

清算受託契約（規程第２４条の３第５項から

第７項までの規定により、清算受託契約の締

結を要しないこととされているものを除く。）

を締結することについて承諾している他社清

算参加者の当該承諾を証する書面

（４） 事業報告書（特別金融商品取引業者に

あっては、法第５７条の３第１項に基づく事

業報告書を含む。）

（４） 金融商品取引業者又は取引所取引許可

業者にあっては事業報告書（特別金融商品取

引業者にあっては、法第５７条の３第１項に
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基づく事業報告書を含む。）、登録金融機関

にあっては単体又は連結の業務報告書

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略）

３ （略） ３ （略）

（実態に差異がないと認める場合） （実態に差異がないと認める場合）

第２条の２ 規程第５条第４項及び第５項に規定

する取引資格を喪失する取引参加者と取引資格

の取得申請者の実態に差異がないと認めるとき

とは、取引資格の取得申請者が取引資格を喪失

する取引参加者から原則として全ての資産及び

負債を承継し、又は譲り受ける場合で、証券業

務の範囲、当取引所における注文執行体制、清

算決済体制その他の業務執行体制及びリスク管

理体制、法令遵守体制その他の内部管理体制等

について重大な差異がないと当取引所が認める

ときをいう。

第２条の２ 規程第５条第４項及び第６項に規定

する取引資格を喪失する取引参加者と取引資格

の取得申請者の実態に差異がないと認めるとき

とは、取引資格の取得申請者が取引資格を喪失

する取引参加者から原則として全ての資産及び

負債を承継し、又は譲り受ける場合で、証券業

務の範囲、当取引所における注文執行体制、清

算決済体制その他の業務執行体制及びリスク管

理体制、法令遵守体制その他の内部管理体制等

について重大な差異がないと当取引所が認める

ときをいう。

（取引参加者証） （取引参加者証）

第３条 規程第６条第２項に規定する取引参加者

証は、商号その他の所定の事項を記載したもの

とする。

第３条 規程第６条第２項に規定する取引参加者

証は、商号又は名称その他の所定の事項を記載

したものとする。

２ （略） ２ （略）

（合併等の通知） （合併等の通知）

第６条 規程第１６条第２項の通知は、次の各号

に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める

事項その他当取引所が必要と認める事項につい

て、当該行為の承認のため株主総会の決議を行

う場合は、原則として、当該株主総会の日の２

週間前の日まで、株主総会の決議を行わない場

合は、原則として、取締役会など会社の意思決

定機関による決定の日の２週間前の日までに行

うものとする。

第６条 規程第１６条第２項の通知は、次の各号

に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める

事項その他当取引所が必要と認める事項につい

て、当該行為の承認のため株主総会（株式会社

以外の者にあっては、これに準ずるもの。以下

この条において同じ。）の決議を行う場合は、

原則として、当該株主総会の日の２週間前の日

まで、株主総会の決議を行わない場合は、原則

として、取締役会など会社の意思決定機関によ

る決定の日の２週間前の日までに行うものとす

る。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第１６条第１項第２号に掲げる分割

による事業の一部の他の法人への承継又は同項

第４号に掲げる事業の一部の譲渡

（２） 規程第１６条第１項第２号に掲げる分

割による事業の一部の他の法人への承継又は

同項第４号に掲げる事業の一部の譲渡

ａ 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組織

体制及び当取引所の市場における有価証券

の売買の業務の見込み

ａ 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組織

体制及び当取引所の市場における有価証券

の売買等の業務の見込み

ｂ （略） ｂ （略）

（３） （略） （３） （略）

（合併等の承認申請） （合併等の承認申請）

第７条 規程第１６条第２項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した所定の承認申請書を当取引所

に提出して行うものとする。

第７条 規程第１６条第２項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した所定の承認申請書を当取引所

に提出して行うものとする。

（１） 商号（英文の商号を含む。） （１） 商号又は名称（英文の商号又は名称を含

む。）

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。

（１）（略） （１）（略）

（２） 合併等に係る取締役会議事録の写し（委

員会設置会社にあっては、執行役の決定があ

ったことを証する書面を含む。）

（２）  合併等に係る取締役会議事録の写し（委

員会設置会社にあっては、執行役の決定があ

ったことを証する書面を含み、株式会社以外

の者にあっては、これらに準ずるもの）

（３）  合併等の相手方の計算書類及び事業報

告（会社法第４３８条第１項に規定する計算

書類及び事業報告をいう。）

（３） 合併等の相手方の計算書類及び事業報

告（会社法第４３８条第１項に規定する計算

書類及び事業報告をいい、株式会社以外の者

にあっては、これに準ずるものをいう。）

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略）

（報告事項） （報告事項）

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当取引所が必要と認める書類を添付

して報告するものとする。

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当取引所が必要と認める書類を添付

して報告するものとする。

（１）～（２）の２ （略） （１）～（２）の２ （略）
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（３） 業務（金融商品取引業者にあっては金

融商品取引業をいい、取引所取引許可業者に

あっては取引所取引業務に限る。）を休止し、

又は再開したとき（認可に係る業務を休止し、

又は再開したときを含む。）。

（３） 業務（金融商品取引業者にあっては金

融商品取引業をいい、取引所取引許可業者に

あっては取引所取引業務をいい、登録金融機

関にあっては登録金融機関業務に限る。）を

休止し、又は再開したとき（認可に係る業務

を休止し、又は再開したときを含む。）。

（４）～（６）の２ （略） （４）～（６）の２ （略）

（７） 純財産額が３億円を下回ったとき。 （７） 純財産額（登録金融機関にあっては、

純資産額とする。）が３億円を下回ったとき。

（８） 定款の変更（商号の変更（英文の商号

の変更を含む。）の場合を除く。）があった

とき。

（８） 定款の変更（商号又は名称の変更（英

文の商号又は名称の変更を含む。）の場合を

除く。）があったとき。

（８）の２ （略） （８）の２ （略）

（９） 資本金の額の変更に関して取締役会決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）を行ったとき（外国法人にあっては、資本

金の額（持込資本金の額を含む。）の変更に関し

て決議又は決定を行ったとき。）。

（９） 資本金の額又は出資の総額（相互会社に

あっては、基金（基金償却積立金を含む。）の総

額をいう。以下同じ。）の変更に関して取締役会

決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）又は理事会決議を行ったとき（外国法

人にあっては、資本金の額（持込資本金の額を含

む。）の変更に関して決議又は決定を行ったと

き。）。

（９）の２ （略） （９）の２ （略）

（１０） 金融商品取引業者にあっては、自己

資本規制比率が１４０パーセントを下回った

とき。

（１０） 次のａからｄまでに掲げる区分に従

い、当該ａからｄまでに定める事由に該当し

たとき。

ａ 金融商品取引業者

自己資本規制比率が１４０パーセントを

下回ったとき。

ｂ 国際統一基準行、農林中央金庫及び株式

会社商工組合中央金庫

次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

該当したとき（外国銀行にあっては、これ

に準ずる場合に該当したとき）。

（ａ） 単体又は連結普通株式等Ｔｉｅｒｌ

比率（農林中央金庫にあっては、単体又は
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連結普通出資等Ｔｉｅｒｌ比率）が２．２

５パーセントを下回ったとき。

（ｂ） 単体又は連結Ｔｉｅｒｌ比率が

３パーセントを下回ったとき。

（ｃ） 単体又は連結総自己資本比率が４

パーセントを下回ったとき。

ｃ 国際統一基準行、農林中央金庫、株式

会社商工組合中央金庫、外国銀行及び保

険会社以外の登録金融機関

海外事業拠点を有する場合は国際統一基準

に係る単体又は連結自己資本比率が４パ

ーセントを、海外事業拠点を有しない場

合は国内基準に係る単体又は連結自己資

本比率が２パーセントを下回ったとき。

ｄ 保険会社

単体又は連結ソルベンシー・マージン比

率が１００パーセントを下回ったとき。

（１０）の２ ～（１１）の２ （略） （１０）の２ ～（１１）の２ （略）

（１２） 法令（取引所取引許可業者にあって

は、外国金融商品取引法令を含む。以下この

号において同じ。）の規定により質問、検査、

領置、臨検、捜索、差押え、処分若しくは処

罰を受けたとき又は法令の規定による処分に

係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われ

たとき（外国法人である金融商品取引業者に

あっては、外国金融商品取引法令の規定によ

り処分又は処罰を受けたときを含む。）。

（１２） 法令（取引所取引許可業者にあっては、

外国金融商品取引法令を含む。以下この号にお

いて同じ。）の規定により質問、検査、領置、

臨検、捜索、差押え、処分若しくは処罰を受け

たとき又は法令の規定による処分に係る聴聞

若しくは弁明の機会の付与が行われたとき（外

国法人である金融商品取引業者にあっては、外

国金融商品取引法令の規定により、外国銀行及

び保険会社以外の登録金融機関にあっては、銀

行法令の規定により、外国銀行にあっては、銀

行法令、外国銀行法令又は外国金融商品取引法

令の規定により、保険会社にあっては保険業法

令の規定により、処分又は処罰を受けたときを

含む。）。

（１２）の２・（１３） （略） （１２）の２・（１３） （略）

（１４） 法令（外国法人にあっては、外国金

融商品取引法令を含む。）の違反に係る刑事

事件について、公訴を提起されたとき又は判

（１４） 法令（外国法人である金融商品取引

業者又は取引所取引許可業者にあっては、外

国金融商品取引法令を含む。）の違反に係る
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決等があったとき（上訴の場合を含む。）。 刑事事件について、公訴を提起されたとき又

は判決等があったとき（上訴の場合を含む。）。

（１４）の２ 当取引所の市場における有価証

券の売買に関し法令に違反する行為又は当取

引所の定款、業務規程、受託契約準則その他

の規則に違反する行為が行われた事実を知っ

たとき。

（１４）の２ 当取引所の市場における有価証

券の売買等に関し法令に違反する行為又は当

取引所の定款、業務規程、受託契約準則その

他の規則に違反する行為が行われた事実を知

ったとき。

（１５）・（１６） （略） （１５）・（１６） （略）

（１７） 役員が法第２９条の４第１項第２号

イからトまでに掲げる者のいずれかに該当す

ることとなった事実を知ったとき。

（１７） 金融商品取引業者又は取引所取引許

可業者の役員にあっては、役員が法第２９条

の４第１項第２号イからトまでに掲げる者の

いずれかに該当することとなった事実を知っ

たとき、登録金融機関の役員にあっては、役

員が破産手続開始の決定、禁錮以上の刑又は

法の規定により罰金の刑を受けた事実を知っ

たとき（外国銀行及び保険会社以外の登録金

融機関の役員にあっては、銀行法令の規定に

より、外国銀行の役員にあっては、銀行法令、

外国銀行法令の規定により、保険会社の役員

にあっては、保険業法令の規定により罰金の

刑を受けた事実を知ったときを含む。）。

（１７）の２ （略） （１７）の２ （略）

（１８） 主要株主（法第２９条の４第２項に

規定する主要株主をいう。以下同じ。）が同

条第１項第５号ニ又はホに該当することとな

った事実を知ったとき（外国法人にあっては、

主要株主に準ずる者が同号ヘに該当すること

となった事実を知ったとき）。

（１８） 金融商品取引業者又は取引所取引許

可業者の主要株主（法第２９条の４第２項に

規定する主要株主をいう。以下同じ。）が同

条第１項第５号ニ又はホに該当することとな

った事実を知ったとき（外国法人にあっては、

主要株主に準ずる者が同号ヘに該当すること

となった事実を知ったとき）。

（１８）の２ ～（２０） （略） （１８）の２ ～（２０） （略）

（２１） 当取引所が定める上場株券・受益証

券取引所内取引高報告を作成したとき。

（２１） 当取引所が定める上場株券・受益証

券取引所内取引高報告を作成したとき（当該

取引参加者が、総合取引参加者又は現物取引

参加者である場合に限る。）。

（２２）～（２２）の３ （略） （２２）～（２２）の３ （略）

（２３） 事業報告書を作成したとき（特別金 （２３） 金融商品取引業者又は取引所取引許
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融商品取引業者にあっては、法第５７条の３

第１項に基づく事業報告書を作成したときを

含む。）。

可業者にあっては、事業報告書を作成したと

き（特別金融商品取引業者にあっては、法第

５７条の３第１項に基づく事業報告書を作成

したときを含む。）、登録金融機関にあって

は、単体又は連結の業務報告書又は中間業務

報告書を作成したとき。

（２３）の２ （略） （２３）の２ （略）

（２４） 金融商品取引業者にあっては、業務

及び財産の状況に関する事項を記載した公衆

の縦覧に供するための説明書類を作成したと

き（特別金融商品取引業者にあっては、法第

５７条の４に基づく説明書類を作成したとき

を含む。）。

（２４） 金融商品取引業者にあっては、業務

及び財産の状況に関する事項を記載した公衆

の縦覧に供するための説明書類を作成したと

き（特別金融商品取引業者にあっては、法第

５７条の４に基づく説明書類を作成したとき

を含む。）、登録金融機関にあっては、単体

又は連結の業務及び財産の状況に関する事項

を記載した公衆の縦覧に供するための説明書

類を作成したとき。

（２４）の２・（２５） （略） （２４）の２・（２５） （略）

（２６） 本店その他の営業所を変更したとき。 （２６） 本店その他の営業所又は主たる事務

所その他の事務所を変更したとき。

（２６）の２ （略） （２６）の２ （略）

（２６）の３ 当取引所の市場における有価証

券の売買に関し使用しているシステム又は機

器に障害が発生したことを知ったとき。

（２６）の３ 当取引所の市場における有価証

券の売買等に関し使用しているシステム又は

機器に障害が発生したことを知ったとき。

（２６）の４～（２７） （略） （２６）の４～（２７） （略）

（取引参加者の調査） （取引参加者の調査）

第１１条の２ 取引参加者は、当該取引参加者が

その子会社又は親会社である外国証券業者（外

国において金融商品取引業に類似する業を行う

外国法人をいう。以下同じ。）から有価証券の

売買を受託した場合（他の子会社又は親会社で

ある外国証券業者を通じて受託した場合を含

む。）において、当取引所が、規程第１９条第

１項第３号の調査において、違反行為が行われ

た疑いが強いため必要があると認めて、当該取

引参加者に対し、当該有価証券の売買に係る当

第１１条の２ 取引参加者は、当該取引参加者が

その子会社又は親会社である外国証券業者（外

国において金融商品取引業に類似する業を行う

外国法人をいう。以下同じ。）から有価証券の

売買等を受託した場合（他の子会社又は親会社

である外国証券業者を通じて受託した場合を含

む。）において、当取引所が、規程第１９条第

１項第３号の調査において、違反行為が行われ

た疑いが強いため必要があると認めて、当該取

引参加者に対し、当該有価証券の売買等に係る
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該外国証券業者の委託者に関する事項又は当該

委託者による売付け若しくは買付けの委託の状

況（当該有価証券の売買が当該外国証券業者の

計算によるものである場合は、当該外国証券業

者に関する事項又は当該外国証券業者による売

付け若しくは買付けの委託の状況）その他の事

項について、報告又は資料の提出を請求したと

きは、正当な事由がないのにこれを拒んではな

らない。この場合において、当取引所は、当該

取引参加者に対し、当該請求の目的及び理由を

口頭又は文書等により明示するものとする。

当該外国証券業者の委託者に関する事項又は当

該委託者による売付け若しくは買付けの委託の

状況（当該有価証券の売買等が当該外国証券業

者の計算によるものである場合は、当該外国証

券業者に関する事項又は当該外国証券業者によ

る売付け若しくは買付けの委託の状況）その他

の事項について、報告又は資料の提出を請求し

たときは、正当な事由がないのにこれを拒んで

はならない。この場合において、当取引所は、

当該取引参加者に対し、当該請求の目的及び理

由を口頭又は文書等により明示するものとす

る。

２～４ （略） ２～４ （略）

（広告に関する規制） （広告に関する規制）

第１２条 規程第２０条の規定に基づき、取引参

加者は、次の各号に掲げる広告を行ってはなら

ないものとする。

第１２条 規程第２０条の規定に基づき、総合取

引参加者は、次の各号に掲げる広告を行っては

ならないものとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 広告の内容が誇大のもの又は投資家の

誤解を招くおそれのあるもの（リモート取引

参加者にあっては、広告の内容が日本に居住

する顧客から当取引所の市場における有価証

券の売買の委託を受けることが可能であると

誤解を招くおそれのあるものを含む。）

（４） 広告の内容が誇大のもの又は投資家の

誤解を招くおそれのあるもの（リモート取引

参加者にあっては、広告の内容が日本に居住

する顧客から当取引所の市場における有価証

券の売買等の委託を受けることが可能である

と誤解を招くおそれのあるものを含む。）

（削る） ２ 前項の規定は、現物取引参加者が有価証券の

売買に関する広告を行う場合、国債先物等取引

参加者が国債証券先物取引若しくは国債証券先

物オプション取引に関する広告を行う場合、指

数先物等取引参加者が指数先物取引若しくは指

数オプション取引に関する広告を行う場合又は

有価証券オプション取引参加者が有価証券オプ

ション取引に関する広告を行う場合について、

それぞれ準用する。

（受託業務の承認申請） （受託業務の承認申請）
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第１２条の２ 規程第２３条の３第２項の申請

は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請

書を当取引所に提出して行うものとする。

第１２条の２ 規程第２３条の３第２項の申請

は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請

書を当取引所に提出して行うものとする。

（１） 商号（英文の商号を含む。） （１） 商号又は名称（英文の商号又は名称を

含む。）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

２ （略） ２ （略）

（取引資格の喪失申請） （取引資格の喪失申請）

第１３条 規程第２５条の取引資格の喪失申請

は、取引資格の喪失申請者が、次の各号に掲げ

る事項を記載した所定の取引資格喪失申請書を

当取引所に提出して行うものとする。

第１３条 規程第２５条の取引資格の喪失申請

は、取引資格の喪失申請者が、次の各号に掲げ

る事項を記載した所定の取引資格喪失申請書を

当取引所に提出して行うものとする。

（削る） （１） 喪失しようとする取引資格の種類

（１） 商号（英文の商号を含む。） （２） 商号又は名称（英文の商号又は名称を

含む。）

（２） 本店の所在地 （３） 本店又は主たる事務所の所在地

（３） （略） （４） （略）

（４） （略） （５） （略）

（５） （略） （６） （略）

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

（１） 取引資格の喪失申請に係る取締役会議事

録の写し（委員会設置会社にあっては、執行役の

決定があったことを証する書面を含む。）

（１） 取引資格の喪失申請に係る取締役会議事

録の写し（委員会設置会社にあっては、執行役の

決定があったことを証する書面を含み、株式会社

以外の者にあっては、これらに準ずるもの）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

（４） 有価証券の売買又は有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する

取引で未決済のものの引継ぎその他の当取引

所が市場の運営上必要と認める事項に関し誓

約する書面

（４） 有価証券の売買等又は有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関す

る取引で未決済のものの引継ぎその他の当取

引所が市場の運営上必要と認める事項に関し

誓約する書面

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）

（取引資格の喪失に係る手続料） （取引資格の喪失に係る手続料）

第１４条 （略） 第１４条 （略）
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２ 前項の規定にかかわらず、取引参加者が、規

程第５条第５項に規定する場合は、取引資格の

喪失に係る手続料の納入を要しない。

２ 前項の規定にかかわらず、取引参加者が、取

引資格の喪失と同時に新たに取引資格を取得す

る場合又は規程第５条第６項に規定する場合

は、取引資格の喪失に係る手続料の納入を要し

ない。

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の

移行に係る承認申請）

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の

移行に係る承認申請）

第１４条の２ 規程第３３条の２第２項の申請

は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請

書を当取引所に提出して行うものとする。

第１４条の２ 規程第３３条の２第２項の申請

は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請

書を当取引所に提出して行うものとする。

（１） 商号（英文の商号を含む。） （１） 商号又は名称（英文の商号又は名称を

含む。）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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取引資格の取得審査に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

取引参加者規程第４条第２項の審査は、取引資

格の取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他公益又は投資者保護のため必要と認める事項

について行うものとする。

取引参加者規程第４条第２項の審査は、取引資

格の取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他公益又は投資者保護のため必要と認める事項

について行うものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 財務基盤 （２） 財務基盤

当該取引資格を取得すべき期日までに、次

のａ又はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又は

ｂに定める基準に適合すると見込まれ、かつ、

取引参加者として安定した収益力が見込まれ

ること。

当該取引資格を取得すべき期日までに、次

のａからｃまでに掲げる区分に従い、当該ａ

からｃまでに定める基準に適合すると見込ま

れ、かつ、取引参加者として安定した収益力

が見込まれること。

ａ 金融商品取引業者 ａ 金融商品取引業者

（ａ） （略） （ａ） （略）

（ｂ） 純財産額が５億円以上であり、か

つ、資本金の額を上回っていること。

（ｂ） 純財産額が１０億円以上であり、

かつ、資本金の額を上回っていること。

（ｃ）・（ｄ） （略） （ｃ）・（ｄ） （略）

ｂ 取引所取引許可業者 ｂ 取引所取引許可業者

（ａ） （略） （ａ） （略）

（ｂ） 純財産額が５億円以上であり、か

つ、資本金の額を上回っていること。

（ｂ） 純財産額が１０億円以上であり、

かつ、資本金の額を上回っていること。

（ｃ） （略） （ｃ） （略）

（削る） ｃ 登録金融機関

（ａ） 資本金の額又は出資の総額（相互

会社にあっては、基金（基金償却積立金

を含む。）の総額）が３億円以上である

こと。

（ｂ） 純資産額が１０億円以上であり、

かつ、資本金の額又は出資の総額（相互

会社にあっては、基金（基金償却積立金

を含む。）の総額）を上回っていること。

（ｃ） 国際統一基準行、農林中央金庫及

び株式会社商工組合中央金庫にあって

は、次のイからハまでに該当しているこ

と（外国銀行にあっては、これに準ずる
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場合に該当していること）。

イ 単体又は連結普通株式等Ｔｉｅｒｌ

比率（農林中央金庫にあっては、単体

又は連結普通出資等Ｔｉｅｒｌ比率）

が４．５パーセントを上回っているこ

と。

ロ 単体又は連結Ｔｉｅｒｌ比率が６パ

ーセントを上回っていること。

ハ 単体又は連結総自己資本比率が８パ

ーセントを上回っていること。

（ｄ） 国際統一基準行、農林中央金庫、

株式会社商工組合中央金庫、外国銀行及

び保険会社以外の登録金融機関にあって

は、海外事業拠点を有する場合は国際統

一基準に係る単体又は連結自己資本比率

が８パーセントを、海外事業拠点を有し

ない場合は国内基準に係る単体又は連結

自己資本比率が４パーセントを上回って

いること。

（ｅ） 保険会社にあっては、単体又は連

結ソルベンシー・マージン比率が４００

パーセントを上回っていること。

（３） （略） （３） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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取引参加料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（入会金） （入会金）

第２条 取引参加者規程第５条第２項に規定する

入会金の額は、１億円（取引所取引許可業者が

取引資格を取得する場合は１，０００万円）と

し、消費税額及び地方消費税額を加算して納入

するものとする。

第２条 取引参加者規程第５条第２項に規定する

入会金の額は、次の各号に定める額（取引所取

引許可業者が取引資格を取得する場合は、次の

各号に定める額に１０分の１を乗じた額）とし、

消費税額及び地方消費税額を加算して納入する

ものとする。

（削る） （１） 総合取引資格を取得する場合は、１億

円

（削る） （２） 国債先物等取引資格を取得する場合は、

３千万円

（削る） （３） 指数先物等取引資格を取得する場合は、

１千万円

（削る） （４） 有価証券オプション取引資格を取得す

る場合は、１千万円

２ 取引参加者規程第３３条の２第４項に規定す

る金銭の額は、前項に規定する入会金の額から、

取引資格を取得した際に当取引所に納入した入

会金の額を控除した額とし、消費税額及び地方

消費税額を加算して納入するものとする。

２ 取引参加者規程第３３条の２第４項に規定す

る金銭の額は、前項各号に規定する入会金の額

から、取引資格を取得した際に当取引所に納入

した入会金の額を控除した額とし、消費税額及

び地方消費税額を加算して納入するものとす

る。

（取引参加料金） （取引参加料金）

第３条 取引参加者規程第１１条に規定する取引

参加料金は、基本料、取引料、アクセス料及び

売買システム施設利用料とする。

第３条 取引参加者規程第１１条に規定する取引

参加料金は、基本料、取引料、アクセス料、売

買システム施設利用料、ギブアップ手数料及び

移管取引料とする。

２ （略） ２ （略）

３ 取引料の額は、各取引参加者の当取引所の市

場における有価証券の売買について、売買代金

又は売買数量（以下「取引料の算出の基準」と

いう。）に取引料率を乗じて算出した額の総額

とし、有価証券の売買に係る取引料の算出の基

３ 取引料の額は、各取引参加者の当取引所の市

場における次の各号に掲げる取引について、当

該各号に定める売買代金等（以下「取引料の算

出の基準」という。）に取引料率を乗じて算出

した額の総額とし、第１号に掲げる取引に係る



129

準及び取引料率は別表第２に定めるとおりとす

る。

取引料の算出の基準及び取引料率並びに第２号

から第６号までに掲げる取引に係る取引料率

は、当該取引の対象ごとに、別表第２に定める

とおりとする。

（削る） （１） 有価証券の売買（第４号に掲げる取引

における権利行使により成立する有価証券の

売買を除く。）

売買代金又は売買数量

（削る） （２） 国債証券先物取引（第５号に掲げる取

引における権利行使により成立するものを含

み、移管取引により成立するものを除く。）

取引数量及び受渡決済数量

（削る） （３） 指数先物取引（移管取引により成立す

るものを除く。）

取引数量

（削る） （４） 有価証券オプション取引

取引数量

（削る） （５） 国債証券先物オプション取引

取引数量

（削る） （６） 指数オプション取引

取引数量

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所

の市場における株券等（内国株券（出資証券、

優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資証

券を含む。）、新株予約権証券、外国株券（外

国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国株

預託証券を含む。）、受益証券発行信託の受益

証券、外国受益証券発行信託の受益証券、転換

社債型新株予約権付社債券及び交換社債券をい

う。以下同じ。）の売買に係る注文の件数の区

分に応じて定める額とし、当該区分及び額は別

表第３に定めるとおりとする。

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所

の市場における次の各号に掲げる取引に係る注

文の件数の区分に応じて定める額とし、当該区

分及び額は別表第３に定めるとおりとする。

（削る） （１） 内国株券（出資証券、優先出資証券、

投資信託の受益証券及び投資証券を含む。）、

新株予約権証券、外国株券（外国投資信託受

益証券、外国投資証券及び外国株預託証券を
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含む。）、受益証券発行信託の受益証券、外

国受益証券発行信託の受益証券、転換社債型

新株予約権付社債券及び交換社債券（以下「株

券等」という。）の売買

（削る） （２） 国債証券先物取引

（削る） （３） 指数先物取引

５ 売買システム施設利用料の額は、各取引参加

者の当取引所の市場における株券等の売買につ

いて、各取引参加者が利用する売買システム施

設の種類の区分に応じて定める額とし、当該区

分及び額は別表第４に定めるとおりとする。

５ 売買システム施設利用料の額は、各取引参加

者の当取引所の市場における次の各号に掲げる

取引について、各取引参加者が利用する売買シ

ステム施設の種類の区分に応じて定める額と

し、当該区分及び額は別表第４に定めるとおり

とする。

（削る） （１） 株券等の売買（売買立会による売買に限

る。）

（削る） （２） 国債証券先物取引、指数先物取引、有

価証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び指数オプション取引

（削る） （３） 株券等の売買（売買立会によらない売

買（ストラテジー取引により成立する売買を

除く。）に限る。）

（削る） ６ ギブアップ手数料の額は、当取引所市場にお

ける次の各号に掲げる取引について、清算執行

取引参加者において、ギブアップの成立により

発生した当該取引の売付け及び買付けに係る取

引単位の数量に応じて定める額とし、当該額は

別表第５に定めるとおりとする。

（１） 国債証券先物取引

（２） 指数先物取引

（３） 有価証券オプション取引

（４） 国債証券先物オプション取引

（５） 指数オプション取引

（削る） ７ 移管取引料の額は、移管取引により成立した

各取引参加者の当取引所の市場における国債証

券先物取引及び指数先物取引の売付け及び買付

けに係る取引単位の数量に応じて定める額と

し、当該額は別表６に定めるとおりとする。
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（削る） ８ 第３項及び前項に規定する「移管取引」とは、

国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契

約準則の特例第１４条の３第２項及び指数先物

取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１９条第２項に規定する移管取引をいい、第

５項に規定する「ストラテジー取引」とは、有

価証券オプション取引に関する業務規程、信用

取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第

８条第１項第２号に掲げるストラテジー取引を

いい、第６項に規定する「清算執行取引参加者」

とは、国債証券先物取引に関する業務規程及び

受託契約準則の特例第２４条第４項、指数先物

取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第２９条第４項、有価証券オプション取引に関

する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受

託契約準則の特例第３４条第４項、国債証券先

物オプション取引に関する業務規程及び受託契

約準則の特例第３３条第４項又は指数オプショ

ン取引に関する業務規程及び受託契約準則の特

例第３４条第４項に規定する清算執行取引参加

者をいい、「ギブアップ」とは、国債証券先物

取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第２４条第２項、指数先物取引に関する業務規

程及び受託契約準則の特例第２９条第２項、有

価証券オプション取引に関する業務規程、信用

取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第

３４条第２項、国債証券先物オプション取引に

関する業務規程及び受託契約準則の特例第３３

条第２項又は指数オプション取引に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第３４条第２項に

規定するギブアップをいう。

６ 第１項に規定する取引参加料金の当取引所へ

の納入の日は、毎月２０日（休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。）とし、基本料及び売

買システム施設利用料については当月分を、取

引料及びアクセス料については前月分を、消費

９ 第１項に規定する取引参加料金の当取引所へ

の納入の日は、毎月２０日（休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。）とし、基本料及び売

買システム施設利用料については当月分を、取

引料、アクセス料、ギブアップ手数料及び移管
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税額及び地方消費税額を加算して納入するもの

とする。

取引料については前月分を、消費税額及び地方

消費税額を加算して納入するものとする。

（マーケットメイカーに指定された取引参加者

に対する取引料の割引）

（削る） 第３条の２ 前条の規定にかかわらず、当取引所

は、マーケットメイカーとして指定（国債証券

先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の

特例の施行規則（以下「国債証券先物特例施行

規則」という。）第９条の６第２項、指数先物

取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

の施行規則（以下「指数先物特例施行規則」と

いう。）第９条の７第２項、有価証券オプショ

ン取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例の施行規則（以下

「有価証券オプション特例施行規則」という。）

第１３条の６第２項、国債証券先物オプション

取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

の施行規則（以下「国債証券先物オプション特

例施行規則」という。）第１０条の６第２項又

は指数オプション取引に関する業務規程及び受

託契約準則の特例の施行規則（以下「指数オプ

ション特例施行規則」という。）第１０条の６

第２項の規定によるマーケットメイカーの指定

をいう。）を受けた取引参加者に対して、その

役割（国債証券先物特例施行規則第９条の６第

３項、指数先物特例施行規則第９条の７第３項、

有価証券オプション特例施行規則第１３条の６

第３項、国債証券先物オプション特例施行規則

第１０条の６第３項又は指数オプション特例施

行規則第１０条の６第３項に定める役割をい

う。）の充足状況に応じて、当取引所が別に定

めるところにより取引料の割引又は割戻しを行

う。

（取引料率の臨時変更等）
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（削る） 第３条の３ 前２条の規定にかかわらず、当取引

所は、市場の活性化のために必要があると認め

る場合は、当取引所が定めるところにより、一

定の期間において、第３条第３項第２号から第

６号までに掲げる取引に係る取引料率を変更

し、又は取引料の割戻しをすることができる。

この場合において、あらかじめその旨を取引参

加者に通知する。

（外国ＥＴＦ等サポート・メンバーに指定され

た取引参加者に対する取引料の割戻し）

（外国ＥＴＦ等サポート・メンバーに指定され

た取引参加者に対する取引料の割戻し）

第３条の２ （略） 第３条の４ （略）

（取消料） （取消料）

第３条の３ 取引参加者規程第１１条の２に規定

する取消料の額は、取り消された取引（過誤の

ある注文により成立した取引に限る。）に係る

取引料の算出の基準に、次の各号に掲げる取引

の区分に応じて、当該各号に定める率を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０万円

を下回る場合は、１０万円とし、１，０００万

円を上回る場合は、１，０００万円とする。

第３条の５ 取引参加者規程第１１条の２に規定

する取消料の額は、取り消された取引（過誤の

ある注文により成立した取引に限る。）に係る

取引料の算出の基準に、次の各号に掲げる取引

の区分に応じて、当該各号に定める率を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０万円

を下回る場合は、１０万円とし、１，０００万

円を上回る場合は、１，０００万円とする。

（１） 株券等（ＪＡＳＤＡＱ（有価証券上場

規程第１０３条に規定するＪＡＳＤＡＱをい

う。以下同じ。）に上場する株券等（出資証

券を除く。次号において同じ。）を除く。）

の売買立会による売買（立会外分売及び自己

株式立会外買付取引により成立する売買を含

む。）及び終値取引による売買 万分の０．

２９

（１） 株券等（ＪＡＳＤＡＱ（有価証券上場

規程第１０３条に規定するＪＡＳＤＡＱをい

う。以下同じ。）に上場する株券等（出資証

券を除く。次号において同じ。）を除く。）

の売買立会による売買（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及びストラテジー取引によ

り成立する売買を含む。）及び終値取引によ

る売買 万分の０．２９

（１）の２ ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の

売買立会による売買（立会外分売及び自己株

式立会外買付取引により成立する売買を含

む。）及び終値取引による売買 万分の１．

９２

（１）の２ ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の

売買立会による売買（立会外分売、自己株式

立会外買付取引及びストラテジー取引により

成立する売買を含む。）及び終値取引による

売買 万分の１．９２

（２） 売買立会による売買（立会外分売及び （２） 売買立会による売買（立会外分売、自
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自己株式立会外買付取引により成立する売買

を含む。）及び終値取引による売買以外の株

券等の売買 万分の０．０６

己株式立会外買付取引及びストラテジー取引

により成立する売買を含む。）及び終値取引

による売買以外の株券等の売買 万分の０．

０６

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

（削る） （６） 国債証券先物取引（ラージ取引に限る。）

１取引単位につき９５円

（削る） （７） 国債証券先物取引（ミニ取引に限る。）

１取引単位につき２０円

（削る） （８） 東証株価指数先物取引（ラージ取引に

限る。）、東証電気機器株価指数先物取引、

東証輸送用機器株価指数先物取引及び東証銀

行業株価指数先物取引 １取引単位につき５

５円

（削る） （９） 東証株価指数先物取引（ミニ取引に限

る。）、Ｓ＆Ｐ／ＴＯＰＩＸ１５０先物取引、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０先物取引及び東証

ＲＥＩＴ指数先物取引 １取引単位につき７

円

（削る） （１０） 日経平均・配当指数先物取引、ＴＯ

ＰＩＸ配当指数先物取引及びＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０配当指数先物取引 １取引単位に

つき４０円

（削る） （１１） 有価証券オプション取引 １取引単

位につき１０円

（削る） （１２） 国債証券先物オプション取引 １取

引単位につき４０円

（削る） （１３） 指数オプション取引 １取引単位に

つき４０円

２ （略） ２ （略）

（取引参加者保証金の額） （取引参加者保証金の額）

第４条 取引参加者規程第１３条第１項に規定す

る取引参加者保証金の額は、次の各号に掲げる

額を合計した額とする。

第４条 取引参加者規程第１３条第１項に規定す

る取引参加者保証金の額は、取引参加者の有す

る取引資格ごとに次の各号に掲げる額を合計し

た額とする。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 当取引所の直前の事業年度における当

該取引参加者の取引参加料金のうち取引料及

びアクセス料の平均月額（新たに取引資格を

取得した場合における当該取得日の属する事

業年度においては、各取引参加者の取引料及

びアクセス料の平均月額）の２か月分の合計

額

（２） 当取引所の直前の事業年度における当

該取引参加者の取引参加料金のうち当該取引

資格の種類に係る取引についての取引料、ア

クセス料、ギブアップ手数料及び移管取引料

の平均月額（新たに取引資格を取得した場合

における当該取得日の属する事業年度におい

ては、当該取引資格を有する各取引参加者の

当該取引資格の種類に係る取引についての取

引料、アクセス料、ギブアップ手数料及び移

管取引料の平均月額）の２か月分の合計額

２ 前項の規定にかかわらず、新たに取引資格を

取得した場合で、取引参加者規程第５条第５項

に規定する取引参加者保証金の充当を行ったと

きの当該取得日の属する事業年度の取引参加者

保証金の額は、取引資格を喪失した取引参加者

の取引資格喪失時の取引参加者保証金の額とす

る。

２ 前項の規定にかかわらず、新たに取引資格を

取得した場合で、次の各号に掲げる場合に該当

するときの当該取得日の属する事業年度の取引

参加者保証金の額は、当該各号に定める額とす

る。

（削る） （１） 取引参加者規程第５条第５項に規定す

る取引参加者保証金の充当を行った場合（総

合取引参加者以外の者が総合取引資格を取得

した場合及び取引資格を追加して取得した場

合を除く。）

取引資格喪失時の取引参加者保証金の額

（削る） （２） 取引参加者規程第５条第６項に規定す

る取引参加者保証金の充当を行った場合

取引資格を喪失した取引参加者の取引資格

喪失時の取引参加者保証金の額

３ （略） ３ （略）

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） （有価証券等清算取次ぎに対する適用）

第５条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取

次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託

する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者

とみなしてこの規則を適用する。

第５条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行

う者とみなしてこの規則を適用する。



136

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。

３ この改正規定施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日に現物取引参加者であって、施行

日に取引資格を取得した者の平成２５年度にお

ける取引参加者保証金の額は、平成２５年７月

１６日改正付則第２項の規定により算出した額

とする。

４ 改正前の別表第１第１項第１号の規定にかか

わらず、施行日の前日に総合取引参加者である

者については、施行日の属する月（以下「開始

月」という。）の基本料の額（月額）は、次の

各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定

めるとおりとする。

（１） 開始月の前月の当取引所の市場におけ

る取引において、ＪＡＳＤＡＱに上場する株

券等に係る注文（訂正及び取消注文を含む。

以下同じ。）を行なった場合

５０万円に、開始月の前月の当取引所の市

場における立会による取引において国債証券

先物取引に係る注文を行なった場合は２０万

円を、開始月の前月の当取引所の市場におけ

る立会による取引において指数先物取引に係

る注文を行なった場合は３０万円を、それぞ

れ施行日の前日までの日割をもって計算した

額を加算した額

（２） 開始月の前月の当取引所の市場におけ

る取引において、ＪＡＳＤＡＱに上場する株
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券等に係る注文を行わなかった場合

４０万円に、開始月の前月の当取引所の市

場における立会による取引において国債証券

先物取引に係る注文を行なった場合は２０万

円を、開始月の前月の当取引所の市場におけ

る立会による取引において指数先物取引に係

る注文を行なった場合は３０万円を、それぞ

れ施行日の前日までの日割をもって計算した

額を加算した額

５ 改正前の第３条第３項各号に掲げる取引（同

項第１号に掲げる取引については、ストラテジ

ー取引により成立する売買に限る。）について

の開始月の取引料の額は、同項及び改正前の別

表第２に定めるとおり算出する。ただし、東証

株価指数先物取引（ラージ取引に限る。）、東

証電気機器株価指数先物取引及び東証銀行業株

価指数先物取引に係る取引料については、同別

表第２中「１００，０００単位」とあるのは「１

００，０００単位に、開始月の初日から施行日

の前日までの日数を開始月の全日数で除した値

を乗じた単位」と、「３００，０００単位」と

あるのは「３００，０００単位に、開始月の初

日から施行日の前日までの日数を開始月の全日

数で除した値を乗じた単位」として算出した額

とする。

６ 改正前の第３条の２及び第３条の３の規定

は、開始月において、なおその効力を有する。

７ 改正前の別表第４第１項第２号の規定に係る

売買システム施設利用料の額は、開始月につい

ては、施行日の前日までの日割をもって算出す

る。

８ 施行日の前日までのアクセス料、ギブアップ

手数料、移管取引料及び取消料は、改正前の第

３条第４項及び別表第３、第３条第６項及び別

表第５、第３条第７項及び別表６並びに第３条

の５に定めるとおり算出する。
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９ 第４項から前項までの規定により算出した料

金の当取引所への納入の日は、開始月の翌月２

０日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）

とし、消費税額及び地方消費税額を加算して納

入するものとする。

１０ 第４条第１項の規定にかかわらず、平成２

６年度における取引参加者保証金の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定

めるとおりとする。

（１） 当取引所の平成２５年度の最終月の当

取引所の市場における取引において、ＪＡＳ

ＤＡＱに上場する株券等に係る注文を行なっ

た場合

５０万円に、当取引所の平成２５年度末に

おける当該取引参加者の取引参加料金のうち

改正後の別表第４第１項の規定に係る売買シ

ステム施設利用料の月額の１か月分と、当取

引所の平成２５年度における当該取引参加者

の取引参加者料金のうち有価証券の売買に係

る取引料及びアクセス料の平均月額の２か月

分の合計額を加算した額

（２） 当取引所の平成２５年度の最終月の当

取引所の市場における取引において、ＪＡＳ

ＤＡＱに上場する株券等に係る注文を行なわ

なかった場合

４０万円に、当取引所の平成２５年度末に

おける当該取引参加者の取引参加料金のうち

改正後の別表第４第１項の規定に係る売買シ

ステム施設利用料の月額の１か月分と、当取

引所の平成２５年度における当該取引参加者

の取引参加者料金のうち有価証券の売買に係

る取引料及びアクセス料の平均月額の２か月

分の合計額を加算した額

１１ 第２項から前項までの規定のほか、施行日

における取扱いその他必要な事項については、

当取引所が別に定めるところによる。
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別表第１ 別表第１

基本料の額 基本料の額

１ 総合取引参加者の基本料の額（月額）は、４

０万円とする。ただし、当該総合取引参加者が

前月の当取引所の市場における取引において、

ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等に係る注文（訂

正及び取消注文を含む。以下同じ。）を行なっ

た場合には、５０万円とする。

１ 基本料の額（月額）は、次のとおりとする。

（１） 総合取引参加者 ９０万円

ただし、各総合取引参加者が、次のａ又

はｂに掲げる場合には、当該ａ又はｂに定

める額を控除し、次のｃに掲げる場合には、

当該ｃに定める額を加算した額とする。

ａ 前月の当取引所の市場における取引立会

による取引において、国債証券先物取引に

係る注文（訂正及び取消注文を含む。以下

同じ。）を行なわなかった場合 ２０万円

ｂ 前月の当取引所の市場における立会によ

る取引において、指数先物取引に係る注文

を行なわなかった場合 ３０万円

ｃ 前月の当取引所の市場における取引にお

いて、ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等に係

る注文を行なった場合 １０万円

（２） 現物取引参加者 ４０万円

ただし、各現物取引参加者が、前号ｃに

掲げる場合には、当該ｃに定める額を加算

した額とする。

（３） 国債先物等取引参加者 ２０万円

（４） 指数先物等取引参加者 ３０万円

（５） 有価証券オプション取引参加者 ０円

２ （略） ２ （略）

別表第２ 別表第２

取引料の算出の基準及び取引料率 取引料の算出の基準及び取引料率

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準

及び取引料率は、次のとおりとする。

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準

及び取引料率は、次のとおりとする。

（削る）
取引対象の

区分

算出

の基

準

取引料率 取引の区分
取引対象の

区分

算出

の基

準

取引料率

（削る） 株券等（内国売買 売買立会による売 有価証券の売 株券等（内 売買 売買立会による売
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株券（出資証

券、優先出資

証券、投資信

託の受益証

券及び投資

証券を含

む。）、新株

予約権証券、

外国株券（外

国投資信託

受益証券、外

国投資証券

及び外国株

預託証券を

含む。）、受

益証券発行

信託の受益

証券、外国受

益証券発行

信託の受益

証券、転換社

債型新株予

約権付社債

券及び交換

社債券を含

む。）（ＪＡ

ＳＤＡＱに

上場する株

券等（出資証

券を除く。以

下同じ。）を

除く。）

代金 買（立会外分売及

び自己株式立会外

買付取引により成

立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買及び復活

のための売買を含

む。）の市場内に

おける月間の売付

代金及び買付代金

の合計額のうち

買（有価証券

オプション取

引における権

利行使により

成立する有価

証券の売買を

除く。）

国株券（出

資証券、優

先出資証

券、投資信

託の受益証

券及び投資

証券を含

む。）、新

株予約権証

券、外国株

券（外国投

資信託受益

証券、外国

投資証券及

び外国株預

託証券を含

む。）、受

益証券発行

信託の受益

証券、外国

受益証券発

行信託の受

益証券、転

換社債型新

株予約権付

社債券及び

交換社債券

を含む。）

（ＪＡＳＤ

ＡＱに上場

する株券等

（出資証券

を除く。以

下同じ。）

を除く。）

代金 買（立会外分売、

自己株式立会外買

付取引及びストラ

テジー取引により

成立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買及び復活

のための売買を含

む。）の市場内に

おける月間の売付

代金及び買付代金

の合計額のうち

（１） ２００億

円以下の金額に

つき

（１） ２００億

円以下の金額に

つき

０ ０

（２） ２００億

円を超え２，０

００億円以下の

金額につき

（２） ２００億

円を超え２，０

００億円以下の

金額につき

標準料率に 標準料率に
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０．９０を乗じ

て得た値

０．９０を乗じ

て得た値

（３） ２，００

０億円を超え１

兆円以下の金額

につき

（３） ２，００

０億円を超え１

兆円以下の金額

につき

標準料率に

１．００を乗じ

て得た値

標準料率に

１．００を乗じ

て得た値

（４） １兆円を

超え１兆５，０

００億円以下の

金額につき

（４） １兆円を

超え１兆５，０

００億円以下の

金額につき

標準料率に

０．８０を乗じ

て得た値

標準料率に

０．８０を乗じ

て得た値

（５） １兆５，

０００億円を超

える金額につき

（５） １兆５，

０００億円を超

える金額につき

標準料率に

０．７０を乗じ

て得た値

標準料率に

０．７０を乗じ

て得た値

売買立会による売

買（立会外分売及

び自己株式立会外

買付取引により成

立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買を含む。）

以外の売買の市場

内における売付代

金及び買付代金の

合計額の

売買立会による売

買（立会外分売、

自己株式立会外買

付取引及びストラ

テジー取引により

成立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買を含む。）

以外の売買の市場

内における売付代

金及び買付代金の
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合計額の

万分の０．０６ 万分の０．０６

ＪＡＳＤＡ

Ｑに上場す

る株券等

売買

代金

売買立会による売

買（立会外分売及

び自己株式立会外

買付取引により成

立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買及び復活

のための売買を含

む。）の市場内に

おける月間の売付

代金及び買付代金

の合計額のうち

ＪＡＳＤＡ

Ｑに上場す

る株券等

売買

代金

売買立会による売

買（立会外分売、

自己株式立会外買

付取引及びストラ

テジー取引により

成立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買及び復活

のための売買を含

む。）の市場内に

おける月間の売付

代金及び買付代金

の合計額のうち

（１） ５億円以

下の金額につき

（１） ５億円以

下の金額につき

０ ０

（２） ５億円を

超え１００億円

以下の金額につ

き

（２） ５億円を

超え１００億円

以下の金額につ

き

万分の１．７２８ 万分の１．７２８

（３） １００億

円を超え１，０

００億円以下の

金額につき

（３） １００億

円を超え１，０

００億円以下の

金額につき

万分の１．９２０ 万分の１．９２０

（４） １，００

０億円を超え

１，５００億円

以下の金額につ

き

（４） １，００

０億円を超え

１，５００億円

以下の金額につ

き
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万分の１．５３６ 万分の１．５３６

（５） １，５０

０億円を超える

金額につき

（５） １，５０

０億円を超える

金額につき

万分の１．３４４ 万分の１．３４４

売買立会による売

買（立会外分売及

び自己株式立会外

買付取引により成

立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買を含む。）

以外の売買の市場

内における売付代

金及び買付代金の

合計額の

売買立会による売

買（立会外分売、

自己株式立会外買

付取引及びストラ

テジー取引により

成立する売買を含

む。）及び終値取

引による売買（そ

れぞれの売買に係

る過誤訂正等のた

めの売買を含む。）

以外の売買の市場

内における売付代

金及び買付代金の

合計額の

万分の０．０６ 万分の０．０６

（略） （略）（略） （略） （略）（略）

（略） （略）（略） （略） （略）（略）

（略） （略）（略） （略） （略）（略）

（略） （略）（略） （略） （略）（略）

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 国債証券先物

取引（ラージ

取引に限る。）

国債証券の

標準物

取引

数量

及び

受渡

決済

数量

国債証券先物取引

（国債証券先物オ

プション取引の権

利行使及び権利行

使の割当てにより

成立するものを除

く。）の新規の売

付け若しくは新規

の買付け又は転売

若しくは買戻し



144

（注文執行取引参

加者においてはギ

ブアップの成立に

より消滅する売付

け又は買付けを含

み、清算執行取引

参加者においては

ギブアップの成立

により発生する売

付け又は買付けを

除く。）ごとに

１取引単位につ

き９５円

国債証券先物オプ

ション取引の権利

行使及び権利行使

の割当てにより成

立する国債証券先

物取引の売付け又

は買付けごとに

１取引単位につ

き８２円

国債証券先物取引

の受渡決済数量に

つき

１取引単位につ

き１０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 国債証券先物

取引（ミニ取

引に限る。）

国債証券の

標準物の価

格

取引

数量

国債証券先物取引

の新規の売付け、

新規の買付け、転

売及び買戻し（注

文執行取引参加者

においてはギブア

ップの成立により

消滅する売付け又

は買付けを含み、
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清算執行取引参加

者においてはギブ

アップの成立によ

り発生する売付け

又は買付けを除

く。）ごとに

１取引単位につ

き２０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 東証株価指数

先物取引（ラ

ージ取引に限

る。）、東証

電気機器株価

指数先物取

引、東証輸送

用機器株価指

数先物取引及

び東証銀行業

株価指数先物

取引

東証株価指

数、東証電

気機器株価

指数、東証

輸送用機器

株価指数及

び東証銀行

業株価指数

取引

数量

指数先物取引の新

規の売付け、新規

の買付け、転売及

び買戻し（注文執

行取引参加者にお

いてはギブアップ

の成立により消滅

する売付け又は買

付けを含み、清算

執行取引参加者に

おいてはギブアッ

プの成立により発

生する売付け又は

買付けを除く。）

ごとに

（１） １００，

０００単位以下

の取引数量につ

き

１取引単位に

つき５５円

（２） １００，

０００単位を超

え３００，００

０単位以下の取

引数量につき

１取引単位に

つき３５円
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（３） ３００，

０００単位を超

える取引数量に

つき

１取引単位に

つき２０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 東証株価指数

先物取引（ミ

ニ取引に限

る。）、Ｓ＆

Ｐ／ＴＯＰＩ

Ｘ１５０先物

取引、ＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０先物取

引及び東証Ｒ

ＥＩＴ指数先

物取引

東証株価指

数、Ｓ＆Ｐ

／ＴＯＰＩ

Ｘ１５０、

ＴＯＰＩＸ

Ｃｏｒｅ３

０及び東証

ＲＥＩＴ指

数

取引

数量

指数先物取引の新

規の売付け、新規

の買付け、転売及

び買戻し（注文執

行取引参加者にお

いてはギブアップ

の成立により消滅

する売付け又は買

付けを含み、清算

執行取引参加者に

おいてはギブアッ

プの成立により発

生する売付け又は

買付けを除く。）

ごとに

１取引単位につ

き７円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 日経平均・配

当指数先物取

引、ＴＯＰＩ

Ｘ配当指数先

物取引及びＴ

ＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０配

当指数先物取

引

日経平均・

配当指数、

ＴＯＰＩＸ

配当指数及

びＴＯＰＩ

Ｘ

Ｃｏｒｅ３

０配当指数

取引

数量

指数先物取引の新

規の売付け、新規

の買付け、転売及

び買戻し（注文執

行取引参加者にお

いてはギブアップ

の成立により消滅

する売付け又は買

付けを含み、清算

執行取引参加者に

おいてはギブアッ

プの成立により発

生する売付け又は
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買付けを除く。）

ごとに

（１） ５，００

０単位以下の取

引数量につき

１取引単位に

つき４０円

（２） ５，００

０単位超の取引

数量につき

１取引単位に

つき２０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 有価証券オプ

ション取引

有価証券オ

プション

取引

数量

有価証券オプショ

ン取引の新規の売

付け、新規の買付

け、転売及び買戻

し（注文執行取引

参加者においては

ギブアップの成立

により消滅する売

付け又は買付けを

含み、清算執行取

引参加者において

はギブアップの成

立により発生する

売付け又は買付け

を除く。）ごとに

１取引単位につ

き１０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 国債証券先物

オプション取

引

国債証券先

物オプショ

ン

取引

数量

国債証券先物オプ

ション取引の新規

の売付け、新規の

買付け、転売及び

買戻し（注文執行

取引参加者におい

てはギブアップの
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成立により消滅す

る売付け又は買付

けを含み、清算執

行取引参加者にお

いてはギブアップ

の成立により発生

する売付け又は買

付けを除く。）ご

とに

１取引単位につ

き４０円

（削る） （削る） （削

る）

（削る） 指数オプショ

ン取引

指数オプシ

ョン

取引

数量

指数オプション取

引の新規の売付

け、新規の買付け、

転売及び買戻し

（注文執行取引参

加者においてはギ

ブアップの成立に

より消滅する売付

け又は買付けを含

み、清算執行取引

参加者においては

ギブアップの成立

により発生する売

付け又は買付けを

除く。）ごとに

１取引単位につ

き４０円

（注）１．（略） （注）１．（略）

（削る） ２．受渡決済数量は、各限月取引の取引

最終日までの間に買戻しをしなかった

売建玉に係る受渡決済数量と転売をし

なかった買建玉に係る受渡決済数量の

合計の数量をいう。

２．（略） ３．（略）

（削る） ４．指数先物取引に係る用語の意義は、
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指数先物取引に関する業務規程及び受

託契約準則の特例並びに清算・決済規

程において定めるところによる。

（削る） ５．有価証券オプション取引に係る用語

の意義は、有価証券オプション取引に

関する業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例並びに清

算・決済規程において定めるところに

よる。

（削る） ６．国債証券先物オプション取引に係る

用語の意義は、国債証券先物オプショ

ン取引に関する業務規程及び受託契約

準則の特例並びに清算・決済規程にお

いて定めるところによる。

（削る） ７．指数オプション取引に係る用語の意

義は、指数オプション取引に関する業

務規程及び受託契約準則の特例並びに

清算・決済規程において定めるところ

による。

３．標準料率は、当取引所の市場におけ

る株券等（ＪＡＳＤＡＱに上場する株

券等を除く。）の売買立会による売買

（立会外分売及び自己株式買付取引に

より成立する売買を含む。）及び終値

取引による売買（それぞれの売買に係

る過誤訂正等のための売買を含む。）

について、当月の売付代金及び買付代

金の合計額（以下「総売買代金」とい

う。）を基準にして、次に定める料率

とする。

８．標準料率は、当取引所の市場におけ

る株券等（ＪＡＳＤＡＱに上場する株

券等を除く。）の売買立会による売買

（立会外分売、自己株式買付取引及び

ストラテジー取引により成立する売買

を含む。）及び終値取引による売買（そ

れぞれの売買に係る過誤訂正等のため

の売買を含む。）について、当月の売

付代金及び買付代金の合計額（以下「総

売買代金」という。）を基準にして、

次に定める料率とする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

４． （略） ９． （略）

別表第３ 別表第３

アクセス料の額 アクセス料の額

アクセス料の額（月額）は、次の各号に掲げる アクセス料の額（月額）は、次の各号に定める
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売買の区分に従い、当該各号に定める額の合計額

とする。

額の合計額とする。

（１） 売買立会による売買（次号に掲げる売

買を除く。）

（１） 株券等の売買

各取引参加者の売買立会による売買に係る

月間の注文（訂正及び取消注文を含む。以下

同じ。）の件数について

次のａからｃまでに掲げる売買の区分に従

い、当該ａからｃまでに定める額とする。

注文の件数 金額 ａ． 売買立会による売買（次ｂ．に掲げる

売買を除く。）

１０万件以下の場合 ４０万円 各取引参加者の売買立会による売買に

係る月間の注文（訂正及び取消注文を含

む。以下同じ。）の件数について

１０万件を超え２０万件

以下の場合

６０万円 注文の件数 金額

２０万件を超え３０万件

以下の場合

９０万円 １０万件以下の場合 ４０万円

３０万件を超え５０万件

以下の場合

１５０万円 １０万件を超え２０万件

以下の場合

６０万円

５０万件を超え１００万

件以下の場合

２５０万円 ２０万件を超え３０万件

以下の場合

９０万円

１００万件を超え２００

万件以下の場合

４００万円 ３０万件を超え５０万件

以下の場合

１５０万円

２００万件を超え３００

万件以下の場合

５２０万円 ５０万件を超え１００万

件以下の場合

２５０万円

３００万件を超え４００

万件以下の場合

６００万円 １００万件を超え２００

万件以下の場合

４００万円

４００万件を超え５００

万件以下の場合

６６０万円 ２００万件を超え３００

万件以下の場合

５２０万円

５００万件を超え１，００

０万件以下の場合

７１０万円 ３００万件を超え４００

万件以下の場合

６００万円

１，０００万件を超える場

合

７６０万円に

５００万件を

超えるごとに

５０万円を加

算して算出し

た額

４００万件を超え５００

万件以下の場合

６６０万円
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５００万件を超え１，００

０万件以下の場合

１，０００万件を超える場

合

７１０万円

      

７６０万円に

５００万件を

超えるごとに

５０万円を加

算して算出し

た額

（２） ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の売買

立会による売買

ｂ．ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の売買立

会による売買

各取引参加者のＪＡＳＤＡＱに上場する

株券等の売買立会による売買に係る月間の

注文の件数について

各取引参加者のＪＡＳＤＡＱに上場する

株券等の売買立会による売買に係る月間の

注文の件数について

注文の件数 金額 注文の件数 金額

０件の場合 ０円 ０件の場合 ０円

０件を超え２千件以下の

場合

２万円 ０件を超え２千件以下の

場合

２万円

２千件を超え５千件以下

の場合

６万円 ２千件を超え５千件以下

の場合

６万円

５千件を超え１万件以下

の場合

１２万円 ５千件を超え１万件以下

の場合

１２万円

１万件を超え２万件以下

の場合

２５万円 １万件を超え２万件以下

の場合

２５万円

２万件を超え５万件以下

の場合

５５万円 ２万件を超え５万件以下

の場合

５５万円

５万件を超え１０万件以

下の場合

１００万円 ５万件を超え１０万件以

下の場合

１００万円

１０万件を超え２０万件

以下の場合

１９０万円 １０万件を超え２０万件

以下の場合

１９０万円

２０万件を超え３０万件

以下の場合

２７０万円 ２０万件を超え３０万件

以下の場合

２７０万円

３０万件を超え４０万件

以下の場合

３４０万円 ３０万件を超え４０万件

以下の場合

３４０万円

４０万件を超える場合 ４００万円 ４０万件を超える場合 ４００万円
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（３） 単一銘柄取引及びバスケット取引によ

る売買

ｃ．単一銘柄取引及びバスケット取引による

売買

各取引参加者の単一銘柄取引及びバスケ

ット取引による売買に係る月間の注文の件

数について

各取引参加者の単一銘柄取引及びバスケ

ット取引による売買に係る月間の注文の件

数について

注文の件数 金額 注文の件数 金額

２千件以下の場合   ０円 ２千件以下の場合 ０円

２千件を超え３千件以下の

場合

１０万円 ２千件を超え３千件以下

の場合

１０万円

３千件を超え５千件以下の

場合

２０万円 ３千件を超え５千件以下

の場合

２０万円

５千件を超え１万件以下の

場合

３０万円 ５千件を超え１万件以下

の場合

３０万円

１万件を超え２万件以下の

場合

４０万円 １万件を超え２万件以下

の場合

４０万円

２万件を超え３万件以下の

場合

５０万円 ２万件を超え３万件以下

の場合

５０万円

３万件を超え５万件以下の

場合

６０万円 ３万件を超え５万件以下

の場合

６０万円

５万件を超え１０万件以下

の場合

９０万円 ５万件を超え１０万件以

下の場合

９０万円

１０万件を超え２０万件以

下の場合

１２０万円 １０万件を超え２０万件

以下の場合

１２０万円

２０万件を超え３０万件以

下の場合

１５０万円 ２０万件を超え３０万件

以下の場合

１５０万円

３０万件を超え５０万件以

下の場合

２００万円 ３０万件を超え５０万件

以下の場合

２００万円

５０万件を超え１００万件

以下の場合

２５０万円 ５０万件を超え１００万

件以下の場合

２５０万円

１００万件を超える場合 ２８０万円に５

０万件を超える

ごとに３０万円

を加算して算出

した額

１００万件を超える場合 ２８０万円に

５０万件を超

えるごとに３

０万円を加算

して算出した

額

（２） 国債証券先物取引
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各取引参加者の取引立会による新規の売付

け、新規の買付け、転売及び買戻しに係る月

間の注文件数について

注文の件数 金額

１千件以下の場合 ０円

１千件を超える場合 １０万円

（３） 指数先物取引

各取引参加者の立会による新規の売付け、

新規の買付け、転売及び買戻しに係る月間の

注文の件数について

注文の件数 金額

１千件以下の場合 ０円

１千件を超える場合 １０万円

別表第４ 別表第４

売買システム施設利用料の額 売買システム施設利用料の額

１ 売買システム施設利用料の額（月額）は、次

の各号に定める額の合計額とする。

１ 売買システム施設利用料の額（月額）は、次

の各号に定める額の合計額とする。

（１） （略） （１） （略）

（削る） （２） 国債証券先物取引、指数先物取引、有

価証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び指数オプション取引

各取引参加者が当該取引に利用する売買シ

ステム施設について、次のａ及びｂに掲げる

売買システム施設の種類に応じて、当該ａ及

びｂに定める額とする。

ａ 取引ＩＤ

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる取引ＩＤ

の種類に応じて、当該（ａ）及び（ｂ）に

定める額とする。

（ａ） 標準取引ＩＤ、マーケットメイカ

ー用取引ＩＤ、相場情報受信用取引ＩＤ

及び管理用取引ＩＤ

すべての取引ＩＤを合わせて４取引Ｉ

Ｄまで０円、４取引ＩＤを超える部分に

つき１取引ＩＤ当たり４千円として算出
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した額

（ｂ） 高頻度取引用取引ＩＤ

１取引ＩＤ当たり１２千円として算出

した額

ｂ 取引参加者ゲートウェイ

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる取引参加

者ゲートウェイの種類に応じて、当該（ａ）

及び（ｂ）に定める額とする。

（ａ） 共用ゲートウェイ

イ マーケットメイカーに指定された取

引参加者（恒常的に売呼値及び買呼値

を提示する役割を担うマーケットメイ

カーのことをいう。以下この号におい

て同じ。）

１台当たり８０千円として算出した

額

ロ 前イに掲げる取引参加者以外の取引

参加者

１台まで０円、１台を超える部分に

つき１台当たり８０千円として算出し

た額

（ｂ） 専用ゲートウェイ

イ マーケットメイカーに指定された取

引参加者

１台まで０円、１台を超える部分に

つき１台当たり２０万円として算出し

た額

ロ 前イに掲げる取引参加者以外の取引

参加者

１台当たり２０万円として算出した

額

（２） 株券等の売買（売買立会によらない売

買に限る。）

（３） 株券等の売買（売買立会によらない売

買（ストラテジー取引により成立する売買を

除く。）に限る。）

各取引参加者が当該取引に利用するシステ

ム間接続仮想サーバについて、２サーバまで

各取引参加者が当該取引に利用するシステ

ム間接続仮想サーバについて、２サーバまで
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０円、２サーバを超える部分につき１サーバ

当たり８千円として算出した額とする。

０円、２サーバを超える部分につき１サーバ

当たり８千円として算出した額とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（注） （注）

（略） １． （略）

（削る） ２．取引参加者端末サーバとは、当取引所が、各

取引参加者に提供するものであって、各取引参

加者が当取引所の市場における注文の送信、通

知の受信又は市場情報の取得を目的として、当

取引所の売買系システムに接続するものをい

う。

（削る） ３．取引参加者端末サーバ配下クライアント端末

とは、取引参加者端末サーバに接続する売買用

端末装置をいう。

（削る） ４．取引ＩＤとは、国債証券先物特例施行規則第

９条の２第３号、指数先物特例施行規則第９条

の２第３号、国債証券先物オプション特例施行

規則第１０条の２第３号、有価証券オプション

特例施行規則第１３条の２第３号及び指数オプ

ション特例施行規則第１０条の２第３号に規定

する取引ＩＤをいい、標準取引ＩＤとは、各銘

柄に呼値を提示することができる標準的な取引

ＩＤをいい、マーケットメイカー用取引ＩＤと

は、マーケットメイク業務を行うことを目的と

して、複数の銘柄に売呼値及び買呼値を同時に

提示することができる取引ＩＤをいい、相場情

報受信用取引ＩＤとは、相場情報のみを取得す

ることができる取引ＩＤをいい、管理用取引Ｉ

Ｄとは、他の取引ＩＤを管理することができる

取引ＩＤをいい、高頻度取引用取引ＩＤとは、

標準取引ＩＤよりも高頻度に呼値を提示するこ

とができる取引ＩＤをいう。

（削る） ５．取引参加者ゲートウェイとは、各取引参加者

が、当取引所の市場における注文の送信、通知

の受信及び市場情報の取得を目的として、当取
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引所の売買システムに接続するために必要な当

取引所が取引参加者に対して提供するゲートウ

ェイをいう。また、複数の取引参加者で同一の

ゲートウェイを共用することを前提とするゲー

トウェイを共用ゲートウェイといい、一の取引

参加者で専有するゲートウェイを専用ゲートウ

ェイという。

（削る） ６．恒常的に売呼値及び買呼値を提示する役割を

担うマーケットメイカーとは、国債証券先物特

例施行規則第９条の６第３項第１号、指数先物

特例施行規則第９条の７第３項第１号、有価証

券オプション特例施行規則第１３条の６第３項

各号、国債証券先物オプション特例施行規則第

１０条の６第３項各号又は指数オプション特例

施行規則第１０条の６第３項各号に掲げる役割

を担う取引参加者をいう。

（削る） 別表第５ ギブアップ手数料の額

ギブアップ手数料の額（月額）は、次の各号

に掲げる取引の区分に従い、当該各号に定める

ところによる。

（１） 国債証券先物取引

次のａ及びｂに掲げる国債証券先物取引の

区分に従い、当該ａ及びｂに定める額とする。

ａ ラージ取引

１取引単位につき５円

ｂ ミニ取引

１取引単位につき５０銭

（２） 指数先物取引

次のａ及びｂに掲げる指数先物取引の区分

に従い、当該ａ及びｂに定める額とする。

ａ 東証株価指数先物取引（ラージ取引に限

る。）、東証電気機器株価指数先物取引、

東証輸送用機器株価指数先物取引及び東証

銀行業株価指数先物取引

１取引単位につき５円
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ｂ 東証株価指数先物取引（ミニ取引に限

る。）、Ｓ＆Ｐ／ＴＯＰＩＸ１５０先物取

引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０先物取引、

東証ＲＥＩＴ指数先物取引、日経平均・配

当指数先物取引、ＴＯＰＩＸ配当指数先物

取引及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数先物取引

１取引単位につき５０銭

（３） 有価証券オプション取引

１取引単位につき５円

（４） 国債証券先物オプション取引

１取引単位につき５円

（５） 指数オプション取引

１取引単位につき５円

（削る） 別表第６ 移管取引料の額

移管取引料の額（月額）は、次の各号に掲げ

る取引について、移管取引の成立により発生し

た売付け又は買付けごとに、当該各号に定める

額の合計額とする。

（１） 国債証券先物取引

取引単位の数量に５円を乗じた額

（２） 指数先物取引

取引単位の数量に５円を乗じた額
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売買監理銘柄に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（指定の通知） （指定の通知）

第３条 当取引所は、売買監理銘柄への指定を行

った場合には、その旨を取引参加者に通知する。

第３条 当取引所は、売買監理銘柄への指定を行

った場合には、その旨を取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加

者、同条第３項に規定する現物取引参加者又は

同条第６項に規定する有価証券オプション取引

参加者をいう。以下同じ。）に通知する。

（規制措置等） （規制措置等）

第４条 当取引所は、売買監理銘柄について、業

務規程に基づき、売買又はその受託に関し必要

な規制措置を行う。

第４条 当取引所は、売買監理銘柄について、業

務規程又は有価証券オプション取引に関する業

務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約

準則の特例に基づき、売買等又はその受託に関

し必要な規制措置を行う。

２ （略） ２ （略）

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） （有価証券等清算取次ぎに対する適用）

第７条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取

次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託

する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者

とみなしてこの規則を適用する。

第７条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行

う者とみなしてこの規則を適用する。

（削る） （注） 有価証券オプション取引に係る用語の意

義は、有価証券オプション取引に関する業務規

程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

の特例において定めるところによる。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他
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やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する 。
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取引参加者における注文管理体制に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 （略） 第１条 （略）

２ 前項の注文管理体制の整備は、取引参加者が

社内規則の制定その他の必要な措置を講じるこ

とにより、当取引所の市場における有価証券の

売買（当取引所の定める売買立会による売買に

限る。）に関して、取引参加者における過誤の

ある注文の受託及び発注を防止し、もって当取

引所及び取引参加者の信用を確保し、公益及び

投資者の保護に資することを目的とする。

２ 前項の注文管理体制の整備は、取引参加者が

社内規則の制定その他の必要な措置を講じるこ

とにより、当取引所の市場における有価証券の

売買等（当取引所の定める売買立会による売買

及び立会による取引に限る。）に関して、取引

参加者における過誤のある注文の受託及び発注

を防止し、もって当取引所及び取引参加者の信

用を確保し、公益及び投資者の保護に資するこ

とを目的とする。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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取引の信義則に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 裁定取引とは、指数先物取引に係る約定数値

の水準と指数の水準の関係を利用して行う取

引で、指数先物取引の売付け若しくは買付け又

は最終決済を行うとともに、その取引契約金額

に相当する額の銘柄の異なる複数の有価証券

（当該有価証券の価額の合計額の変動が指数

先物取引の対象である指数の変動に近似する

ように選定したものに限る。）の売付け又は買

付けを行う取引（これに準ずる取引で指数オプ

ション取引を利用して行うものを含む。）をい

う。

７ 裁定取引とは、指数先物取引に係る約定指数

の水準と指数の水準の関係を利用して行う取

引で、指数先物取引の売付け若しくは買付け又

は最終決済を行うとともに、その取引契約金額

に相当する額の銘柄の異なる複数の有価証券

（当該有価証券の価額の合計額の変動が指数

先物取引の対象である指数の変動に近似する

ように選定したものに限る。）の売付け又は買

付けを行う取引（これに準ずる取引で指数オプ

ション取引を利用して行うものを含む。）をい

う。

（裁定取引に関する行為） （裁定取引に関する行為）

第５条 第３条第２号に規定する裁定取引に関

する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲

げる行為をいうものとする。

第５条 第３条第２号に規定する裁定取引に関

する行為とは、取引参加者が行う次の各号に掲

げる行為をいうものとする。

（１） 東証株価指数（当取引所の上場株券（内

国法人の発行する株券（新株予約権証券、無

議決権株式（有価証券上場規程第２条第８７

号に規定する無議決権株式をいう。）、議決

権の少ない株式（同第２０５条第９号の２ｂ

に掲げるものをいう。）及び優先株等（同第

２条第９０号に規定する優先株等をいう。）

を除く。）に限る。）のうち市場第一部銘柄

を対象とする時価総額方式の株価指数であ

って、当取引所が算出するものをいう。以下

同じ。）が前日の最終の東証株価指数を次項

に定める変動幅を超えて下回った場合にお

いて、当該変動幅を超えて下回った時から東

証株価指数と前日の最終の東証株価指数と

（１） 東証株価指数（当取引所の上場株券（内

国法人の発行する株券（新株予約権証券、無

議決権株式（有価証券上場規程第２条第８７

号に規定する無議決権株式をいう。）、議決

権の少ない株式（同第２０５条第９号の３ｂ

に掲げるものをいう。）及び優先株等（同第

２条第９０号に規定する優先株等をいう。）

を除く。）に限る。）のうち市場第一部銘柄

を対象とする時価総額方式の株価指数であ

って、当取引所が算出するものをいう。以下

同じ。）が前日の最終の東証株価指数を次項

に定める変動幅を超えて下回った場合にお

いて、当該変動幅を超えて下回った時から東

証株価指数と前日の最終の東証株価指数と
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の差が第３項に定める変動幅以内となるま

で（午後立会終了時までに当該変動幅以内と

ならなかった場合には、午後立会終了時ま

で）の間に、株券について、自己又は当該取

引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品

取引業を営む関係会社の計算による裁定取

引に係る売付け（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）を行うこと。

の差が第３項に定める変動幅以内となるま

で（午後立会終了時までに当該変動幅以内と

ならなかった場合には、午後立会終了時ま

で）の間に、株券について、自己又は当該取

引参加者の子会社・親会社若しくは金融商品

取引業を営む関係会社の計算による裁定取

引に係る売付け（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）を行うこと。

（２） （略） （２） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（注） 指数先物取引、有価証券オプション取

引及び指数オプション取引に係る用語

の意義は、株式会社大阪取引所の業務規

程において定めるところによる。

（注）１．指数先物取引に係る用語の意義は、

指数先物取引に関する業務規程及び

受託契約準則の特例において定める

ところによる。

（削る） ２．有価証券オプション取引に係る用語

の意義は、有価証券オプション取引に

関する業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例におい

て定めるところによる。

（削る） ３．指数オプション取引に係る用語の意

義は、指数オプション取引に関する業

務規程及び受託契約準則の特例にお

いて定めるところによる。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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仲介規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（仲介の申出） （仲介の申出）

第２条 取引参加者規程第４４条第１項により仲

介の申出を行う場合は、次の各号に掲げる事項

を記載し、記名押印した仲介申出書２通を当取

引所に提出しなければならない。

第２条 取引参加者規程第４４条第１項により仲

介の申出を行う場合は、次の各号に掲げる事項

を記載し、記名押印した仲介申出書２通を当取

引所に提出しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 申出人の商号及び所在地 （２） 申出人の商号又は名称及び所在地

（３） 相手方の商号及び所在地 （３） 相手方の商号又は名称及び所在地

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（答弁書の提出義務） （答弁書の提出義務）

第５条 仲介申出につき、相手方が当取引所の仲

介に応ずる場合は相手方は、第２条第３項の申

出書の交付を受けた後、遅滞なく次の各号に掲

げる事項を記載し、記名押印した答弁書２通を

作成し、当取引所に提出しなければならない。

第５条 仲介申出につき、相手方が当取引所の仲

介に応ずる場合は相手方は、第２条第３項の申

出書の交付を受けた後、遅滞なく次の各号に掲

げる事項を記載し、記名押印した答弁書２通を

作成し、当取引所に提出しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 当事者の商号及び所在地 （２） 当事者の商号又は名称及び所在地

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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清算・決済規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） （非清算参加者の決済の繰延べの取扱い）

第６条 非清算参加者は、クリアリング機構の業

務方法書に規定するＤＶＰ決済の対象となる取

引に係る有価証券の引渡しについて、クリアリ

ング機構が必要と認めて証券決済未了を発生さ

せてはならないと定める日においては、規程第

１２条に規定する繰延べを行うことができな

い。

第６条 現物非清算参加者は、クリアリング機構

の業務方法書に規定するＤＶＰ決済の対象とな

る取引に係る有価証券の引渡しについて、クリ

アリング機構が必要と認めて証券決済未了を発

生させてはならないと定める日においては、規

程第１２条に規定する繰延べを行うことができ

ない。

２ 非清算参加者が前項に規定する取引以外の取

引に係る有価証券の引渡しの繰延べを行った場

合における当該繰延べに係る有価証券の引渡し

は、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日から

起算して５日目の日（以下この条において「繰

延べに係る有価証券の引渡し期限」という。）

までに行うものとする。ただし、当該有価証券

の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係る有価

証券の引渡し期限までの間に次の各号に掲げる

日が到来する場合の当該繰延べに係る有価証券

の引渡しは、指定清算参加者の承諾を受けたと

きを除き、当該各号に掲げる日の前日（当該各

号に掲げる日が休業日に当たるときは２日前の

日）までに行わなければならない。

２ 現物非清算参加者が前項に規定する取引以外

の取引に係る有価証券の引渡しの繰延べを行っ

た場合における当該繰延べに係る有価証券の引

渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日

から起算して５日目の日（以下この条において

「繰延べに係る有価証券の引渡し期限」とい

う。）までに行うものとする。ただし、当該有

価証券の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係

る有価証券の引渡し期限までの間に次の各号に

掲げる日が到来する場合の当該繰延べに係る有

価証券の引渡しは、指定現物清算参加者の承諾

を受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前

日（当該各号に掲げる日が休業日に当たるとき

は２日前の日）までに行わなければならない。

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

３ 非清算参加者は、規程第１９条の規定により

国債証券の引渡しを繰り延べた場合は、決済日

から起算して５日目の日までの日（決済日から

起算して５日目の日が当該国債証券の利払期日

前３日間（銀行休業日を除外する。）のいずれ

かの日に当たる場合にあっては、当該利払期日

の３日前（銀行休業日を除外する。）の日の前

日までの日又は当該利払期日（休業日に当たる

場合は、順次繰り下げる。）のいずれかの日）

３ 現物非清算参加者は、規程第１９条の規定に

より国債証券の引渡しを繰り延べた場合は、決

済日から起算して５日目の日までの日（決済日

から起算して５日目の日が当該国債証券の利払

期日前３日間（銀行休業日を除外する。）のい

ずれかの日に当たる場合にあっては、当該利払

期日の３日前（銀行休業日を除外する。）の日

の前日までの日又は当該利払期日（休業日に当

たる場合は、順次繰り下げる。）のいずれかの
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（休業日を除く。）に当該国債証券の引渡しを

行わなければならない。

日）（休業日を除く。）に当該国債証券の引渡

しを行わなければならない。

（削る） ４ 国債先物等非清算参加者は、規程第３７条の

規定により受渡決済に係る国債証券の引渡しを

繰り延べた場合は、受渡決済期日から起算して

５日目の日までの日に当該受渡決済に係る国債

証券の引渡しを行わなければならない。

（経過利子の取扱いの区分）

（削る） 第８条 国債先物等非清算参加者は、規程第３１

条第２項の規定に基づき、当該国債先物等清算

参加者の最終清算取次売建玉及び最終清算取次

買建玉について、次に掲げる事項を指定国債先

物等清算参加者に申告するものとする。

（１） 経過利子を課税扱いとする数量

（２） 経過利子を非課税扱いとする数量につ

いては、自己分の数量及び顧客ごとに区分し

た委託分の数量

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（準用規定）

（削る） 第１１条 第２条から前条までの規定は、取

引参加者規程第２条第６項に規定する有価

証券オプション取引参加者について準用す

る。この場合において、第２条から第５条

までの規定中「取引参加者」とあるのは「取

引参加者（取引参加者規程第２条第２項に

規定する総合取引参加者、同条第３項に規

定する現物取引参加者又は同条第６項に規

定する有価証券オプション取引参加者をい

う。）」と読み替えるものとする。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日

から施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

６年３月２４日に施行することが適当で

ないと当取引所が認める場合には、当該日

以後の当取引所が定める日から施行する。
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅰ 総則 Ⅰ 総則

２．上場管理等に関する業務の遂行にあたっては、原

則としてこのガイドラインによることとし、取引所

金融商品市場が有価証券の売買を公正かつ円滑に

し、及び投資者の保護に資するよう運営されるべき

ものであることを十分に踏まえ、個々の事案に応じ

た適切な業務運営に努めるものとする。

２．上場管理等に関する業務の遂行にあたっては、原

則としてこのガイドラインによることとし、取引所

金融商品市場が有価証券の売買等を公正かつ円滑

にし、及び投資者の保護に資するよう運営されるべ

きものであることを十分に踏まえ、個々の事案に応

じた適切な業務運営に努めるものとする。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から施行

する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買

システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを

得ない事由により、平成２６年３月２４日に施行す

ることが適当でないと当取引所が認める場合には、

当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
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約諾書に基づく遅延損害金の率の一部改正新旧対照表

新 旧

次に掲げる約諾書の規定に基づき当取引所が定

める遅延損害金の率は、１００円につき１日４銭

とする。

次に掲げる約諾書の規定に基づき当取引所が定

める遅延損害金の率は、１００円につき１日４銭

とする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（削る） （３） 先物・オプション取引口座設定約諾書

第１４条第３項及び第１６条

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する。
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（削る） 第３章 国債証券先物取引に係るＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の値段）

（削る） 第２０条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第３６条第３項に

規定する当取引所が定める値段は、次項に規定

する国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値

段から当該基準値段に１００分の０．５を乗じ

て算出した数値を減じて得た値段（当該値段が

１銭未満の場合にあっては、１銭）から、当該

基準値段に１００分の０．５を乗じて算出した

数値を当該基準値段に加えて得た値段までの範

囲内の値段で、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める値段とする。

（１） ラージ取引に係るＴｏＳＴＮｅＴ取引

額面１００円につき１銭の整数倍の値段

（２） ミニ取引に係るＴｏＳＴＮｅＴ取引５

厘の整数倍の値段

２ 国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値段

は、次の各号に掲げる時間帯の区分に従い、当

該各号に定めるところによる。ただし、当取引

所が当該各号に定める値段を国債証券先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の基準値段とすることが適当で

ないと認めるときは、当取引所がその都度定め

る値段とする。

（１） 立会時（国債証券先物取引に関する業

務規程及び受託契約準則の特例（以下「国債

証券先物特例」という。）第４条第１項に定

める立会時をいう。次号において同じ。）

その日の立会における国債証券先物取引の

直前の基準参照価格（国債証券先物取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例の施行
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規則（以下「国債証券先物特例施行規則」と

いう。）第９条第４項に規定する基準参照価

格をいう。以下この条において同じ。）とす

る。

（２） 立会時以外の時間帯

その日の立会における国債証券先物取引の

直前の基準参照価格とする。ただし、午前立

会における国債証券先物取引の立会開始時の

約定値段が決定されるまでは、その日の立会

における国債証券先物取引の基準値段（国債

証券先物特例施行規則第９条第３項に規定す

る呼値の制限値幅の基準値段をいう。）とす

る。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値の効

力）

（削る） 第２１条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第３６条第１項に

規定する国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼

値は、同第３７条第１項に定める国債証券先物

ＴｏＳＴＮｅＴ取引の各取引時間終了後に効力

を失うものとする。ただし、同第４１条の規定

により国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止

が行われた場合の呼値の効力については、その

都度定めることができる。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第２２条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第４１条各号に掲

げる場合の国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の

停止は、当取引所がその都度必要と認める期間

とする。

（過誤訂正等のための国債証券先物ＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の承認申請）

（削る） 第２３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第４２条の規定に

より当取引所の承認を受けようとする取引参加

者は、当取引所が定める様式により申請を行う
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ものとする。

（国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消し）

（削る） 第２４条 国債証券先物特例施行規則第７条の規

定は、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第４３条第１項にお

いて準用する国債証券先物特例第６条の３第１

項の規定による国債証券先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引の取消しについて準用する。この場合におい

て、国債証券先物特例施行規則第７条中「国債

証券先物特例第６条の３」とあるのは「ＴｏＳ

ＴＮｅＴ特例第４３条第１項において準用する

国債証券先物特例第６条の３」と、「同第１２

条第１号」とあるのは「ＴｏＳＴＮｅＴ特例第

４１条第１号又は第２号」と、「同第４５条」

とあるのは「国債証券先物特例第４５条」と読

み替えるものとする。

（削る） 第４章 指数先物取引に係るＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の値段）

（削る） 第２５条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第５２条第３項に

規定する当取引所が定める値段は、次の各号に

掲げる指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の区分に従

い、当該各号に定める値段とする。

（１） 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引（配当指

数先物取引に係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引を除く。）

次のａ及びｂに定めるところによる。

ａ 次項又は第３項に規定する指数先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の基準値段から当該基準値

段に１００分の５を乗じて算出した数値を

減じて得た値段（当該値段が０．１ポイン

ト（ミニ取引にあっては、０．０５ポイン

ト）未満の場合にあっては、０．１ポイン

ト（ミニ取引にあっては、０．０５ポイン
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ト））から、当該基準値段に１００分の５

を乗じて算出した数値を当該基準値段に加

えて得た値段までの範囲内の値段で、次の

(ａ)及び(ｂ)に掲げる指数先物ＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の区分に従い、当該(ａ)及び(ｂ)

に定める値段

（ａ） 東証株価指数先物取引に係る指数

先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引

イ ラージ取引

０．１ポイントの整数倍の値段

ロ ミニ取引

０．０５ポイントの整数倍の値段

（ｂ） Ｓ＆Ｐ／ＴＯＰＩＸ１５０先物取

引、東証電気機器株価指数先物取引、東

証輸送用機器株価指数先物取引、東証銀

行業株価指数先物取引、ＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ30先物取引及び東証ＲＥＩＴ指数

先物取引に係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ

取引

０．１ポイントの整数倍の値段

ｂ 前ａに定める値段のほか、次の(ａ)から

(ｃ)までに掲げる取引時間の区分に従い、

当該(ａ)から(ｃ)までに定める値段で、０．

１ポイント（ミニ取引にあっては、０．０

５ポイント）の整数倍の値段

（ａ） 午前８時２０分から９時まで

前日の取引高加重平均価格（前日の午

後立会終了時における午前立会及び午後

立会の取引高加重平均価格をいう。）又

は当該価格に顧客との間であらかじめ定

めた手数料相当額を加減して得た値段

（ｂ） 午前１１時３５分から１１時４５

分まで

前場の取引高加重平均価格（当日の午

前立会終了時における午前立会の取引高

加重平均価格をいう。）又は当該価格に
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顧客との間であらかじめ定めた手数料相

当額を加減して得た値段

（ｃ） 午後３時１５分から４時まで及び

午後４時２０分から４時３０分まで

後場の取引高加重平均価格（当日の午

後立会終了時における午後立会の取引高

加重平均価格をいう。）又は当日の取引

高加重平均価格（当日の午後立会終了時

における午前立会及び午後立会の取引高

加重平均価格をいう。）又は当該価格に

顧客との間であらかじめ定めた手数料相

当額を加減して得た値段

（２） 配当指数先物取引に係る指数先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引

次のａ及びｂに掲げる指数先物ＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る値段

ａ 日経平均・配当指数先物取引に係る指数

先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引

次項又は第３項に規定する指数先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の基準値段から当該基準値

段に１００分の１０を乗じて算出した数値

を減じて得た値段（当該値段が０．１円未

満の場合にあっては、０．１円）から、当

該基準値段に１００分の１０を乗じて算出

した数値を当該基準値段に加えて得た値段

までの範囲内の０．１円の整数倍の値段

ｂ ＴＯＰＩＸ配当指数先物取引及びＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数先物取引に係

る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引

次項又は第３項に規定する指数先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の基準値段から当該基準値

段に１００分の１０を乗じて算出した数値

を減じて得た値段（当該値段が０．０１ポ

イント未満の場合にあっては、０．０１ポ

イント）から、当該基準値段に１００分の
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１０を乗じて算出した数値を当該基準値段

に加えて得た値段までの範囲内の０．０１

ポイントの整数倍の値段

２ 指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値段は、

次の各号に掲げる時間帯の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。ただし、当取引所が

当該各号に定める値段を指数先物ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の基準値段とすることが適当でないと認

めるときは、当取引所がその都度定める値段と

する。

（１） 立会時（指数先物取引に関する業務規

程及び受託契約準則の特例（以下「指数先物

特例」という。）第５条第１項に定める立会

時をいう。次号において同じ。）

その日の立会における指数先物取引の直前

の基準参照価格（指数先物取引に関する業務

規程及び受託契約準則の特例の施行規則（以

下「指数先物特例施行規則」という。）第９

条第４項に規定する基準参照価格をいう。以

下この条において同じ。）とする。

（２） 立会時以外の時間帯

その日の立会における指数先物取引の直前

の基準参照価格とする。ただし、午前立会に

おける指数先物取引の立会開始時の約定値段

が決定されるまでは、その日の立会における

指数先物取引の基準値段（指数先物特例施行

規則第９条第３項に規定する呼値の制限値幅

の基準値段をいう。）とする。

３ 前項の規定にかかわらず、直近の限月取引の

取引最終日に指数先物特例第１５条の規定によ

り立会による指数先物取引の停止が行われた限

月取引に係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基

準値段は、指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引（配当

指数先物取引に係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引を除く。）にあっては、取引対象指数の直前

の数値に基づき当取引所が定める方法により算
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出する当該限月取引に係る理論価格とし、配当

指数先物取引に係る指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取

引にあっては、当取引所がその都度定める値段

とする。

４ 第１項第１号ｂに規定する取引高加重平均価

格は、指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の対象とな

る銘柄の立会による取引（指数先物特例第４条

の２に規定するストラテジー取引を除く。）に

おけるすべての約定値段について、それぞれの

約定値段に当該約定値段における取引高を乗じ

て得た額の合計額を当該取引高の合計数量で除

して得た価格（小数点第２位（ミニ取引にあっ

ては、小数点第３位）以下は四捨五入する。）

として算出したものとする。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値の効力）

（削る） 第２６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第５２条第１項に

規定する指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値

は、同第５３条第１項に規定する指数先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の取引時間終了後に効力を失う

ものとする。ただし、同第５７条の規定により

指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止が行われた

場合の呼値の効力については、その都度定める

ことができる。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第２７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第５７条各号に掲

げる場合の指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止

は、当取引所がその都度必要と認める期間とす

る。

（過誤訂正等のための指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ

取引の承認申請）

（削る） 第２８条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第５８条の規定に

より当取引所の承認を受けようとする取引参加

者は、当取引所が定める様式により申請を行う
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ものとする。

（指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消し）

（削る） 第２９条 指数先物特例施行規則第７条の規定

は、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第５９条第１項におい

て準用する指数先物特例第１０条の３第１項の

規定による指数先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消

しについて準用する。この場合において、指数

先物特例施行規則第７条中「指数先物特例第１

０条の３」とあるのは「ＴｏＳＴＮｅＴ特例第

５９条において準用する指数先物特例第１０条

の３」と、「同第１５条第１号」とあるのは「Ｔ

ｏＳＴＮｅＴ特例第５７条第１号又は第２号」

と、「同第４６条」とあるのは「指数先物特例

第４６条」と読み替えるものとする。

（削る） 第５章 有価証券オプション取引に係るＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の値

段）

（削る） 第３０条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第６８条第２項に

規定する当取引所が定める値段は、次項又は第

３項に規定する有価証券オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の基準値段から次の各号に掲げる時間

帯の区分に従い、当該各号に定める値段に１０

０分の５を乗じて算出した数値を減じて得た値

段（当該値段が有価証券オプション取引に関す

る業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託

契約準則の特例（以下「有価証券オプション特

例」という。）第１５条第３項及び第４項に規

定する呼値の単位の値段に満たない場合にあっ

ては、当該呼値の単位の値段）から、当該各号

に定める値段に１００分の５を乗じて算出した

数値を当該基準値段に加えて得た値段までの範

囲内の値段で、10銭（売買単位の数が奇数であ
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る対象有価証券に係る有価証券オプション取引

にあっては１円）の整数倍の値段とする。

（１） 立会時（有価証券オプション特例第９

条第１項に定める立会時をいう。以下この条

において同じ。）

当日の立会における対象有価証券の直前の

約定値段（呼値に関する規則第１０条の規定

により特別気配表示が行われているとき又は

同第１１条の規定により連続約定気配表示が

行われているときは、当該特別気配値段又は

当該連続約定気配値段）。ただし、当該直前

の約定値段がない場合は、当日の立会におけ

る当該対象有価証券の基準値段（呼値の制限

値幅に関する規則第４条に規定する呼値の制

限値幅の基準値段をいう。次号において同

じ。）とする。

（２） 立会時以外の時間帯

当日の立会における対象有価証券の最終の

約定値段（呼値を行った時点の直前の立会（当

日の立会に限る。）において呼値に関する規

則第１０条の規定により特別気配表示された

最終特別気配値段及び同第１１条の規定によ

り連続約定気配表示された最終連続約定気配

値段を含む。以下この号において同じ。）。

ただし、当該最終の約定値段がない場合は、

当日の立会における当該対象有価証券の基準

値段とする。

２ 有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の基

準値段は、有価証券オプション取引に関する業

務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約

準則の特例の施行規則（以下「有価証券オプシ

ョン特例施行規則」という。）第１３条第３項

に規定する基準理論価格とする。ただし、当取

引所が当該基準理論価格を有価証券オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値段とすることが適

当でないと認めるときは、当取引所がその都度
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定める値段とする。

３ 前項の規定にかかわらず、直近の限月取引の

取引最終日に有価証券オプション特例第１９条

の規定により立会による有価証券オプション取

引の停止が行われた銘柄に係る有価証券オプシ

ョンＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値段は、当取引

所がその都度定める値段とする。

（削る） 第３１条 削除

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼

値の効力）

（削る） 第３２条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第６８条第１項に

規定する有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引の呼値は、同第６９条第１項に規定する取引

時間終了後に効力を失うものとする。ただし、

同第７３条の規定により有価証券オプションＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引の停止が行われた場合の呼値

の効力については、その都度定めることができ

る。

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の停

止）

（削る） 第３３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第７３条各号に掲

げる場合の有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引の停止は、当取引所がその都度必要と認め

る期間とする。

（過誤訂正等のための有価証券オプションＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引の承認申請）

（削る） 第３４条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第７４条の規定に

より当取引所の承認を受けようとする取引参加

者は、当取引所が定める様式により申請を行う

ものとする。

（有価証券オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取
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消し）

（削る） 第３５条 有価証券オプション特例施行規則第１

１条の２の規定は、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第７５

条において準用する有価証券オプション特例第

１４条の２第１項の規定による有価証券オプシ

ョンＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消しについて準用

する。この場合において、有価証券オプション

特例施行規則第１１条の２中「有価証券オプシ

ョン特例第１４条の２」とあるのは「ＴｏＳＴ

ＮｅＴ特例第７５条において準用する有価証券

オプション特例第１４条の２」と、「同第１９

条第２号」とあるのは「ＴｏＳＴＮｅＴ特例第

７３条第１号又は第２号」と、「同第５８条」

とあるのは「有価証券オプション特例第５８条」

と読み替えるものとする。

（削る） 第６章 国債証券先物オプション取引に係

るＴｏＳＴＮｅＴ取引

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の値段）

（削る） 第３６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第８４条第３項に

規定する当取引所が定める値段は、次項又は第

３項に規定する国債証券先物オプションＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引の基準値段から次の各号に掲げる

時間帯の区分に従い、当該各号に定める値段に

１００分の０．５を乗じて算出した数値を減じ

て得た値段（当該値段が１銭未満の場合にあっ

ては、１銭）から、当該各号に定める値段に１

００分の０．５を乗じて算出した数値を当該基

準値段に加えて得た値段までの範囲内の値段

で、権利行使により成立する国債証券先物取引

の対象銘柄の額面１００円につき１銭の整数倍

の値段とする。ただし、当取引所が当該各号に

定める値段を基準として用いることが適当でな

いと認めるときは、当取引所がその都度定める。
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（１） 権利行使対象先物限月取引の立会時（国

債証券先物特例第４条第１項に定める立会時

をいう。次号において同じ。）

その日の立会における権利行使対象先物限

月取引の直前の基準参照価格（国債証券先物

特例施行規則第９条第４項に規定する基準参

照価格をいう。以下この条において同じ。）

とする。

（２） 権利行使対象先物限月取引の立会時以

外の時間帯

その日の立会における権利行使対象先物限

月取引の直前の基準参照価格とする。ただし、

午前立会における権利行使対象先物限月取引

の立会開始時の約定値段が決定されるまで

は、その日の立会における当該権利行使対象

先物限月取引の基準値段とする。

２ 国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の基準値段は、国債証券先物オプション取引に

関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行

規則（以下「国債証券先物オプション特例施行

規則」という。）第１０条第２項に規定する基

準理論価格とする。ただし、当取引所が当該理

論価格を国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の基準値段とすることが適当でないと認

めるときは、当取引所がその都度定める値段と

する。

３ 前項の規定にかかわらず、直近の限月取引の

取引最終日に国債証券先物オプション特例第１

８条の規定により立会による国債証券先物オプ

ション取引の停止が行われた銘柄に係る国債証

券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値

段は、当取引所がその都度定める値段とする。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の呼値の効力）

（削る） 第３７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第８４条第１項に
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規定する国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の呼値は、同第８５条第１項に定める国

債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の各

取引時間終了後に効力を失うものとする。ただ

し、同第８９条の規定により国債証券先物Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ取引の停止が行われた場合の呼値の

効力については、その都度定めることができる。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の停止）

（削る） 第３８条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第８９条各号に掲

げる場合の国債証券先物オプションＴｏＳＴＮ

ｅＴ取引の停止は、当取引所がその都度必要と

認める期間とする。

（過誤訂正等のための国債証券先物オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引の承認申請）

（削る） 第３９条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第９０条の規定に

より当取引所の承認を受けようとする取引参加

者は、当取引所が定める様式により申請を行う

ものとする。

（国債証券先物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の取消し）

（削る） 第４０条 国債証券先物オプション特例施行規則

第８条の２の規定は、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第91

条において準用する国債証券先物オプション特

例第１３条の２第１項の規定による国債証券先

物オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消しにつ

いて準用する。この場合において、国債証券先

物オプション特例施行規則第８条の２中「国債

証券先物オプション特例第１３条の２」とある

のは「ＴｏＳＴＮｅＴ特例第９１条において準

用する国債証券先物オプション特例第１３条の

２」と、「同第１８条第１号」とあるのは「Ｔ

ｏＳＴＮｅＴ特例第８９条第１号又は第２号」
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と、「同第５０条」とあるのは「国債証券先物

オプション特例第５０条」と読み替えるものと

する。

（削る） 第７章 指数オプション取引に係るＴｏＳ

ＴＮｅＴ取引

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の値段）

（削る） 第４１条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１００条第３項

に規定する当取引所が定める値段は、次項又は

第３項に規定する指数オプションＴｏＳＴＮｅ

Ｔ取引の基準値段から対象指数の直前の数値に

１００分の５を乗じて算出した数値を減じて得

た値段（当該値段が０．１ポイント未満の場合

にあっては、０．１ポイント）から、対象指数

の直前の数値に１００分の５を乗じて算出した

数値を当該基準値段に加えて得た値段までの範

囲内の値段で、０．１ポイントの整数倍の値段

とする。

２ 指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値

段は、指数オプション取引に関する業務規程及

び受託契約準則の特例の施行規則（以下「指数

オプション特例施行規則」という。）第10条第

２項に規定する基準理論価格とする。ただし、

当取引所が当該基準理論価格を指数オプション

ＴｏＳＴＮｅＴ取引の基準値段とすることが適

当でないと認めるときは、当取引所がその都度

定める値段とする。

３ 前項の規定にかかわらず、直近の限月取引の

取引最終日に指数オプション取引に関する業務

規程及び受託契約準則の特例（以下「指数オプ

ション特例」という。）第１８条の規定により

立会による指数オプション取引の停止が行われ

た銘柄に係る指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引の基準値段は、当取引所がその都度定める値

段とする。
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（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値の

効力）

（削る） 第４２条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１００条第１項

に規定する指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引

の呼値は、同第１０１条第１項に定める指数オ

プションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取引時間終了後

に効力を失うものとする。ただし、同第１０５

条の規定により指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ

取引の停止が行われた場合の呼値の効力につい

ては、その都度定めることができる。

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の停止）

（削る） 第４３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１０５条各号に

掲げる場合の指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取

引の停止は、当取引所がその都度必要と認める

期間とする。

（過誤訂正等のための指数オプションＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引の承認申請）

（削る） 第４４条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１０６条の規定

により当取引所の承認を受けようとする取引参

加者は、当取引所が定める様式により申請を行

うものとする。

（指数オプションＴｏＳＴＮｅＴ取引の取消

し）

（削る） 第４５条 指数オプション特例施行規則第８条の

２の規定は、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１０７条に

おいて準用する指数オプション特例第１３条の

２第１項の規定による指数オプションＴｏＳＴ

ＮｅＴ取引の取消しについて準用する。この場

合において、指数オプション特例施行規則第８

条の２中「指数オプション特例第１３条の２」

とあるのは「ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１０７条に

おいて準用する指数オプション特例第１３条の
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２」と、「同第１８条第１号」とあるのは「Ｔ

ｏＳＴＮｅＴ特例第１０５条第１号又は第２

号」と、「同第５５条」とあるのは「指数オプ

ション特例第５５条」と読み替えるものとする。

付 則

１ この改正規定は、平成２６年３月２４日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２６年３月２４

日に施行することが適当でないと当取引所が認

める場合には、当該日以後の当取引所が定める

日から施行する 。
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国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則等を廃止する規則

次の規則を廃止する。

（１）国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則

（２）先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の取扱い

（３）指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則

（４）有価証券オプション取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施

行規則

（５）国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則

（６）指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則

付 則

１ この規則は、平成２６年３月２４日から施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この規則は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない

事由により、平成２６年３月２４日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当

該日以後の当取引所が定める日から施行する。


